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１ 外部評価の目的 

行政評価システムの客観性と透明性を確保するとともに、簡素で効率的な行政経営を

推進するため、｢芦屋市行政評価委員会｣で外部評価を実施しています。 

 

 

２ 芦屋市行政評価委員会 

委員会の構成は以下のとおりです。委員会では、行政と民間の役割分担、費用対効果、

市民の目線、民間企業経営の視点からの評価を実施しています。 

358 事業すべてについて、事務事業を所管する部局の課長級職員から、評価シートを

もとにした質疑、並びに補足説明に基づくヒアリングを行うなど、計 8 回、35 時間以上にわ

たり討議いたしました。 

 

芦屋市行政評価委員会 委員（敬称略） 

石原 俊彦 委員長 関西学院大学産業研究所教授 

稲沢 克祐 副委員長 四日市大学総合政策学部助教授 

永田 潤子 副委員長 大阪市立大学大学院創造都市研究科助教授 

麻木 邦子 委員 税理士 

小田 脩造 委員 芦屋市商工会会長 

武久 顕也 委員 監査法人トーマツ パブリックセクター部マネージャー 

 

開催日時 

平成 16 年 7 月 9 日 (金) 14:00～15:30 委員委嘱式、委員長選任、運営事項協議 

平成 16 年 8 月 12 日 (木) 13:00～19:00 ヒアリング－建設部 

平成 16 年 8 月 12 日 (木) 13:00～16:30 ヒアリング－生活環境部、総務部 

平成 16 年 8 月 23 日 (月) 10:00～18:00 ヒアリング－保健福祉部 

平成 16 年 8 月 31 日 (火) 13:00～19:30 ヒアリング－教委社会教育部、建設部 

平成 16 年 9 月 3 日 (金) 14:00～18:30 ヒアリング－建設部、総務部 

平成 16 年 9 月 7 日 (火) 13:00～18:00 ヒアリング－消防、教委管理部、学校教育部

平成 16 年 9 月 8 日 (水) 15:00～17:00 評価結果の総括 
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３ 総括コメント 

芦屋市は民間企業でいえば「倒産」にあたる財政再建団体転落の危機にあり、昨年

10 月に発表された｢行政改革実施計画｣に基づいて、財政再建にむけて様々な取り組

みがなされているところです。限られた財源を「あれも、これも」ではなく、｢あれ

か、これか｣、いわゆる選択と集中によって施策を進めざるを得ません。 
行政評価委員会では、社会的に役割を終えた事業や民間でやるべき分野まで行政が

抱え込んでいないか、最少の経費で最大の効果が提供できているかを見直し、事業の

廃止や民営化まで踏みこんで評価を実施しました。 
これは、単に市民サービスの低下や、やみくもな民間委託を求めるものではなく、

限られた経営資源をどう使えば効果的、効率的なのか、多くの市民、関係者、職員の

納得を得るには、どう事業を整理すれば良いか、を考えた結果です。 
 

相対的な評価 

委員会評価では、関係事実の誤認がないように細心の注意を払ったところですが、認識

した現状が同一でも、市の内部評価とは、ある程度の乖離が存在しています。評価対象の

358 事業のうち、市評価では 278 事業が A または B 評価だったのに対し、委員会評価では

それらの合計は 237 事業へと減少しています。 

この点、市評価がお手盛りで、委員会評価が正しいと整理することは間違いであり、内部

評価においては、全体を見て個々の事業について評価を下すというスタンスがなかなか取

れないこと、一方、外部評価では 358 事業の相対的な比較の中で、一つひとつの事務事業

についての判断を下すことが可能であったと言えます。 

 

充実した行政サービス 

豊かな財政力を誇っていた芦屋市では、他市と比較すると、かなり充実した行政サービス

が行われて来ました。税収が落ち込んだ現在､個人・家庭・地域で担うべきこと、民間でも提

供が可能な分野にもかかわらず、市として事業を続けることは、税の使い方として、再検討の

必要性があります。 

市が本当にやるべきなのか、やるとしたらどこまでなのか、民間委託などにより効率性を高

めることはできないか。そういった視点からの継続的な評価が必要です。 

 

改革と改善をサポートする手法 

事務事業の改革・改善を推進するのは、芦屋市の職員であり、内部の評価と外部からの

評価を比較考量することで、改革・改善の根拠、動機付けが強まることが期待されています。

内部評価と外部評価は、相互に補完しあって芦屋市の改革と改善をサポートする手法と位

置付けられます。 
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今後目指すべき方向性と課題 

 

１ 施策評価、政策評価への展開 

事務事業は、施策として複数事業が組み合わされ、相互補完と相乗効果によって、

住民福祉の向上という成果を生み出しています。 
施策や政策といったまとまった単位ごとに全体を見て、一つひとつの事務事業の相対的

重要性、目標、実施内容を整理することが必要であり、今後は、施策評価、政策評価への展

開が課題となってきます。 

 

２ 予算編成との連動 

内部評価と外部評価はいずれも、事務事業の今後の方向性について結論を示唆してい

ます。これを受けた改革・改善は、速やかに実践できるものと、困難が伴うものに区分される

と推察されますが、たとえ、時間を要するものであっても、迅速にアクションを起こすことが重

要です。その端緒が予算編成への活用になります。 

芦屋市の財政は厳しい状態にあり、事務事業評価の結果を、予算編成に反映させるため

の仕組みづくりが課題となっています。 

 

３ 組織・ミッションの整理 

行政においても、限られた資源（ヒト・モノ・カネ・時間）を、有効かつ効率的に使って住民

福祉の向上につなげる経営が必要なのは言うまでもありません。時に｢お役所仕事｣と揶揄さ

れるような、前例踏襲、ルール・ドライブ形のマネジメントではなく、ビジョンを共有し、目標や

課題が明示されたミッション・ドライブ型のマネジメントへの変化が求められています。 

事務事業を総体的に見ると、事業内容や、その対象と意図が共通している事業が少なか

らずあり、それぞれに人と予算が配分され、効果的・効率的に行われているとは思えません。

事業を担当する課長職からのヒアリングでは、｢以前からこうやってきた｣、｢我々の仕事はここ

まで、その仕事はうちじゃない｣、といった答えが少なからずあったことは残念なことです。 

これからは、部・課組織にあわせた仕事ではなく、組織ミッション（その組織が社会に対し

て、どのような役割、仕事を果たすのか、その内容を示したもの）を整理し、それにあわせた

組織づくりが欠かせません。予算や人事、事務分掌規則などを、組織ミッションにあわせて

大胆に見直すことが必要です。現状ではなく、将来の変化に対応して柔軟に布石を打つ、

行政にも戦略が求められる時代になっているのです。 

 

４ マーケティングとパブリッシング 

住民ニーズを充足しているか、満足度はどうか、成果があがっているか、数値データによ

る把握が十分とは言えません。これからは、行政においてもマーケティングの発想が大切に

なってきます。 
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また、様々な施設を運営し、事業を実施していながら、ごく少数の利用者にとどまっている

事業が見られます。ひとつには広報が不十分で、それら施設や事業が住民に認知されてい

ない、あるいは、開館日や時間、事業の内容が利用者ニーズとあっていないことなども原因

と推察されます。効果的な事業展開のために、マーケティングとパブリッシングの重要性を

認識すべきだと言えます。 

 

５ 改革・改善に集中するという発想 

今後すべての事務事業の評価が実施された段階では、一旦、評価作業を中止し、評価

結果に基づく改革・改善に集中するという発想も大切になります。評価結果は、あくまでも、

将来の改革と改善、あるいは計画にフィード・バックされなければなりません。フィード・バック

のない評価では、なんの意味もありません。 

市民の参画と協働、民間活力の導入、組織横断的に改革・改善を推進するため、パイロ

ット・プロジェクトを立ち上げ、アクションを起こすことが必要です。 

たとえば、まちの活性化を図るために、若い方が芦屋に住む、働く、学ぶ、楽しむ、といっ

た若年層の誘致施策も必要と考えられますが、全職員、市民、事業者などからも提案を募り、

官民で協力して事業化することも一つの方法です。 

 

６ 職員の意識改革と部長級職員の積極的関与 

行政評価の取り組みが大きな成果を上げるかどうかは、ある意味、職員の意識にか

かっています。評価を活用して、市の改革を推進しようという志を持つ職員の多い自

治体では、当然ながら行政評価導入の効果は大きくなります。全国の自治体が行政評

価に取り組み、それなりの成果を上げていることを理解し、芦屋市でも多くの職員が

行政評価を活用し、改革・改善を推進されることを期待します。 
また、職員の意識・行動の改革や、部門横断的な課題の解決、制度改革等の局面に

おける、部長級職員のリーダーシップ、マネジメント、課題解決能力への期待は大き

く、行政評価を活用した行財政改革への積極的な関与を期待します。 
 

７ 公の施設管理 
外郭団体を利用しての公の施設管理についても今後検討を要します。外郭団体への

施設管理業務委託に、委託費の硬直化が見られます。外郭団体からの再委託業務が多

い場合には、外郭団体の存在意義すら薄くなります。現在のサービス水準に対する委

託費の見直しや、外郭団体の必要性の再確認など、継続的な改善への努力が必要です。 
 

以 上 
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４ 評価結果（概要） 

 

総合評価別事業数 

総合 

評価 
市評価 構成比率 

総合 

評価 
外部評価 構成比率 

Ａ 25 7.0% Ａ 14 3.9%

Ｂ 253 70.7% Ｂ 223 62.3%

Ｃ 10 2.8% Ｃ 84 23.5%

Ｄ 70 19.5% Ｄ 37 10.3%

計 358 100%

 

計 358 100%

 

 

総合評価別事業数構成グラフ 

 

総合評価別平成１５年度事業経費・一般財源・活動配分 

 

 

市評価

A

B

C

D

委員会評価

A

B

C

D

総合
評価

市評価
平成15年度
事業経費

平成15年度
一般財源

Ａ 25 1,997,778 947,708
Ｂ 253 30,860,912 9,259,142
Ｃ 10 137,211 127,361
Ｄ 70 1,651,929 1,354,640
計 358 （単位：千円） （単位：千円）

総合
評価

外部評価
平成15年度
事業経費

平成15年度
一般財源

Ａ 14 1,221,222 407,644
Ｂ 223 29,371,350 8,264,167
Ｃ 84 3,142,778 2,255,857
Ｄ 37 912,480 761,183
計 358 （単位：千円） （単位：千円）

総合
評価

市評価 活動配分

Ａ 25 70.97
Ｂ 253 489.11
Ｃ 10 3.51
Ｄ 70 58.54
計 358 （単位：人）

総合
評価

外部評価 活動配分

Ａ 14 46.67
Ｂ 223 342.22
Ｃ 84 210.42
Ｄ 37 22.82
計 358 （単位：人）
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や

す
さ

の
向

上
に

努
め

て
下

さ
い

。
家

庭
で

保
存

さ
れ

、
活

用
さ

れ
る

工
夫

（
カ

レ
ン

ダ
ー

に
す

る
等

）
を

し
て

下
さ

い
。

7
,9

9
7

6
,0

0
3

0
0

1
4
,0

0
0

1
2
,4

2
8

5
,6

7
4

総
務

部
防

災
対

策
課

1
2
2
0
0
6
0

水
防

・
防

災
用

資
機

材
・
倉

庫
の

維
持

管
理

B
 

 
○

 
 

 
 

B
市

民
の

自
助

努
力

を
促

す
こ

と
が

大
切

で
す

。
自

主
防

災
組

織
の

設
置

と
活

用
及

び
連

携
、

民
間

企
業

と
の

連
携

を
進

め
て

下
さ

い
。

7
,0

2
2

1
,6

2
8

0
0

8
,6

5
0

8
,6

5
0

3
7
5

総
務

部
防

災
対

策
課

1
2
3
0
0
4
0

防
災

無
線

維
持

管
理

に
関

す
る

事
務

B
 

 
○

 
 

 
 

B
防

災
無

線
機

を
扱

え
る

職
員

数
が

少
な

い
よ

う
で

す
。

早
急

に
研

修
を

実
施

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

5
,7

6
6

1
,1

1
5

0
0

6
,8

8
1

6
,8

8
1

4
0
4

総
務

部
防

災
対

策
課

1
2
4
0
0
1
0

自
主

防
災

組
織

の
設

置
B

 
 

○
 

 
 

 
B

組
織

率
の

向
上

に
努

め
る

と
と

も
に

、
組

織
の

技
術

熟
度

を
向

上
さ

せ
る

取
り

組
み

を
考

え
て

下
さ

い
。

7
,3

0
7

4
5
3

0
0

7
,7

6
0

7
,7

6
0

6
8
4

総
務

部
防

災
対

策
課

1
2
4
0
1
2
0

防
災

総
合

訓
練

に
関

す
る

事
務

B
 

 
○

 
 

 
 

B
参

加
率

の
向

上
の

た
め

に
、

職
域

へ
の

働
き

か
け

等
も

視
野

に
入

れ
る

と
と

も
に

、
広

報
を

充
実

し
て

下
さ

い
。

ま
た

開
催

日
も

再
検

討
し

て
下

さ
い

。
8
,6

1
8

1
,4

0
9

0
0

1
0
,0

2
7

1
0
,0

2
7

2
,1

2
3

総
務

部
企

画
課

3
4
2
0
0
1
0

し
そ

う
森

林
王

国
協

会
と

の
国

内
交

流
事

業
D

 
 

 
 

○
 

 
D

廃
止

と
い

う
こ

と
で

す
が

、
市

民
の

満
足

度
な

ど
事

業
効

果
を

測
定

し
て

、
今

後
の

あ
り

方
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

1
,6

7
6

3
4
6

0
0

2
,0

2
2

1
,9

7
2

2
2

総
務

部
企

画
担

当
1
4
2
0
0
1
0

平
和

施
策

C
　

　
○

　
　

　
　

C
上

位
施

策
の

目
標

達
成

に
向

け
て

、
有

効
な

事
業

展
開

と
な

る
よ

う
な

抜
本

的
な

見
直

し
を

し
て

下
さ

い
。

1
,0

7
7

6
0

0
1
,0

8
3

1
,0

3
3

3
7

総
務

部
広

報
課

5
1
1
0
0
1
0

広
報

紙
発

行
A

　
○

 
 

 
 

 
B

広
報

媒
体

（
広

報
紙

、
パ

ン
フ

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
、

Ｃ
Ａ

Ｔ
Ｖ

等
）
に

つ
い

て
、

市
民

の
利

用
度

（
閲

読
率

、
利

用
率

、
視

聴
率

）
を

把
握

す
る

こ
と

、
よ

り
効

果
的

な
広

報
と

な
る

よ
う

、
そ

れ
ぞ

れ
の

特
性

に
応

じ
た

媒
体

選
択

を
検

討
し

て
下

さ
い

。

1
5
,1

3
0

1
3
,9

0
2

0
0

2
9
,0

3
2

2
9
,0

3
2

1
6
,9

8
2

総
務

部
広

報
課

5
1
1
0
0
2
0

広
報

刊
行

物
発

行
B

 
 

○
　

　
　

 
C

市
勢

要
覧

の
必

要
性

に
は

疑
問

が
あ

り
ま

す
。

ガ
イ

ド
マ

ッ
プ

と
の

統
合

、
廃

止
を

含
め

て
検

討
し

て
く

だ
さ

い
。

ガ
イ

ド
マ

ッ
プ

に
つ

い
て

は
転

入
者

へ
の

無
償

配
布

は
継

続
し

、
駅

、
公

共
施

設
等

で
の

有
償

頒
布

を
検

討
し

て
く

だ
さ

い
。

2
,5

6
8

3
,1

8
4

0
0

5
,7

5
2

5
,7

5
2

1
,7

0
0

総
務

部
広

報
課

5
1
1
0
0
3
0

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
制

作
B

 
 

○
 

 
 

 
B

成
果

満
足

度
の

評
価

を
行

い
、

質
的

改
善

が
で

き
る

よ
う

に
し

て
下

さ
い

。
3
,5

5
0

1
,6

4
7

0
0

5
,1

9
7

5
,1

9
7

2
,5

4
0

総
務

部
広

報
課

5
1
1
0
0
4
0

記
者

ク
ラ

ブ
等

報
道

機
関

へ
の

対
応

B
 

 
○

 
 

 
 

B
市

政
の

現
状

を
積

極
的

に
伝

え
て

い
く

｢戦
略

的
広

報
｣が

求
め

ら
れ

る
時

代
で

す
。

報
道

機
関

と
の

密
接

・
良

好
な

関
係

づ
く

り
に

努
め

て
下

さ
い

。
1
0
,9

2
4

0
0

0
1
0
,9

2
4

1
0
,9

2
4

0

総
務

部
広

報
課

5
1
1
0
1
5
0

Ｃ
Ａ

Ｔ
Ｖ

広
報

チ
ャ

ン
ネ

ル
制

作
D

 
 

○
 

 
 

 
D

視
聴

率
な

ど
成

果
の

把
握

が
出

来
な

い
限

り
、

廃
止

も
視

野
に

入
れ

た
検

討
を

し
て

下
さ

い
。

1
7
,6

7
6

3
7
,1

5
5

0
0

5
4
,8

3
1

5
4
,8

3
1

1
0
,0

0
0

総
務

部
市

民
参

画
課

1
1
4
0
0
1
0

地
区

集
会

所
管

理
運

営
事

業
C

 
 

 
○

 
 

 
C

地
元

で
の

管
理

・
運

営
や

、
指

定
管

理
者

制
度

の
検

討
を

し
て

下
さ

い
。

6
,9

4
2

4
9
,7

5
7

0
1
8
,4

1
8

7
5
,1

1
7

6
6
,1

3
6

5
0
,3

8
4

総
務

部
市

民
参

画
課

5
1
2
0
0
2
0

市
長

と
市

民
の

懇
談

会
(ま

ち
づ

く
り

懇
談

会
)

B
 

 
○

 
 

 
 

B
開

催
の

時
間

等
を

工
夫

し
て

よ
り

参
加

し
や

す
い

よ
う

工
夫

が
必

要
で

す
。

2
,6

2
9

7
6
6

0
0

3
,3

9
5

3
,3

9
5

2
8
0

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
所

管
順

）

市
評

価
・
方

向
性

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト

所
管

課
事

業
N

O
事

務
事

業
名

平
成

１
５

年
度

決
算

6



１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
統 合 終 期 設 定

廃 止 休 止

総 合 評 価
芦

屋
市

行
政

評
価

委
員

会
コ

メ
ン

ト
人

件
費

直
　

接
事

業
費

他
部

門
経

　
費

減
　

価
償

却
費

事
業

費
計

一
般

財
源

直
接

事
業

費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
所

管
順

）

市
評

価
・
方

向
性

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト

所
管

課
事

業
N

O
事

務
事

業
名

平
成

１
５

年
度

決
算

総
務

部
国

際
文

化
担

当
3
2
5
0
0
4
0

芦
屋

市
後

援
名

義
許

可
(文

化
・
ス

ポ
ー

ツ
)

B
 

 
○

 
 

 
 

B
 

1
,9

1
1

0
1
9
6

0
2
,1

0
7

2
,1

0
7

0

総
務

部
国

際
文

化
担

当
3
2
5
0
0
5
0

「
阪

神
芸

術
祭

」
の

開
催

D
 

 
 

 
 

○
 

D
他

市
町

の
動

向
を

待
た

ず
、

離
脱

す
べ

き
は

決
断

し
て

下
さ

い
。

9
2
7

0
7
9

0
1
,0

0
6

1
,0

0
6

0

総
務

部
国

際
文

化
担

当
3
4
1
0
0
1
0

海
外

諸
都

市
と

の
交

流
事

業
の

促
進

C
 

 
○

 
 

 
 

D
国

際
交

流
に

つ
い

て
、

ど
こ

ま
で

市
が

関
与

す
る

の
か

を
検

討
し

、
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

に
つ

い
て

抜
本

的
な

見
直

し
を

し
て

下
さ

い
。

1
,5

8
3

4
8
0

1
5
7

0
2
,2

2
0

2
,2

2
0

4
3
2

総
務

部
国

際
文

化
担

当
5
1
1
0
0
6
0

ア
シ

ヤ
ニ

ュ
ー

ズ
レ

タ
ー

の
発

行
B

 
 

○
 

 
 

 
C

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

な
ど

他
の

媒
体

の
利

活
用

、
配

布
手

段
（
郵

送
）
の

見
直

し
を

検
討

し
て

く
だ

い
。

2
,5

1
0

1
,4

8
3

2
3
5

0
4
,2

2
8

4
,2

2
8

1
,1

6
7

総
務

部
男

女
共

同
参

画
推

進
担

当
3
3
1
0
0
2
0

共
生

を
目

指
す

関
係

団
体

の
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

C
 

 
○

 
 

 
 

C
関

係
団

体
の

自
立

し
た

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

化
を

目
指

し
、

行
政

の
関

与
は

場
所

や
機

会
の

提
供

に
と

ど
め

る
な

ど
見

直
し

て
い

く
必

要
が

あ
り

ま
す

。
3
,1

4
1

3
3

0
0

3
,1

7
4

3
,1

7
4

3
0

総
務

部
男

女
共

同
参

画
推

進
担

当
3
3
1
0
0
3
0

男
女

共
同

参
画

社
会

の
実

現
に

向
け

た
啓

発
活

動
等

B
 

 
○

 
 

 
 

B
男

女
共

同
参

画
の

進
展

を
測

定
す

る
成

果
指

標
を

設
定

し
て

下
さ

い
。

7
,8

0
1

1
,2

6
7

0
0

9
,0

6
8

8
,9

1
0

1
,4

9
2

総
務

部
男

女
共

同
参

画
推

進
担

当
3
3
1
0
0
4
0

相
談

事
業

(夫
婦

関
係

，
家

族
関

係
，

心
の

悩
み

，
暴

力
‐
D

V
)

B
 

○
 

 
 

 
 

B
　

2
,6

4
8

6
1
3

0
0

3
,2

6
1

3
,2

6
1

6
2
3

総
務

部
男

女
共

同
参

画
推

進
担

当
3
3
2
0
0
1
0

男
女

共
生

に
関

す
る

情
報

収
集

，
提

供
と

情
報

コ
ー

ナ
ー

の
活

用
B

 
 

○
 

 
 

 
C

当
該

事
業

は
、

Ｎ
Ｐ

Ｏ
､市

民
団

体
等

に
任

せ
る

こ
と

が
必

要
で

す
。

2
,9

6
1

1
6
2

0
0

3
,1

2
3

3
,1

2
3

1
9
3

総
務

部
男

女
共

同
参

画
推

進
担

当
3
3
2
0
0
2
0

女
性

セ
ン

タ
ー

運
営

事
業

B
 

 
○

 
 

 
 

C
セ

ン
タ

ー
の

運
営

は
、

Ｎ
Ｐ

Ｏ
、

市
民

団
体

等
に

任
せ

る
こ

と
が

必
要

で
す

。
2
,8

0
2

4
6
0

3
,1

2
9

0
6
,3

9
1

6
,3

0
7

3
8
3

総
務

部
お

困
り

で
す

課
5
1
2
0
0
1
0

広
聴

業
務

B
 

 
○

 
 

 
 

B

業
務

の
性

格
を

考
え

る
と

、
市

民
・
庁

内
へ

の
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

が
重

要
で

す
。

広
報

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
で

の
情

報
提

供
、

苦
情

・
要

望
へ

の
対

応
状

況
の

検
証

な
ど

、
改

善
に

む
け

て
の

仕
組

み
づ

く
り

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
ま

た
、

広
報

の
充

実
に

加
え

て
、

お
困

り
で

す
課

の
Ｐ

Ｒ
効

果
も

期
待

で
き

ま
す

の
で

、
認

知
度

に
つ

い
て

の
ア

ン
ケ

ー
ト
調

査
も

検
討

し
て

下
さ

い
。

1
2
,9

3
6

4
1

0
0

1
2
,9

7
7

1
2
,9

7
7

1
0
2

総
務

部
お

困
り

で
す

課
6
1
1
0
0
1
0

市
民

相
談

に
関

す
る

事
業

B
 

 
○

 
 

 
 

B
相

談
で

き
る

内
容

・
種

類
が

、
市

民
ニ

ー
ズ

と
マ

ッ
チ

し
て

い
る

か
ど

う
か

、
検

討
し

て
み

て
下

さ
い

。
1
0
,1

0
0

2
,5

1
2

0
0

1
2
,6

1
2

1
2
,6

1
2

2
,4

6
2

総
務

部
課

税
課

5
2
3
0
1
7
0

市
県

民
税

賦
課

事
務

A
 

 
○

 
 

 
 

A
適

正
・
公

平
な

課
税

に
努

め
て

下
さ

い
。

課
税

コ
ス

ト
の

削
減

に
向

け
て

取
り

組
み

を
進

め
て

下
さ

い
。

6
8
,6

8
3

1
8
,7

6
4

2
3
,7

5
7

0
1
1
1
,2

0
4

1
5
,6

2
4

1
9
,1

5
6

総
務

部
課

税
課

5
2
3
0
1
8
0

固
定

資
産

税
・
都

市
計

画
税

，
特

別
土

地
保

有
税

等
賦

課
事

務
A

 
 

○
 

 
 

 
A

適
正

・
公

平
な

課
税

に
努

め
て

下
さ

い
。

課
税

コ
ス

ト
の

削
減

に
向

け
て

取
り

組
み

を
進

め
て

下
さ

い
。

7
5
,6

2
0

1
8
,1

9
6

2
7
,2

7
1

0
1
2
1
,0

8
7

1
2
1
,0

8
7

2
1
,2

1
0

総
務

部
課

税
課

5
2
3
0
2
0
0

諸
税

の
賦

課
等

，
譲

与
税

・
交

付
金

事
務

，
県

民
税

払
込

事
務

B
 

 
○

 
 

 
 

B
 

1
7
,6

4
1

1
,8

3
1

1
,7

6
5

0
2
1
,2

3
7

3
,1

2
3

1
5
,8

8
7

総
務

部
課

税
課

5
2
3
0
2
1
0

税
証

明
事

務
B

 
 

○
 

 
 

 
B

窓
口

に
来

ら
れ

た
市

民
等

に
ラ

ポ
ル

テ
市

民
サ

ー
ビ

ス
コ

ー
ナ

ー
で

も
交

付
で

き
る

こ
と

を
Ｐ

Ｒ
し

、
今

後
の

利
用

を
ラ

ポ
ル

テ
に

誘
導

、
窓

口
の

混
雑

緩
和

を
図

っ
て

下
さ

い
。

1
4
,8

4
6

1
,0

1
1

1
1
,4

3
3

0
2
7
,2

9
0

9
,8

1
5

1
,7

7
4

総
務

部
収

税
課

5
2
3
0
2
4
0

市
税

等
納

付
督

励
事

務
A

 
 

○
 

 
 

 
B

督
促

・
催

告
書

は
納

入
通

知
書

の
色

を
よ

く
目

立
つ

黄
色

に
す

る
な

ど
、

う
っ

か
り

納
付

忘
れ

を
な

く
す

工
夫

を
し

て
下

さ
い

。
納

付
督

励
事

務
に

よ
り

納
付

さ
れ

た
額

を
把

握
し

て
、

成
果

の
測

定
、

事
務

の
改

善
を

図
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

5
3
,3

9
2

9
,2

6
5

2
,0

6
0

0
6
4
,7

1
7

1
4
,6

8
2

9
,9

6
6

総
務

部
収

税
課

5
2
3
0
2
5
0

市
税

等
滞

納
処

分
事

務
A

 
 

○
 

 
 

 
B

高
額

滞
納

へ
の

対
策

強
化

が
必

要
で

す
。

外
部

人
材

の
専

門
的

ス
キ

ル
の

活
用

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
2
0
,0

2
4

1
,4

9
5

0
0

2
1
,5

1
9

2
0

1
,6

5
9

総
務

部
収

税
課

5
2
3
0
2
6
0

市
税

等
納

税
猶

予
事

務
B

 
 

○
 

 
 

 
B

分
割

納
付

状
況

を
把

握
し

、
不

履
行

者
に

対
す

る
速

や
か

な
通

知
、

指
導

に
務

め
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

3
,9

3
4

1
2
1

0
0

4
,0

5
5

2
,9

5
3

1
3
4

総
務

部
収

税
課

5
2
3
0
2
7
0

市
税

等
不

納
欠

損
処

分
事

務
B

 
○

 
 

 
 

 
B

正
確

･迅
速

な
実

態
把

握
に

よ
り

適
正

な
処

分
（
債

権
保

全
を

含
む

)を
行

っ
て

下
さ

い
。

3
,9

3
4

1
5
8

0
0

4
,0

9
2

2
,2

6
6

1
7
6

生
活

環
境

部
総

務
課

1
3
1
0
1
2
0

し
尿

処
理

業
務

B
 

 
○

 
 

 
 

B
処

理
コ

ス
ト
の

低
下

に
つ

な
が

る
よ

う
、

単
位

コ
ス

ト
の

把
握

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
収

集
に

つ
い

て
は

他
団

体
と

の
コ

ス
ト
比

較
を

行
っ

て
下

さ
い

。
9
5
6

5
,4

7
9

0
0

6
,4

3
5

4
,3

1
5

6
,1

4
0

生
活

環
境

部
総

務
課

1
3
2
0
1
5
0

空
き

缶
等

散
乱

防
止

事
業

B
 

 
○

 
 

 
 

B

犬
の

ふ
ん

、
ポ

イ
捨

て
な

ど
は

個
人

の
マ

ナ
ー

の
問

題
で

す
が

、
継

続
し

て
啓

発
に

取
り

組
む

こ
と

が
必

要
で

す
。

課
題

解
決

に
向

け
た

事
業

内
容

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
ク

リ
ー

ン
作

戦
に

つ
い

て
は

実
施

主
体

の
見

直
し

を
検

討
し

て
下

さ
い

。

4
,5

9
7

1
,3

3
4

0
0

5
,9

3
1

5
,9

3
1

1
,4

2
3

7



１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
統 合 終 期 設 定

廃 止 休 止

総 合 評 価
芦

屋
市

行
政

評
価

委
員

会
コ

メ
ン

ト
人

件
費

直
　

接
事

業
費

他
部

門
経

　
費

減
　

価
償

却
費

事
業

費
計

一
般

財
源

直
接

事
業

費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
所

管
順

）

市
評

価
・
方

向
性

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト

所
管

課
事

業
N

O
事

務
事

業
名

平
成

１
５

年
度

決
算

生
活

環
境

部
総

務
課

1
3
2
0
1
6
0

薬
剤

散
布

等
環

境
衛

生
業

務
D

 
 

 
○

 
 

 
D

コ
ス

ト
削

減
が

課
題

と
考

え
ま

す
。

民
間

委
託

の
方

向
で

検
討

し
て

下
さ

い
。

2
3
,3

4
9

3
,7

0
6

0
0

2
7
,0

5
5

2
7
,0

5
5

4
,0

1
7

生
活

環
境

部
総

務
課

1
3
2
0
1
8
0

空
閑

地
対

策
業

務
D

 
 

 
 

○
 

 
D

市
関

与
の

範
囲

に
つ

い
て

再
考

を
要

し
ま

す
。

空
き

地
所

有
者

の
連

絡
先

を
明

示
さ

せ
る

看
板

を
立

て
さ

せ
る

等
、

所
有

者
責

任
で

管
理

が
行

わ
れ

る
方

策
を

検
討

し
て

く
だ

さ
い

。
3
,8

0
8

5
8

0
0

3
,8

6
6

3
,8

6
6

9
8

生
活

環
境

部
総

務
課

4
3
4
0
0
1
0

芦
屋

市
霊

園
維

持
管

理
業

務
D

 
 

 
○

 
 

 
D

コ
ス

ト
削

減
が

課
題

と
考

え
ま

す
。

民
間

委
託

の
方

向
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

1
1
,0

8
8

2
9
,7

8
3

2
4
7

0
4
1
,1

1
8

1
,8

3
0

3
1
,3

1
6

生
活

環
境

部
総

務
課

4
3
4
0
0
5
0

あ
し

や
温

泉
運

営
管

理
業

務
D

 
○

　
　

　
　

　
D

利
用

ニ
ー

ズ
の

調
査

に
よ

り
、

こ
の

施
設

の
必

要
性

を
把

握
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

が
、

税
金

の
使

い
道

と
し

て
疑

問
が

あ
り

ま
す

の
で

廃
止

の
方

向
で

検
討

し
て

下
さ

い
。

廃
止

が
困

難
で

あ
れ

ば
、

採
算

の
取

れ
る

運
営

形
態

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
将

来
に

む
け

て
、

ど
の

よ
う

に
対

処
し

て
い

く
の

か
、

具
体

的
な

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

立
案

し
て

下
さ

い
。

3
,2

6
0

2
5
,7

7
9

4
9
0

6
,1

1
6

3
5
,6

4
5

1
3
,7

7
9

2
1
,6

0
1

生
活

環
境

部
人

権
推

進
担

当
1
4
1
0
0
2
0

人
権

啓
発

事
業

B
 

 
○

 
 

 
 

B

市
民

と
の

協
働

の
姿

を
描

き
、

事
業

を
進

め
て

下
さ

い
。

人
権

と
い

う
幅

広
い

テ
ー

マ
で

は
な

く
、

芦
屋

市
の

な
か

で
何

が
問

題
か

、
課

題
を

設
定

し
、

テ
ー

マ
を

絞
り

こ
ん

で
効

果
的

・
効

率
的

に
事

業
を

推
進

し
て

下
さ

い
。

成
果

指
標

は
再

検
討

が
必

要
で

す
。

4
,7

9
2

2
,3

1
4

0
0

7
,1

0
6

5
,2

2
0

2
,3

7
5

生
活

環
境

部
市

民
課

1
3
2
0
2
2
0

死
体

火
葬

許
可

事
務

B
 

 
○

 
 

 
 

B
 

4
,3

2
5

3
2

0
0

4
,3

5
7

4
,3

5
7

 

生
活

環
境

部
市

民
課

5
2
3
0
6
9
0

住
民

基
本

台
帳

事
務

B
 

 
 

○
 

 
 

B
自

動
交

付
機

の
導

入
に

よ
り

、
コ

ス
ト
削

減
に

加
え

、
時

間
延

長
な

ど
市

民
サ

ー
ビ

ス
向

上
策

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
6
5
,3

3
1

5
,6

0
4

1
7
,6

7
5

0
8
8
,6

1
0

6
2
,4

4
2

5
,6

0
4

生
活

環
境

部
市

民
課

5
2
3
0
7
0
0

印
鑑

登
録

証
明

事
務

B
 

 
 

○
 

 
 

B
自

動
交

付
機

の
導

入
に

よ
り

、
コ

ス
ト
削

減
に

加
え

、
時

間
延

長
な

ど
市

民
サ

ー
ビ

ス
向

上
策

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
1
8
,6

1
8

2
,2

6
9

4
,9

9
1

0
2
5
,8

7
8

6
,0

0
6

2
,2

6
9

生
活

環
境

部
市

民
課

5
2
3
0
9
0
0

ラ
ポ

ル
テ

市
民

サ
ー

ビ
ス

コ
ー

ナ
ー

運
営

B
 

 
○

 
 

 
 

C

Ｐ
Ｒ

の
充

実
が

望
ま

れ
ま

す
。

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
に

よ
り

市
民

の
周

知
率

、
証

明
書

発
行

以
外

の
サ

ー
ビ

ス
・
ニ

ー
ズ

等
に

つ
い

て
把

握
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
自

動
交

付
機

の
導

入
に

よ
る

時
間

延
長

や
、

取
り

扱
い

業
務

の
拡

大
な

ど
全

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
向

上
策

を
検

討
し

て
下

さ
い

。

1
7
,2

9
6

3
,6

4
3

0
0

2
0
,9

3
9

1
1
,4

3
5

3
,6

4
3

生
活

環
境

部
経

済
課

1
5
1
0
0
8
0

観
光

事
業

B
 

 
○

　
　

　
　

B

個
別

事
業

に
つ

い
て

評
価

を
行

い
、

重
点

的
な

事
業

実
施

が
必

要
で

す
。

JR
芦

屋
駅

に
観

光
案

内
所

、
案

内
掲

示
板

、
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
、

ち
ら

し
等

を
配

置
で

き
な

い
か

、
協

賛
金

の
徴

収
や

他
団

体
と

の
協

働
、

Ｎ
Ｐ

Ｏ
へ

の
委

託
な

ど
も

検
討

し
て

下
さ

い
。

美
術

館
、

博
物

館
な

ど
の

観
光

資
源

を
市

全
体

で
ど

の
よ

う
に

活
用

し
て

い
く

の
か

検
討

し
て

下
さ

い
。

4
,7

7
1

2
,1

4
7

0
0

6
,9

1
8

6
,9

1
8

2
,4

2
8

生
活

環
境

部
経

済
課

1
5
1
0
2
0
0

市
民

農
園

事
業

D
 

　
○

　
　

　
　

D
 

1
,9

1
0

1
,2

0
6

0
0

3
,1

1
6

-
7
9
0

1
,4

5
0

生
活

環
境

部
経

済
課

1
5
1
0
2
4
0

緊
急

地
域

雇
用

創
出

特
別

基
金

事
業

B
　

　
　

　
　

○
　

B
 

2
,9

3
4

1
8
,7

2
4

0
0

2
1
,6

5
8

2
,9

3
4

5
0
,1

1
5

生
活

環
境

部
経

済
課

1
5
3
0
0
1
0

中
小

企
業

支
援

事
業

B
 

 
○

 
 

 
 

B

利
用

者
の

選
定

は
慎

重
に

行
っ

て
下

さ
い

。
実

施
し

て
い

る
個

別
事

業
に

つ
い

て
、

そ
の

効
果

や
成

果
に

つ
い

て
評

価
、

検
討

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

ま
た

テ
ー

マ
や

タ
ー

ゲ
ッ

ト
を

絞
り

込
み

、
重

点
的

に
施

策
を

展
開

し
て

こ
と

が
必

要
で

す
。

5
,0

7
5

1
3
6
,5

1
3

0
0

1
4
1
,5

8
8

6
,3

1
4

1
0
0
,3

1
9

生
活

環
境

部
経

済
課

1
5
3
0
0
3
0

商
業

活
性

化
事

業
B

 
 

○
　

　
　

　
　

　
 

C

実
施

し
て

い
る

個
別

事
業

に
つ

い
て

、
そ

の
効

果
や

成
果

に
つ

い
て

検
証

、
評

価
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
テ

ー
マ

や
タ

ー
ゲ

ッ
ト
を

絞
り

込
み

、
重

点
的

に
施

策
を

展
開

し
て

い
く

よ
う

に
し

て
下

さ
い

。
市

民
が

他
都

市
に

流
出

し
な

い
よ

う
、

魅
力

あ
る

店
舗

づ
く

り
を

実
施

し
て

下
さ

い
。

3
,9

0
2

2
,5

0
0

0
0

6
,4

0
2

6
,4

0
2

2
,2

5
0

生
活

環
境

部
経

済
課

1
6
1
0
0
1
0

消
費

生
活

相
談

事
業

B
　

　
○

 
 

 
 

B

不
当

請
求

や
催

眠
商

法
な

ど
の

悪
質

商
法

に
よ

る
被

害
を

未
然

に
防

ぐ
こ

と
が

必
要

で
す

。
最

新
の

手
口

や
、

市
内

・
近

隣
地

域
で

の
被

害
状

況
等

の
情

報
収

集
、

警
察

と
の

連
携

強
化

、
広

報
・
啓

発
の

充
実

に
努

め
て

下
さ

い
。

1
1
,4

0
0

5
4

0
0

1
1
,4

5
4

1
1
,4

5
4

5
4

生
活

環
境

部
経

済
課

1
6
2
0
0
1
0

消
費

者
啓

発
事

業
B

 
 

○
 

 
 

 
B

不
当

請
求

や
催

眠
商

法
な

ど
の

悪
質

商
法

に
よ

る
被

害
を

未
然

に
防

ぐ
こ

と
が

必
要

で
す

。
最

新
の

手
口

や
、

市
内

・
近

隣
地

域
で

の
被

害
状

況
等

の
情

報
収

集
、

警
察

と
の

連
携

強
化

、
広

報
・
啓

発
の

充
実

に
努

め
て

下
さ

い
。

3
,8

2
4

3
8
2

0
0

4
,2

0
6

4
,2

0
6

生
活

環
境

部
経

済
課

1
6
2
0
0
2
0

消
費

生
活

セ
ン

タ
ー

運
営

事
業

B
 

 
○

 
 

 
 

B
消

費
者

セ
ン

タ
ー

の
認

知
度

を
高

め
る

よ
う

に
し

て
下

さ
い

。
3
,1

0
8

1
,8

5
8

0
0

4
,9

6
6

3
,7

0
7

8



１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
統 合 終 期 設 定

廃 止 休 止

総 合 評 価
芦

屋
市

行
政

評
価

委
員

会
コ

メ
ン

ト
人

件
費

直
　

接
事

業
費

他
部

門
経

　
費

減
　

価
償

却
費

事
業

費
計

一
般

財
源

直
接

事
業

費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
所

管
順

）

市
評

価
・
方

向
性

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト

所
管

課
事

業
N

O
事

務
事

業
名

平
成

１
５

年
度

決
算

生
活

環
境

部
経

済
課

4
4
2
0
5
0
0

森
林

病
害

虫
防

除
事

業
B

 
○

 
 

 
 

 
B

　
3
,1

1
6

2
,8

6
7

0
0

5
,9

8
3

3
,9

6
7

3
,9

3
0

生
活

環
境

部
保

険
年

金
課

2
1
2
0
1
5
0

国
民

健
康

保
険

事
業

B
 

 
○

 
 

 
 

B
ど

う
い

う
医

療
に

費
用

が
か

か
っ

て
い

る
の

か
、

調
査

・
分

析
が

必
要

だ
と

考
え

ま
す

。
収

納
率

向
上

へ
の

取
り

組
み

を
図

っ
て

下
さ

い
。

事
業

目
的

と
成

果
指

標
は

再
検

討
し

て
下

さ
い

。
9
4
,8

3
9

6
,3

6
6
,9

9
7

2
6
,2

2
3

0
6
,4

8
8
,0

5
9

2
,2

1
2
,5

9
6

6
,6

4
2
,7

8
7

生
活

環
境

部
保

険
年

金
課

2
1
2
0
1
6
0

福
祉

医
療

費
助

成
事

業
B

 
○

 
 

 
 

 
B

医
療

費
の

適
正

化
に

努
め

て
下

さ
い

。
2
3
,3

1
8

5
5
1
,5

8
6

1
3
,0

3
2

0
5
8
7
,9

3
6

3
9
0
,0

3
3

5
5
8
,7

3
8

生
活

環
境

部
保

険
年

金
課

2
1
2
0
1
7
0

老
人

保
健

医
療

事
業

B
 

○
 

 
 

 
 

B
医

療
費

の
適

正
化

に
努

め
て

下
さ

い
。

2
1
,5

4
5

8
,4

2
3
,5

1
5

0
0

8
,4

4
5
,0

6
0

2
6
9
,5

8
2

8
,1

6
4
,0

8
1

生
活

環
境

部
保

険
年

金
課

2
6
1
0
0
6
0

無
年

金
外

国
籍

高
齢

者
福

祉
金

支
給

事
業

B
 

○
 

 
 

 
 

B
　

1
,0

2
9

4
,9

0
1

0
0

5
,9

3
0

3
,9

7
0

5
,8

3
2

生
活

環
境

部
上

宮
川

文
化

セ
ン

タ
ー

1
4
1
0
0
6
0

上
宮

川
文

化
セ

ン
タ

ー
管

理
運

営
A

 
 

　
○

 
 

 
B

指
定

管
理

者
制

度
導

入
や

民
間

委
託

の
推

進
、

市
民

参
画

・
協

働
に

よ
る

事
業

に
つ

い
て

検
討

し
て

下
さ

い
。

2
4
,6

1
5

2
3
,5

3
2

0
1
1
,3

3
7

5
9
,4

8
4

5
7
,3

8
9

2
4
,4

1
4

生
活

環
境

部
上

宮
川

文
化

セ
ン

タ
ー

1
4
1
0
0
8
0

隣
保

館
事

業
B

 
 

○
 

 
 

 
B

Ｎ
Ｐ

Ｏ
な

ど
民

間
活

力
の

導
入

、
市

民
参

画
・
協

働
に

よ
る

事
業

に
つ

い
て

検
討

し
て

下
さ

い
。

4
2
,6

8
8

5
,6

3
4

0
0

4
8
,3

2
2

3
5
,3

0
3

7
,0

1
3

生
活

環
境

部
上

宮
川

文
化

セ
ン

タ
ー

2
4
1
0
0
1
0

児
童

セ
ン

タ
ー

事
業

B
 

 
○

 
 

 
 

B
Ｎ

Ｐ
Ｏ

な
ど

民
間

活
力

の
導

入
、

市
民

参
画

・
協

働
に

よ
る

事
業

に
つ

い
て

検
討

し
て

下
さ

い
。

2
5
,9

8
2

2
,4

0
0

0
0

2
8
,3

8
2

2
7
,6

4
1

2
,3

4
3

生
活

環
境

部
(環

境
保

全
担

当
)

1
3
2
0
0
2
0

騒
音

・
振

動
対

策
関

係
事

業
B

 
○

 
 

 
 

 
B

コ
ス

ト
削

減
の

状
況

が
判

る
よ

う
評

価
シ

ー
ト
の

記
載

方
法

を
工

夫
し

て
下

さ
い

。
5
,0

8
5

1
,3

6
7

0
0

6
,4

5
2

6
,2

6
5

1
,9

4
7

生
活

環
境

部
(環

境
保

全
担

当
)

1
3
2
0
0
3
0

湾
岸

道
路

に
関

す
る

環
境

対
策

B
 

 
○

 
 

 
 

B
事

業
終

了
時

期
等

に
つ

い
て

、
い

つ
、

ど
の

よ
う

に
協

議
し

て
い

く
か

、
具

体
的

な
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

1
,7

0
1

3
,7

8
0

0
0

5
,4

8
1

5
,4

8
1

4
,3

0
0

生
活

環
境

部
(環

境
保

全
担

当
)

1
3
2
0
0
8
0

一
般

大
気

汚
染

対
策

事
業

B
 

○
 

 
 

 
 

B
プ

ロ
セ

ス
に

か
か

る
コ

ス
ト
の

状
況

が
不

明
で

す
。

評
価

シ
ー

ト
の

記
載

方
法

を
工

夫
し

て
下

さ
い

。
4
,7

5
7

1
6
,6

0
9

0
0

2
1
,3

6
6

1
7
,8

9
7

1
4
,3

9
7

生
活

環
境

部
環

境
処

理
セ

ン
タ

ー
（
環

境
施

設
担

当
）

1
3
1
0
0
2
0

廃
棄

物
の

減
量

・
資

源
化

促
進

事
業

(ご
み

の
減

量
化

・
資

源
化

)
B

 
 

○
　

　
　

　
B

ご
み

の
減

量
・
資

源
化

が
成

果
と

し
て

わ
か

る
よ

う
（
市

民
一

人
当

た
り

の
ご

み
の

量
、

処
理

費
用

、
市

全
体

の
減

量
割

合
、

資
源

化
率

、
回

収
量

な
ど

）
を

、
評

価
シ

ー
ト
・
最

終
成

果
指

標
に

記
載

し
て

下
さ

い
。

5
,0

9
4

2
6
,3

9
8

0
0

3
1
,4

9
2

3
1
,1

7
9

1
7
,9

1
3

生
活

環
境

部
環

境
処

理
セ

ン
タ

ー
（
環

境
施

設
担

当
）

1
3
1
0
0
3
0

廃
棄

物
の

減
量

・
資

源
化

促
進

事
業

(不
法

投
棄

の
処

理
)

B
 

 
○

　
 

 
 

B
ご

み
の

減
量

・
資

源
化

が
成

果
と

し
て

わ
か

る
よ

う
（
市

民
一

人
当

た
り

の
ご

み
の

量
、

処
理

費
用

、
市

全
体

の
減

量
割

合
、

資
源

化
率

、
回

収
量

な
ど

）
を

、
評

価
シ

ー
ト
・
最

終
成

果
指

標
に

記
載

し
て

下
さ

い
。

2
,6

3
1

1
9

0
0

2
,6

5
0

2
,6

5
0

5
0
0

生
活

環
境

部
環

境
処

理
セ

ン
タ

ー
（
環

境
施

設
担

当
）

1
3
1
0
0
4
0

廃
棄

物
の

減
量

・
資

源
化

促
進

事
業

(不
燃

物
の

処
理

)
B

 
○

 
 

 
 

 
B

ご
み

の
減

量
・
資

源
化

が
成

果
と

し
て

わ
か

る
よ

う
（
市

民
一

人
当

た
り

の
ご

み
の

量
、

処
理

費
用

、
市

全
体

の
減

量
割

合
、

資
源

化
率

、
回

収
量

な
ど

）
を

、
評

価
シ

ー
ト
・
最

終
成

果
指

標
に

記
載

し
て

下
さ

い
。

市
全

体
の

資
源

化
率

を
成

果
指

標
に

し
て

よ
り

高
い

目
標

値
を

設
定

で
き

な
い

か
検

討
し

て
下

さ
い

。

3
,7

3
3

6
6
,1

5
0

0
0

6
9
,8

8
3

6
9
,8

8
3

6
7
,2

2
9

生
活

環
境

部
環

境
処

理
セ

ン
タ

ー
（
環

境
施

設
担

当
）

1
3
1
0
0
5
0

廃
棄

物
の

減
量

・
資

源
化

促
進

事
業

(粗
大

ご
み

有
料

収
集

)
B

 
○

 
 

 
 

 
B

ご
み

の
減

量
・
資

源
化

が
成

果
と

し
て

わ
か

る
よ

う
（
市

民
一

人
当

た
り

の
ご

み
の

量
、

処
理

費
用

、
市

全
体

の
減

量
割

合
、

資
源

化
率

、
回

収
量

な
ど

）
を

、
評

価
シ

ー
ト
・
最

終
成

果
指

標
に

記
載

し
て

下
さ

い
。

6
,4

5
5

9
7
6

0
0

7
,4

3
1

-
2
,1

4
2

1
,1

3
6

生
活

環
境

部
環

境
処

理
セ

ン
タ

ー
1
3
1
0
0
9
0

ご
み

計
量

業
務

D
 

 
 

○
 

 
 

D
人

員
の

有
効

活
用

、
削

減
計

画
と

と
も

に
、

民
間

委
託

を
進

め
て

下
さ

い
。

4
5
,4

6
3

0
0

0
4
5
,4

6
3

4
5
,4

6
3

7
3

生
活

環
境

部
環

境
処

理
セ

ン
タ

ー
（
環

境
施

設
担

当
）

1
3
1
0
1
1
0

廃
棄

物
の

減
量

・
資

源
化

促
進

事
業

(リ
サ

イ
ク

ル
推

進
)

D
　

　
○

　
　

　
　

B
ご

み
の

減
量

・
資

源
化

が
成

果
と

し
て

わ
か

る
よ

う
（
市

民
一

人
当

た
り

の
ご

み
の

量
、

処
理

費
用

、
市

全
体

の
減

量
割

合
、

資
源

化
率

、
回

収
量

な
ど

）
を

、
評

価
シ

ー
ト
・
最

終
成

果
指

標
に

記
載

し
て

下
さ

い
。

2
5
,7

7
0

5
9
5

0
0

2
6
,3

6
5

2
5
,8

8
3

1
,1

4
2

生
活

環
境

部
環

境
処

理
セ

ン
タ

ー
（
環

境
施

設
担

当
）

1
3
1
0
1
3
0

環
境

処
理

セ
ン

タ
ー

の
維

持
管

理
，

整
備

事
業

B
 

 
 

○
 

 
 

B
 

1
9
,6

0
8

5
4
9
,5

1
2

0
0

5
6
9
,1

2
0

4
7
1
,9

9
3

5
6
5
,5

6
3

生
活

環
境

部
環

境
処

理
セ

ン
タ

ー
（
環

境
施

設
担

当
）

1
3
1
0
1
4
0

パ
イ

プ
ラ

イ
ン

施
設

整
備

事
業

D
 

 
○

 
 

 
 

D

昨
年

の
委

員
会

評
価

で
も

指
摘

し
て

い
ま

す
が

、
受

益
者

負
担

が
必

要
で

す
。

他
の

市
域

で
は

ご
み

収
集

回
数

が
週

２
回

に
移

行
し

、
ま

た
環

境
対

策
と

し
て

の
分

別
収

集
を

推
進

す
る

必
要

性
な

ど
も

考
慮

す
る

と
、

税
金

の
使

い
方

、
公

平
性

の
観

点
か

ら
、

ラ
ン

ニ
ン

グ
コ

ス
ト
の

利
用

者
負

担
を

検
討

す
る

べ
き

で
す

。
具

体
的

な
方

策
に

つ
い

て
検

討
す

る
こ

と
。

7
,2

2
4

2
0
4
,8

1
8

0
0

2
1
2
,0

4
2

2
1
2
,0

4
2

1
4
2
,1

3
4

生
活

環
境

部
環

境
処

理
セ

ン
タ

ー
（
環

境
施

設
担

当
）

1
3
1
0
1
5
0

広
域

処
理

場
整

備
委

託
事

業
(大

阪
湾

広
域

廃
棄

物
埋

立
処

分
場

整
備

事
業

)
B

 
　

○
 

 
 

 
B

 
1
,7

4
9

1
,2

1
2

0
0

2
,9

6
1

2
,9

6
1

1
,2

6
1

9



１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
統 合 終 期 設 定

廃 止 休 止

総 合 評 価
芦

屋
市

行
政

評
価

委
員

会
コ

メ
ン

ト
人

件
費

直
　

接
事

業
費

他
部

門
経

　
費

減
　

価
償

却
費

事
業

費
計

一
般

財
源

直
接

事
業

費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
所

管
順

）

市
評

価
・
方

向
性

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト

所
管

課
事

業
N

O
事

務
事

業
名

平
成

１
５

年
度

決
算

生
活

環
境

部
環

境
処

理
セ

ン
タ

ー
1
3
3
0
0
5
0

廃
棄

物
の

減
量

・
資

源
化

促
進

事
業

(啓
発

事
業

)
B

　
　

○
　

　
　

　
B

成
果

指
標

は
｢適

正
に

ご
み

が
出

さ
れ

て
い

る
か

｣｢
ご

み
出

し
マ

ナ
ー

を
守

ら
な

い
市

民
の

数
｣な

ど
で

は
な

い
か

。
指

標
を

再
検

討
し

て
下

さ
い

。
ご

み
の

減
量

・
資

源
化

が
成

果
と

し
て

わ
か

る
よ

う
（
市

民
一

人
当

た
り

の
ご

み
の

量
、

処
理

費
用

、
市

全
体

の
減

量
割

合
、

資
源

化
率

、
回

収
量

な
ど

）
を

、
評

価
シ

ー
ト
・
最

終
成

果
指

標
に

記
載

し
て

下
さ

い
。

7
,4

8
3

3
,3

1
5

0
0

1
0
,7

9
8

1
0
,7

9
8

4
,8

1
2

生
活

環
境

部
環

境
処

理
セ

ン
タ

ー
（
収

集
担

当
）

1
3
1
0
0
7
0

ご
み

収
集

・
運

搬
に

関
す

る
事

業
B

 
 

 
○

 
 

 
B

民
間

委
託

を
含

め
経

費
削

減
に

努
め

て
下

さ
い

。
2
0
7
,6

6
2

8
4
,9

6
8

0
0

2
9
2
,6

3
0

2
8
9
,7

6
3

1
3
4
,8

7
2

保
健

福
祉

部
総

務
課

2
2
1
0
0
8
0

友
愛

基
金

関
係

事
業

B
 

 
○

　
　

　
　

B
他

市
の

状
況

等
を

参
考

に
、

支
給

対
象

及
び

支
給

額
を

見
直

す
こ

と
。

2
,4

8
3

7
,5

2
3

0
0

1
0
,0

0
6

7
,5

0
1

4
,5

0
1

保
健

福
祉

部
総

務
課

2
2
2
0
0
1
0

成
年

後
見

制
度

利
用

支
援

事
業

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

1
,8

2
7

1
9
8

0
0

2
,0

2
5

1
,8

1
9

9
8
9

保
健

福
祉

部
総

務
課

2
2
2
0
0
5
0

福
祉

サ
ー

ビ
ス

利
用

援
助

事
業

B
 

○
 

 
 

 
 

C
小

額
補

助
で

す
の

で
、

市
と

し
て

補
助

す
る

意
義

を
明

確
に

し
、

明
確

に
で

き
な

け
れ

ば
他

補
助

金
へ

の
統

合
を

図
っ

て
下

さ
い

。
1
,1

8
9

9
2

0
0

1
,2

8
1

1
,2

8
1

9
2

保
健

福
祉

部
総

務
課

2
3
1
0
0
2
0

高
齢

者
の

地
域

活
動

の
推

進
B

 
 

 
○

 
 

 
C

指
定

管
理

者
制

度
へ

の
移

行
を

円
滑

に
進

め
て

下
さ

い
。

1
,8

2
7

1
2
,2

3
6

0
1
9
,2

9
8

3
3
,3

6
1

3
3
,3

6
1

保
健

福
祉

部
総

務
課

6
1
1
0
1
5
0

戦
没

者
追

悼
関

係
事

業
B

 
○

 
 

 
 

 
B

　
9
5
6

1
2
0

0
0

1
,0

7
6

1
,0

7
6

1
2
8

保
健

福
祉

部
生

活
援

護
課

2
6
1
0
0
2
0

生
活

困
窮

者
に

対
す

る
法

外
扶

助
金

給
付

事
業

B
 

○
 

 
 

 
 

C
他

市
の

状
況

等
を

参
考

に
、

明
確

な
ア

ク
シ

ョ
ン

プ
ラ

ン
を

も
っ

て
、

見
直

し
を

行
っ

て
下

さ
い

。
ま

た
、

事
務

事
業

の
対

象
、

意
図

、
成

果
指

標
の

見
直

し
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

1
,9

9
3

3
,4

6
2

0
0

5
,4

5
5

5
,4

5
5

 

保
健

福
祉

部
生

活
援

護
課

2
6
1
0
0
3
0

援
護

資
金

貸
付

審
査

業
務

B
　

○
　

　
　

　
　

　
　

B
 

2
,5

9
1

9
0
0

0
0

3
,4

9
1

3
,4

9
1

 

保
健

福
祉

部
生

活
援

護
課

2
6
2
0
0
1
0

災
害

援
護

資
金

償
還

事
務

B
　

○
　

　
　

　
　

B
法

的
手

段
の

検
討

な
ど

回
収

率
向

上
へ

の
取

り
組

み
を

継
続

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

引
き

続
き

、
償

還
期

間
の

延
長

を
国

・
県

に
要

望
し

て
下

さ
い

。
3
0
,1

4
1

1
,7

9
6

0
0

3
1
,9

3
7

-
2
,1

0
4

7
,7

0
8

保
健

福
祉

部
生

活
援

護
課

2
6
2
0
0
2
0

震
災

遺
児

就
学

激
励

金
支

給
事

務
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
3
2
8

6
0
0

0
0

9
2
8

9
2
8

6
0
0

保
健

福
祉

部
生

活
援

護
課

2
6
2
0
0
3
0

被
災

者
自

立
支

援
金

支
給

事
務

B
 

 
 

 
　

○
 

D
平

成
１

７
年

３
月

末
に

終
期

設
定

に
あ

わ
せ

、
事

業
の

終
了

計
画

を
た

て
て

下
さ

い
。

3
2
8

0
0

0
3
2
8

2
0
8

 

保
健

福
祉

部
生

活
援

護
課

2
6
2
0
0
7
0

り
災

証
明

書
の

発
行

事
務

B
　

○
　

　
　

　
　

B
 

3
2
8

0
0

0
3
2
8

3
2
8

0

保
健

福
祉

部
健

康
課

2
1
2
0
0
1
0

特
定

疾
病

療
養

費
補

助
事

業
D

 
 

　
　

○
 

 
C

受
給

者
の

現
状

及
び

他
都

市
の

給
付

状
況

等
を

把
握

し
た

う
え

で
、

所
得

制
限

や
終

期
設

定
の

必
要

性
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

1
,4

3
0

6
,2

0
5

0
0

7
,6

3
5

7
,6

3
5

6
,6

0
0

保
健

福
祉

部
健

康
課

2
1
2
0
0
2
0

難
病

患
者

等
居

宅
生

活
支

援
事

業
A

 
○

 
 

 
 

 
B

利
用

者
が

非
常

に
少

な
い

こ
と

が
課

題
で

す
。

広
報

に
努

め
て

下
さ

い
。

1
,0

2
9

4
9

0
0

1
,0

7
8

1
,0

4
5

6
2
4

保
健

福
祉

部
健

康
課

2
1
2
0
0
6
0

健
康

被
害

予
防

事
業

B
 

○
 

 
 

 
 

B
１

歳
６

ヶ
月

健
診

後
の

取
り

組
み

に
つ

い
て

は
、

個
々

の
事

業
の

連
携

を
図

り
、

相
乗

効
果

を
目

指
し

て
下

さ
い

。
3
,1

6
5

3
,2

3
1

0
0

6
,3

9
6

3
,1

8
8

3
,4

2
2

保
健

福
祉

部
健

康
課

2
1
2
0
0
7
0

地
域

保
健

事
業

B
 

 
○

 
 

　
　

D
マ

ス
コ

ミ
そ

の
他

で
も

多
様

な
情

報
を

入
手

で
き

ま
す

の
で

、
市

関
与

の
必

要
性

に
疑

問
が

あ
り

ま
す

。
健

康
フ

ェ
ア

は
運

営
主

体
の

変
更

、
事

業
廃

止
も

含
め

事
業

の
あ

り
方

を
見

直
し

て
下

さ
い

。
2
,2

8
4

3
8
4

0
0

2
,6

6
8

2
,4

1
2

3
8
4

保
健

福
祉

部
健

康
課

2
1
2
0
0
8
0

健
康

診
査

事
業

B
 

○
 

 
 

 
 

C
受

益
者

負
担

の
適

正
化

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
コ

ス
ト
削

減
に

努
め

て
下

さ
い

。
1
0
,3

9
0

1
3
8
,3

8
8

0
0

1
4
8
,7

7
8

9
8
,5

8
1

1
4
8
,6

9
5

保
健

福
祉

部
健

康
課

2
1
2
0
0
9
0

訪
問

指
導

B
 

○
 

 
 

 
 

B
利

用
者

の
声

を
聴

取
す

る
な

ど
、

サ
ー

ビ
ス

の
品

質
確

保
に

努
め

て
下

さ
い

。
3
,7

7
7

3
,1

5
6

0
0

6
,9

3
3

6
,9

3
3

3
,8

0
0

保
健

福
祉

部
健

康
課

2
1
2
0
1
0
0

機
能

訓
練

事
業

B
　

　
　

　
　

　
○

　
C

介
護

予
防

・
生

き
が

い
生

活
支

援
事

業
と

の
統

合
を

検
討

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

訓
練

効
果

の
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

を
利

用
者

に
行

っ
て

下
さ

い
。

2
,6

6
6

3
0
7

0
0

2
,9

7
3

2
,9

7
3

4
5
0

保
健

福
祉

部
健

康
課

2
1
2
0
1
1
0

介
護

予
防

・
生

き
が

い
生

活
支

援
事

業
B

　
　

○
　

　
　

　
C

事
業

内
容

の
整

理
、

統
合

が
必

要
で

す
。

地
域

密
着

型
の

事
業

展
開

を
目

指
し

て
く

だ
さ

い
。

生
活

習
慣

病
の

疾
病

予
防

と
生

活
の

質
の

向
上

、
介

護
予

防
、

高
齢

化
の

進
行

も
あ

り
ま

す
の

で
、

方
法

改
善

に
よ

り
受

講
機

会
を

増
や

し
て

下
さ

い
。

1
,8

7
7

3
3
6

0
0

2
,2

1
3

2
,2

1
3

4
1
0

保
健

福
祉

部
健

康
課

2
1
2
0
1
3
0

保
健

セ
ン

タ
ー

維
持

管
理

C
 

○
 

 
 

 
 

C
施

設
の

存
在

を
前

提
に

事
業

を
当

然
に

継
続

す
る

と
い

う
発

想
か

ら
、

委
託

等
に

よ
る

効
率

化
が

可
能

か
、

と
い

う
視

点
で

事
業

効
率

を
検

証
し

て
下

さ
い

。
3
,2

8
3

6
,2

3
9

0
5
,6

4
5

1
5
,1

6
7

1
4
,3

4
8

7
,3

3
5

10



１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
統 合 終 期 設 定

廃 止 休 止

総 合 評 価
芦

屋
市

行
政

評
価

委
員

会
コ

メ
ン

ト
人

件
費

直
　

接
事

業
費

他
部

門
経

　
費

減
　

価
償

却
費

事
業

費
計

一
般

財
源

直
接

事
業

費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
所

管
順

）

市
評

価
・
方

向
性

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト

所
管

課
事

業
N

O
事

務
事

業
名

平
成

１
５

年
度

決
算

保
健

福
祉

部
健

康
課

2
1
2
0
1
4
0

保
健

セ
ン

タ
ー

設
備

整
備

事
業

B
 

○
 

 
 

 
 

C
施

設
の

存
在

を
前

提
に

事
業

を
当

然
に

継
続

す
る

と
い

う
発

想
か

ら
、

委
託

等
に

よ
る

効
率

化
が

可
能

か
、

と
い

う
視

点
で

事
業

効
率

を
検

証
し

て
下

さ
い

。
1
,7

4
9

1
0
,7

5
0

0
0

1
2
,4

9
9

1
2
,4

9
9

1
0
,6

1
0

保
健

福
祉

部
健

康
課

2
1
2
0
2
1
0

保
健

セ
ン

タ
ー

事
業

B
 

○
 

 
 

 
 

C
施

設
の

存
在

を
前

提
に

事
業

を
当

然
に

継
続

す
る

と
い

う
発

想
か

ら
、

委
託

等
に

よ
る

効
率

化
が

可
能

か
、

と
い

う
視

点
で

事
業

効
率

を
検

証
し

て
下

さ
い

。
5
,2

0
6

3
,7

9
5

0
0

9
,0

0
1

3
,8

2
2

4
,4

8
7

保
健

福
祉

部
健

康
課

2
1
3
0
0
1
0

健
康

教
育

事
業

B
 

○
 

 
 

 
 

C
事

業
対

象
及

び
意

図
が

同
じ

こ
と

か
ら

、
２

つ
の

事
業

統
合

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
ま

た
、

民
間

委
託

が
可

能
か

ど
う

か
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

事
業

単
位

は
健

康
相

談
と

統
合

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
8
,0

4
3

1
2
,3

8
3

0
0

2
0
,4

2
6

2
0
,4

0
0

1
2
,8

7
0

保
健

福
祉

部
健

康
課

2
1
3
0
0
2
0

健
康

相
談

B
 

○
 

 
 

 
 

C
事

業
対

象
及

び
意

図
が

同
じ

こ
と

か
ら

、
２

つ
の

事
業

統
合

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
ま

た
、

民
間

委
託

が
可

能
か

ど
う

か
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

事
業

単
位

は
健

康
教

育
事

業
と

の
統

合
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

7
,2

5
0

1
5
,2

0
9

0
0

2
2
,4

5
9

2
2
,4

5
9

1
5
,5

3
2

保
健

福
祉

部
健

康
課

2
1
4
0
0
1
0

救
急

医
療

事
業

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

2
,0

2
8

5
4
,5

2
9

0
0

5
6
,5

5
7

3
4
,6

2
4

5
4
,1

1
1

保
健

福
祉

部
健

康
課

2
4
1
0
0
9
0

妊
産

婦
支

援
事

業
B

 
○

 
 

 
 

 
B

利
用

者
ニ

ー
ズ

や
満

足
度

な
ど

の
調

査
を

し
て

、
現

状
を

把
握

し
、

よ
り

効
果

の
上

が
る

方
法

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
ま

た
、

他
都

市
の

実
態

を
把

握
す

る
な

ど
、

ベ
ン

チ
マ

ー
キ

ン
グ

を
行

い
、

改
善

に
つ

な
げ

て
下

さ
い

。

5
,5

0
5

1
0
0

0
0

5
,6

0
5

5
,6

0
5

1
5
3

保
健

福
祉

部
健

康
課

2
4
1
0
1
0
0

プ
レ

親
学

級
（
母

親
学

級
）

B
 

○
 

 
 

 
 

B

利
用

者
ニ

ー
ズ

や
満

足
度

な
ど

の
調

査
を

し
て

、
現

状
を

把
握

し
、

よ
り

効
果

の
上

が
る

方
法

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
ま

た
、

他
都

市
の

実
態

を
把

握
す

る
な

ど
、

ベ
ン

チ
マ

ー
キ

ン
グ

を
行

い
、

改
善

に
つ

な
げ

て
下

さ
い

。

4
,5

4
3

7
6
8

0
0

5
,3

1
1

5
,0

2
6

7
5
0

保
健

福
祉

部
健

康
課

2
4
1
0
1
1
0

乳
幼

児
健

康
診

査
B

 
○

 
 

 
 

 
B

成
果

指
標

は
｢結

果
に

異
常

が
な

か
っ

た
受

診
者

割
合

｣が
適

当
だ

と
考

え
ら

れ
ま

す
。

指
標

設
定

を
再

検
討

し
て

下
さ

い
。

7
,5

0
7

8
,7

4
5

0
0

1
6
,2

5
2

1
4
,0

2
2

1
0
,7

2
7

保
健

福
祉

部
健

康
課

2
4
1
0
1
2
0

育
児

相
談

B
 

○
 

 
 

 
 

C
親

同
士

の
交

流
に

つ
い

て
は

、
市

の
関

与
の

あ
り

方
を

検
討

し
、

Ｎ
Ｐ

Ｏ
や

市
民

団
体

な
ど

と
の

協
働

体
制

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
1
,8

7
7

2
1
5

0
0

2
,0

9
2

2
,0

9
2

2
2
1

保
健

福
祉

部
健

康
課

2
4
1
0
1
3
0

育
児

教
室

B
 

○
 

 
 

 
 

C

ニ
ー

ズ
を

把
握

す
る

た
め

、
参

加
希

望
者

に
関

す
る

数
値

デ
ー

タ
を

測
定

、
検

証
し

て
く

だ
さ

い
。

ニ
ー

ズ
を

充
足

し
て

い
な

い
の

で
あ

れ
ば

、
開

催
回

数
、

会
場

の
変

更
な

ど
改

善
を

図
っ

て
下

さ
い

。
親

同
士

の
交

流
に

つ
い

て
は

、
市

の
関

与
の

あ
り

方
を

検
討

し
、

Ｎ
Ｐ

Ｏ
や

市
民

団
体

な
ど

と
の

協
働

体
制

を
検

討
し

て
下

さ
い

。

1
,8

7
7

6
3
1

0
0

2
,5

0
8

2
,1

0
8

6
1
0

保
健

福
祉

部
健

康
課

2
4
1
0
1
4
0

乳
幼

児
育

成
指

導
事

業
B

 
○

 
 

 
 

 
C

親
同

士
の

交
流

に
つ

い
て

は
、

市
の

関
与

の
あ

り
方

を
検

討
し

、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

や
市

民
団

体
な

ど
と

の
協

働
体

制
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

2
,2

8
2

1
,5

3
2

0
0

3
,8

1
4

3
,1

4
8

1
,7

4
0

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

2
1
2
0
1
9
0

難
病

患
者

等
居

宅
生

活
支

援
事

業
B

　
　

○
　

　
　

　
B

広
報

を
行

い
、

制
度

の
活

用
を

図
っ

て
下

さ
い

。
1
,0

2
9

4
9

0
0

1
,0

7
8

1
,0

7
8

2
5
1

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

2
5
1
0
0
1
0

心
身

障
害

者
福

祉
事

業
B

　
　

　
　

○
　

　
C

は
り

・
灸

・
あ

ん
ま

・
マ

ッ
サ

ー
ジ

・
指

圧
施

術
助

成
に

つ
い

て
は

、
他

市
の

状
況

を
み

な
が

ら
廃

止
の

方
向

で
見

直
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

3
,9

3
9

1
3
,2

8
3

2
3
6

0
1
7
,4

5
8

1
7
,4

3
0

1
7
,8

2
1

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

2
5
1
0
0
2
0

身
体

障
害

者
福

祉
事

業
B

　
○

　
　

　
　

　
B

対
象

者
の

利
用

実
態

を
把

握
し

、
対

象
カ

バ
ー

率
の

適
正

性
を

検
証

し
て

下
さ

い
。

3
,9

1
1

4
,9

4
8

0
0

8
,8

5
9

7
,5

5
8

5
,2

8
4

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

2
5
1
0
0
3
0

身
体

障
害

者
保

護
事

業
B

　
○

　
　

　
　

　
B

 
1
1
,0

9
5

1
0
2
,6

5
3

0
0

1
1
3
,7

4
8

5
2
,5

0
4

1
2
2
,0

9
8

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

2
5
1
0
0
4
0

知
的

障
害

者
福

祉
事

業
B

　
○

　
　

　
　

　
B

対
象

者
の

利
用

実
態

を
把

握
し

、
対

象
カ

バ
ー

率
の

適
正

性
を

検
証

し
て

下
さ

い
。

6
,5

3
4

2
0
,2

3
5

0
0

2
6
,7

6
9

1
1
,7

2
0

3
3
,0

3
7

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

2
5
1
0
0
5
0

知
的

障
害

者
保

護
事

業
A

　
○

　
　

　
　

　
B

対
象

者
の

利
用

実
態

を
把

握
し

、
対

象
カ

バ
ー

率
の

適
正

性
を

検
証

し
て

下
さ

い
。

8
,4

7
3

2
6
1
,9

4
7

0
0

2
7
0
,4

2
0

1
3
9
,5

1
5

2
8
6
,1

9
8

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

2
5
1
0
0
7
0

芦
屋

市
福

祉
金

の
支

給
事

務
D

　
　

　
　

　
　

○
D

　
3
,7

1
6

1
4
1
,5

4
4

1
0

0
1
4
5
,2

7
0

1
4
5
,2

7
0

7
5
,9

1
2

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

2
5
1
0
0
8
0

重
度

障
害

者
特

別
給

付
金

の
支

給
事

務
B

　
○

　
　

　
　

　
B

　
1
,4

7
8

6
7
2

0
0

2
,1

5
0

1
,9

1
0

7
3
8

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

2
5
1
0
0
9
0

障
害

児
育

成
事

業
B

　
○

　
　

　
　

　
B

 
5
,8

8
9

2
9
,6

1
3

0
0

3
5
,5

0
2

2
0
,8

8
6

3
4
,1

1
9

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

2
5
1
0
1
0
0

兵
庫

県
心

身
障

害
者

扶
養

共
済

制
度

B
　

○
　

　
　

　
　

B
 

3
2
8

1
3
5

0
0

4
6
3

4
4
7

1
7
0

11



１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
統 合 終 期 設 定

廃 止 休 止

総 合 評 価
芦

屋
市

行
政

評
価

委
員

会
コ

メ
ン

ト
人

件
費

直
　

接
事

業
費

他
部

門
経

　
費

減
　

価
償

却
費

事
業

費
計

一
般

財
源

直
接

事
業

費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
所

管
順

）

市
評

価
・
方

向
性

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト

所
管

課
事

業
N

O
事

務
事

業
名

平
成

１
５

年
度

決
算

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

2
5
1
0
1
1
0

精
神

障
害

者
福

祉
事

業
B

　
○

　
　

　
　

　
B

小
規

模
通

所
作

業
所

へ
の

補
助

か
ら

育
成

へ
と

視
点

を
変

え
る

よ
う

な
ビ

ジ
ョ
ン

を
持

っ
て

下
さ

い
。

6
,5

6
1

3
,5

6
4

0
0

1
0
,1

2
5

7
,4

5
7

2
6
,4

0
7

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

2
5
2
0
0
1
0

早
期

療
育

訓
練

事
業

B
　

○
　

　
　

　
　

C
民

間
活

力
の

導
入

に
つ

い
て

、
他

都
市

の
例

に
な

ら
い

、
ア

ク
シ

ョ
ン

プ
ラ

ン
を

策
定

し
て

進
め

て
下

さ
い

。
2
4
,3

4
4

1
7
,1

8
2

0
2
,4

1
5

4
3
,9

4
1

3
7
,7

9
3

1
8
,8

2
1

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

2
5
2
0
0
4
0

障
害

児
福

祉
施

設
等

通
園

費
扶

助
事

業
B

　
○

　
　

　
　

　
B

対
象

者
の

利
用

実
態

を
把

握
し

、
対

象
カ

バ
ー

率
の

適
正

性
を

検
証

し
て

下
さ

い
。

9
5
6

1
7
0

0
0

1
,1

2
6

1
,1

2
6

7
9
2

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

2
5
5
0
0
1
0

「
市

町
村

障
害

者
社

会
参

加
」
促

進
事

業
B

　
○

　
　

　
　

　
B

利
用

者
の

ニ
ー

ズ
調

査
を

実
施

し
、

適
切

な
補

助
メ

ニ
ュ

ー
を

選
択

し
て

下
さ

い
。

6
,9

1
0

6
,2

4
2

0
0

1
3
,1

5
2

8
,9

7
1

1
7
,8

2
1

保
健

福
祉

部
児

童
課

2
2
2
0
0
2
5

母
子

・
父

子
世

帯
へ

の
ホ

ー
ム

ヘ
ル

パ
ー

派
遣

事
業

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

1
,1

3
4

4
9

0
0

1
,1

8
3

1
,1

8
0

5
9

保
健

福
祉

部
児

童
課

2
4
1
0
0
3
0

延
長

保
育

事
業

B
　

○
　

　
　

　
　

B
 

9
,5

1
8

4
,9

0
8

0
0

1
4
,4

2
6

7
,0

6
2

5
,8

8
0

保
健

福
祉

部
児

童
課

2
4
1
0
0
4
0

障
害

児
保

育
事

業
B

 
 

○
 

 
 

 
B

待
機

児
童

（
障

害
児

）
の

解
消

に
む

け
て

受
入

体
制

の
整

備
を

進
め

て
下

さ
い

。
4
0
,5

3
5

0
0

0
4
0
,5

3
5

4
0
,5

3
5

1
,6

5
9

保
健

福
祉

部
児

童
課

2
4
1
0
0
5
0

一
時

保
育

事
業

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

4
7
8

6
,6

9
6

0
0

7
,1

7
4

3
,5

0
2

6
,6

9
6

保
健

福
祉

部
児

童
課

2
4
1
0
0
8
0

保
育

所
の

運
営

及
び

維
持

管
理

業
務

B
 

 
 

○
 

 
 

C
他

市
の

ベ
ス

ト
プ

ラ
ク

テ
ィ

ス
（
成

功
事

例
）
に

な
ら

い
、

民
間

活
力

の
導

入
を

進
め

て
下

さ
い

。
待

機
児

童
の

解
消

を
図

っ
て

下
さ

い
。

8
6
8
,3

4
2

8
7
,8

5
2

0
1
4
,3

2
4

9
7
0
,5

1
8

6
7
8
,1

1
5

8
3
,1

1
2

保
健

福
祉

部
児

童
課

2
4
1
0
1
9
0

交
通

遺
児

就
学

激
励

金
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
0

1
8
0

0
0

1
8
0

1
8
0

1
8
0

保
健

福
祉

部
児

童
課

2
4
2
0
0
5
0

家
庭

児
童

相
談

員
の

設
置

B
 

○
 

 
 

 
 

B
　

9
,2

3
8

1
5
5

0
0

9
,3

9
3

9
,3

9
3

1
8
2

保
健

福
祉

部
児

童
課

2
4
2
0
1
1
0

母
子

家
庭

児
童

育
成

事
業

と
母

子
相

談
員

の
設

置
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
3
,9

8
0

6
0
6

0
0

4
,5

8
6

4
,5

3
9

2
9
5

保
健

福
祉

部
児

童
課

2
4
2
0
1
2
0

子
育

て
支

援
事

業
B

 
 

○
 

 
 

 
C

育
児

教
室

や
教

育
委

員
会

が
実

施
す

る
事

業
と

の
連

携
、

役
割

分
担

を
整

理
し

て
下

さ
い

。
 児

童
虐

待
の

早
期

発
見

、
早

期
予

防
の

た
め

の
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

づ
く

り
並

び
に

啓
発

活
動

は
継

続
し

て
取

り
組

ん
で

下
さ

い
。

以
上

の
こ

と
に

つ
き

ア
ク

シ
ョ
ン

プ
ラ

ン
を

も
っ

て
進

め
て

く
だ

さ
い

。

3
,1

1
0

1
,3

3
6

0
0

4
,4

4
6

4
,4

4
6

2
5
7

保
健

福
祉

部
高

年
福

祉
課

2
3
1
0
0
4
0

生
き

が
い

活
動

支
援

事
業

D
 

 
 

 
○

　
　

D

利
用

者
か

ら
満

足
度

、
意

見
を

聴
取

す
る

な
ど

、
事

業
の

有
効

性
に

つ
い

て
検

証
し

て
く

だ
さ

い
。

今
後

の
財

源
確

保
の

問
題

が
あ

る
こ

と
と

、
閉

じ
こ

も
り

防
止

の
有

効
性

に
疑

問
が

あ
り

ま
す

の
で

、
事

業
対

象
、

内
容

に
つ

い
て

縮
小

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
ま

た
、

趣
味

活
動

等
の

講
座

に
つ

い
て

は
適

正
な

受
益

者
負

担
を

求
め

る
こ

と
が

必
要

で
す

。

1
,1

8
7

5
,1

1
9

0
0

6
,3

0
6

4
,0

1
9

保
健

福
祉

部
高

年
福

祉
課

2
3
1
0
0
7
0

社
会

参
加

・
生

き
が

い
事

業
D

 
 

　
○

 
 

 
D

参
加

者
が

減
少

、
固

定
化

し
て

い
る

と
考

え
ら

れ
ま

す
。

市
と

し
て

、
税

金
を

投
入

し
て

ど
こ

ま
で

行
う

か
、

民
間

に
よ

る
運

営
が

で
き

な
い

か
、

ア
ク

シ
ョ
ン

プ
ラ

ン
を

も
っ

て
進

め
て

下
さ

い
。

4
,7

8
3

2
,7

9
4

0
0

7
,5

7
7

7
,5

7
7

保
健

福
祉

部
高

年
福

祉
課

2
3
1
0
0
8
0

高
齢

者
バ

ス
運

賃
助

成
事

業
C

 
 

○
 

 
 

 
C

現
行

の
制

度
で

は
、

高
齢

者
の

社
会

参
加

を
促

進
す

る
と

い
う

事
業

効
果

に
疑

問
が

あ
り

ま
す

。
所

得
制

限
を

導
入

す
る

な
ど

、
必

要
な

人
に

、
必

要
な

助
成

が
で

き
る

よ
う

見
直

し
が

必
要

で
す

。
2
,2

3
2

2
3
,6

2
8

0
0

2
5
,8

6
0

2
5
,8

6
0

保
健

福
祉

部
高

年
福

祉
課

2
3
4
0
0
1
0

シ
ル

バ
ー

ハ
ウ

ジ
ン

グ
・
自

立
支

援
事

業
B

 
 

○
　

　
　

　
B

自
立

支
援

事
業

補
助

の
確

保
に

努
め

て
下

さ
い

。
生

活
援

助
員

の
２

４
時

間
派

遣
体

制
の

必
要

性
に

つ
い

て
検

討
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
財

源
確

保
が

困
難

に
な

っ
た

場
合

に
は

縮
小

も
検

討
し

て
下

さ
い

。
1
,3

6
5

4
5
,7

8
0

0
0

4
7
,1

4
5

1
5
,6

7
3

4
6
,2

0
4

保
健

福
祉

部
高

年
福

祉
課

2
3
4
0
0
4
0

介
護

保
険

制
度

外
在

宅
支

援
事

業
B

 
○

 
 

 
 

 
B

対
象

カ
バ

ー
率

を
求

め
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

ま
た

｢利
用

率
｣に

つ
い

て
数

値
が

混
在

し
て

い
ま

す
の

で
、

デ
ー

タ
の

整
理

を
し

て
下

さ
い

。
5
,2

6
1

3
2
,5

1
8

0
0

3
7
,7

7
9

2
6
,6

3
2

2
9
,6

1
6

保
健

福
祉

部
高

年
福

祉
課

2
3
4
0
0
9
0

在
宅

介
護

支
援

セ
ン

タ
ー

事
業

B
 

○
 

 
 

 
 

B
委

託
業

務
の

実
態

把
握

を
行

っ
て

下
さ

い
。

4
,3

0
5

2
6
,1

0
4

0
0

3
0
,4

0
9

1
2
,2

3
2

2
6
,5

9
3

保
健

福
祉

部
高

年
福

祉
課

2
3
4
0
1
1
0

入
所

措
置

業
務

B
 

○
 

 
 

 
 

B
成

果
指

標
に

つ
い

て
は

、
対

象
カ

バ
ー

率
や

事
務

の
迅

速
性

な
ど

を
示

す
も

の
を

工
夫

し
て

設
定

し
て

下
さ

い
。

3
,3

5
0

1
2
,8

9
1

0
0

1
6
,2

4
1

8
,9

0
5

1
5
,1

7
8

保
健

福
祉

部
高

年
福

祉
課

2
3
4
0
1
5
0

介
護

予
防

・
生

活
支

援
事

業
B

 
　

　
　

○
　

　
C

は
り

・
灸

・
あ

ん
ま

・
マ

ッ
サ

ー
ジ

・
指

圧
施

術
助

成
に

つ
い

て
は

、
他

市
の

状
況

を
み

な
が

ら
廃

止
の

方
向

で
見

直
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

　
対

象
カ

バ
ー

率
は

精
細

に
し

て
求

め
て

下
さ

い
。

4
,3

0
5

2
9
,2

6
3

0
0

3
3
,5

6
8

1
4
,2

4
0

3
9
,7

8
6
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１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
統 合 終 期 設 定

廃 止 休 止

総 合 評 価
芦

屋
市

行
政

評
価

委
員

会
コ

メ
ン

ト
人

件
費

直
　

接
事

業
費

他
部

門
経

　
費

減
　

価
償

却
費

事
業

費
計

一
般

財
源

直
接

事
業

費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
所

管
順

）

市
評

価
・
方

向
性

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト

所
管

課
事

業
N

O
事

務
事

業
名

平
成

１
５

年
度

決
算

保
健

福
祉

部
高

年
福

祉
課

2
3
4
0
1
8
0

家
族

介
護

支
援

事
業

B
 

○
 

 
 

 
 

B
委

託
事

業
に

つ
い

て
は

、
利

用
者

等
へ

の
調

査
を

行
い

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

努
め

て
下

さ
い

。
2
,5

5
1

2
,1

4
2

0
0

4
,6

9
3

2
,9

7
2

4
,0

0
7

保
健

福
祉

部
高

年
福

祉
課

2
3
4
0
2
8
0

敬
老

祝
金

D
 

 
 

 
○

 
 

D
事

業
手

段
と

し
て

金
銭

給
付

が
妥

当
か

ど
う

か
検

討
が

必
要

で
す

。
限

ら
れ

た
財

源
の

中
、

休
止

を
含

め
た

検
討

が
必

要
で

す
。

2
,6

0
7

1
2
,5

1
5

0
0

1
5
,1

2
2

1
5
,1

2
2

1
4
,0

5
8

保
健

福
祉

部
高

年
福

祉
課

2
3
4
0
3
5
0

高
齢

世
帯

生
活

援
助

員
派

遣
事

業
D

 
 

○
　

　
　

　
D

財
源

確
保

が
出

来
な

い
場

合
は

廃
止

を
含

め
抜

本
的

な
見

直
し

を
行

う
こ

と
が

必
要

で
す

。
ま

た
継

続
に

あ
た

っ
て

も
、

地
域

住
民

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
や

Ｎ
Ｐ

Ｏ
等

と
の

協
働

体
制

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
9
5
6

2
,4

4
7

0
0

3
,4

0
3

3
9
8

2
,4

4
3

保
健

福
祉

部
高

年
福

祉
課

2
3
4
0
3
9
0

高
齢

者
相

談
業

務
B

 
 

○
 

 
 

 
D

利
用

者
の

満
足

度
な

ど
デ

ー
タ

集
計

・
分

析
を

行
い

、
高

齢
者

福
祉

に
求

め
ら

れ
る

ニ
ー

ズ
、

課
題

発
見

に
努

め
て

下
さ

い
。

相
談

員
の

専
門

性
に

見
合

う
か

ど
う

か
検

討
し

、
結

果
に

よ
っ

て
は

廃
止

を
検

討
し

て
下

さ
い

。

2
,7

7
4

0
0

0
2
,7

7
4

2
,7

7
4

 

保
健

福
祉

部
高

年
福

祉
課

2
3
5
0
0
1
0

住
宅

改
造

支
援

事
業

B
 

 
○

 
 

 
 

B
助

成
制

度
の

対
象

者
本

人
に

適
し

た
工

事
内

容
に

な
っ

て
い

る
の

か
ど

う
か

、
認

識
し

て
い

る
課

題
に

つ
い

て
改

善
を

図
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

ま
た

、
事

前
・
事

後
の

評
価

を
行

っ
て

下
さ

い
。

3
,0

2
9

2
5
,2

7
0

0
0

2
8
,2

9
9

1
7
,9

6
1

3
0
,6

2
5

保
健

福
祉

部
介

護
保

険
担

当
2
3
3
0
0
3
0

介
護

保
険

給
付

B
 

 
○

 
 

 
 

B
嘱

託
化

で
き

る
業

務
を

精
査

し
、

さ
ら

な
る

嘱
託

化
に

努
め

て
下

さ
い

。
4
4
,8

0
4

3
,9

5
6
,3

5
7

0
0

4
,0

0
1
,1

6
1

5
5
8
,3

3
1

4
,0

8
2
,7

1
6

保
健

福
祉

部
介

護
保

険
担

当
2
3
3
0
0
4
0

介
護

保
険

料
の

賦
課

・
徴

収
B

　
　

○
　

　
　

　
B

嘱
託

化
で

き
る

業
務

を
精

査
し

、
さ

ら
な

る
嘱

託
化

に
努

め
て

下
さ

い
。

徴
収

率
に

つ
い

て
は

近
隣

諸
都

市
で

の
上

位
を

目
標

に
、

さ
ら

な
る

徴
収

率
の

向
上

を
図

っ
て

下
さ

い
。

2
8
,3

8
7

3
4
,7

3
8

2
6
5
,9

4
9

0
3
2
9
,0

7
4

3
2
8
,8

3
9

2
8
,6

2
9

保
健

福
祉

部
和

風
園

2
3
4
0
1
2
0

養
護

老
人

ホ
ー

ム
運

営
事

業
D

 
 

 
○

　
　

　
C

民
間

委
託

や
他

施
設

と
の

統
合

等
に

む
け

て
、

明
確

な
ア

ク
シ

ョ
ン

プ
ラ

ン
を

示
し

て
進

め
て

下
さ

い
。

8
9
,0

7
0

6
1
,6

8
8

0
1
3
,4

7
5

1
6
4
,2

3
3

1
1
7
,9

9
6

6
4
,3

5
9

建
設

部
総

務
課

1
2
2
0
0
9
0

都
市

計
画

事
業

特
別

融
資

制
度

，
芦

屋
市

既
成

宅
地

防
災

工
事

資
金

融
資

あ
っ

せ
ん

制
度

D
 

 
　

 
○

 
 

D
事

業
対

象
に

つ
い

て
検

討
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
4
7
8

2
,9

2
0

0
0

3
,3

9
8

4
7
8

2
0
,8

0
4

建
設

部
総

務
課

4
1
3
0
0
2
0

住
居

表
示

の
変

更
及

び
実

施
B

 
○

 
 

 
 

 
B

臨
職

・
嘱

託
等

で
対

応
可

能
な

業
務

を
拡

大
し

て
く

だ
さ

い
。

1
1
,1

0
4

1
,0

0
4

0
0

1
2
,1

0
8

1
2
,1

0
8

6
,5

6
3

建
設

部
住

宅
課

2
6
2
0
0
4
0

災
害

復
興

住
宅

特
別

融
資

制
度

D
 

 
 

 
 

○
 

D
震

災
復

興
１

０
年

を
経

過
す

る
平

成
１

６
年

度
を

も
っ

て
廃

止
の

検
討

を
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
1
,8

5
3

1
2
1
,9

3
0

0
0

1
2
3
,7

8
3

1
2
3
,7

8
3

1
2
1
,9

3
0

建
設

部
住

宅
課

2
6
2
0
0
5
0

高
齢

者
住

宅
再

建
支

援
事

業
D

 
 

 
 

 
 

○
D

阪
神

・
淡

路
大

震
災

復
興

基
金

事
業

の
終

了
を

も
っ

て
廃

止
す

る
こ

と
。

2
,8

0
9

0
0

0
2
,8

0
9

2
,8

0
9

0

建
設

部
住

宅
課

2
6
2
0
0
6
0

民
間

賃
貸

住
宅

家
賃

負
担

軽
減

事
業

D
 

 
 

 
 

　
○

D
阪

神
・
淡

路
大

震
災

復
興

基
金

事
業

の
終

了
を

も
っ

て
廃

止
す

る
こ

と
。

3
,4

6
5

7
8

0
0

3
,5

4
3

0
1
1
3

建
設

部
住

宅
課

4
3
1
0
0
6
0

市
営

住
宅

管
理

業
務

B
　

　
　

○
　

　
　

C
公

社
の

あ
り

方
も

ふ
く

め
、

指
定

管
理

導
入

等
、

事
業

の
見

直
し

を
検

討
し

て
く

だ
さ

い
7
,7

5
0

8
,8

7
1

0
0

1
6
,6

2
1

0
9
,1

5
8

建
設

部
住

宅
課

4
3
1
0
0
8
0

市
営

住
宅

募
集

業
務

B
 

 
　

○
 

 
 

C
業

務
の

民
間

委
託

に
つ

い
て

検
討

し
て

く
だ

さ
い

3
,4

6
5

9
0

0
0

3
,5

5
5

0
9
2

建
設

部
住

宅
課

4
3
1
0
0
9
0

市
営

住
宅

等
改

良
改

修
工

事
B

 
 

○
 

 
 

 
B

利
用

者
意

識
の

把
握

に
努

め
て

く
だ

さ
い

1
,7

5
7

9
,5

2
0

0
0

1
1
,2

7
7

0
2
6
,4

2
6

建
設

部
住

宅
課

4
3
1
0
1
1
0

住
宅

使
用

料
等

に
関

す
る

事
務

B
 

 
 

○
 

 
 

C
徴

収
方

法
に

つ
い

て
民

間
委

託
も

視
野

に
入

れ
、

収
納

率
を

あ
げ

る
検

討
を

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

1
3
,4

0
0

0
0

0
1
3
,4

0
0

0
0

建
設

部
住

宅
課

4
3
1
0
1
4
0

市
営

住
宅

等
入

居
者

対
応

D
 

　
　

○
 

 
 

C
住

宅
の

管
理

に
つ

い
て

は
、

公
社

の
あ

り
方

も
ふ

く
め

事
業

の
指

定
管

理
導

入
等

、
事

業
の

見
直

し
を

検
討

し
て

く
だ

さ
い

7
,3

9
4

0
0

0
7
,3

9
4

7
,3

9
4

0

建
設

部
住

宅
課

4
3
1
0
1
5
0

上
宮

川
町

住
宅

管
理

業
務

B
 

　
　

○
　

　
　

C
住

宅
の

管
理

に
つ

い
て

は
、

公
社

の
あ

り
方

も
ふ

く
め

事
業

の
指

定
管

理
導

入
等

、
事

業
の

見
直

し
を

検
討

し
て

く
だ

さ
い

2
,0

5
7

1
7
,0

2
4

0
0

1
9
,0

8
1

0
2
1
,6

9
8

建
設

部
住

宅
課

4
3
1
0
1
7
0

若
宮

町
住

宅
管

理
業

務
B

 
 

　
○

 
 

 
C

住
宅

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
公

社
の

あ
り

方
も

ふ
く

め
事

業
の

指
定

管
理

導
入

等
、

事
業

の
見

直
し

を
検

討
し

て
く

だ
さ

い
2
,0

5
7

5
,6

3
9

0
0

7
,6

9
6

0
7
,4

3
6

建
設

部
住

宅
課

4
3
1
0
1
8
0

県
公

社
住

宅
管

理
業

務
B

 
 

　
○

 
 

 
C

住
宅

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
公

社
の

あ
り

方
も

ふ
く

め
事

業
の

指
定

管
理

導
入

等
、

事
業

の
見

直
し

を
検

討
し

て
く

だ
さ

い
3
,1

6
5

7
,4

8
4

0
0

1
0
,6

4
9

0
8
,2

1
6

建
設

部
住

宅
課

4
3
1
0
2
0
0

従
前

居
住

者
用

住
宅

管
理

業
務

B
 

 
 

○
 

 
 

C
住

宅
の

管
理

に
つ

い
て

は
、

公
社

の
あ

り
方

も
ふ

く
め

事
業

の
指

定
管

理
導

入
等

、
事

業
の

見
直

し
を

検
討

し
て

く
だ

さ
い

1
,7

5
7

7
,1

0
5

0
0

8
,8

6
2

0
6
,9

3
0

建
設

部
住

宅
・
都

市
整

備
公

社
担

当
4
3
1
0
0
3
0

特
定

優
良

賃
貸

住
宅

家
賃

対
策

補
助

D
 

 
○

 
 

 
 

D
課

題
に

つ
い

て
の

対
応

内
容

を
実

効
あ

る
も

の
に

抜
本

的
に

見
直

し
を

し
て

く
だ

さ
い

。
0

6
8
,7

0
5

0
0

6
8
,7

0
5

3
5
,1

7
6

7
3
,2

3
4
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１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
統 合 終 期 設 定

廃 止 休 止

総 合 評 価
芦

屋
市

行
政

評
価

委
員

会
コ

メ
ン

ト
人

件
費

直
　

接
事

業
費

他
部

門
経

　
費

減
　

価
償

却
費

事
業

費
計

一
般

財
源

直
接

事
業

費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
所

管
順

）

市
評

価
・
方

向
性

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト

所
管

課
事

業
N

O
事

務
事

業
名

平
成

１
５

年
度

決
算

建
設

部
道

路
課

1
2
7
0
0
2
0

公
益

灯
の

新
設

・
改

良
・
維

持
管

理
B

 
 

○
 

 
 

 
B

 
6
,5

7
1

6
1
,0

9
8

0
0

6
7
,6

6
9

6
,5

7
1

5
8
,0

8
3

建
設

部
道

路
課

4
1
3
0
0
5
0

ＪＲ
芦

屋
駅

北
周

辺
公

共
施

設
維

持
管

理
業

務
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
2
,6

1
1

2
0

1
7
,0

3
9

0
1
9
,6

7
0

9
,6

7
5

3
7

建
設

部
道

路
課

4
2
2
0
2
1
0

道
路

構
造

物
等

の
補

修
工

事
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
5
,5

0
6

2
6
,4

1
2

0
0

3
1
,9

1
8

0
3
2
,9

1
0

建
設

部
道

路
課

4
2
2
0
2
2
0

市
内

一
円

舗
装

補
修

B
 

○
　

 
 

 
 

B
 

5
,5

0
6

2
7
,9

8
1

0
0

3
3
,4

8
7

0
2
5
,9

3
8

建
設

部
道

路
課

4
2
2
0
2
3
0

側
溝

・
雨

水
桝

・
法

面
等

の
除

草
・
清

掃
B

 
○

　
 

 
 

 
B

 
2
,2

8
3

9
,3

5
5

0
0

1
1
,6

3
8

2
,2

8
3

9
,7

9
3

建
設

部
道

路
課

4
2
2
0
2
4
0

私
道

の
舗

装
整

備
工

事
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
8
0
6

1
,9

5
3

0
0

2
,7

5
9

8
0
6

1
,0

3
7

建
設

部
道

路
課

4
2
2
0
2
5
0

市
内

主
要

道
路

路
面

清
掃

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

1
,7

3
3

7
,0

5
5

0
0

8
,7

8
8

1
,7

3
3

6
,5

1
7

建
設

部
道

路
・
交

通
安

全
担

当
1
2
6
0
0
1
0

交
通

安
全

施
設

等
整

備
事

業
B

 
○

 
 

 
 

 
B

　
5
,0

5
3

2
3
,1

9
4

0
0

2
8
,2

4
7

2
8
,2

4
7

　

建
設

部
道

路
・
交

通
安

全
担

当
1
2
6
0
0
2
0

交
通

安
全

運
動

の
推

進
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
4
,9

7
2

7
,2

4
5

0
0

1
2
,2

1
7

1
2
,2

1
7

7
,1

6
1

建
設

部
道

路
・
交

通
安

全
担

当
4
1
3
0
1
9
0

(住
宅

市
街

地
総

合
整

備
事

業
)南

芦
屋

浜
地

区
幹

線
道

路
及

び
補

助
幹

線
道

路
整

備
事

業
A

 
○

 
 

 
 

 
A

　
1
,7

7
0

3
8
4
,5

8
3

0
0

3
8
6
,3

5
3

-
3
,2

4
0

　

建
設

部
道

路
・
交

通
安

全
担

当
4
2
1
0
1
3
0

幹
線

道
路

舗
装

等
修

繕
事

業
B

 
○

 
 

 
 

 
B

補
修

工
事

は
技

量
に

よ
っ

て
、

費
用

が
左

右
さ

れ
ま

す
の

で
、

市
内

部
に

お
け

る
人

材
育

成
に

努
め

て
下

さ
い

。
人

材
育

成
を

考
慮

し
た

直
営

業
務

と
、

外
部

委
託

と
の

費
用

対
効

果
を

斟
酌

し
て

、
今

後
の

あ
り

方
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

3
,1

7
1

2
3
,4

7
8

0
0

2
6
,6

4
9

3
,2

4
9

　

建
設

部
道

路
・
交

通
安

全
担

当
4
2
2
0
0
1
0

一
般

生
活

道
路

舗
装

等
修

繕
事

業
B

 
○

 
 

 
 

 
B

補
修

工
事

は
技

量
に

よ
っ

て
、

費
用

が
左

右
さ

れ
ま

す
の

で
、

市
内

部
に

お
け

る
人

材
育

成
に

努
め

て
下

さ
い

。
人

材
育

成
を

考
慮

し
た

直
営

業
務

と
、

外
部

委
託

と
の

費
用

対
効

果
を

斟
酌

し
て

、
今

後
の

あ
り

方
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

4
,1

9
1

2
5
,5

5
6

0
0

2
9
,7

4
7

2
9
,7

4
7

　

建
設

部
道

路
・
交

通
安

全
担

当
4
2
3
0
0
6
0

自
転

車
駐

車
場

運
営

管
理

B
 

 
 

○
 

 
 

B
 

2
,6

9
5

8
1
,1

3
2

0
0

8
3
,8

2
7

3
5
,9

3
7

8
1
,3

2
9

建
設

部
道

路
・
交

通
安

全
担

当
4
2
3
0
0
7
0

放
置

自
転

車
等

の
撤

去
及

び
返

還
業

務
B

 
○

 
 

 
 

 
B

悪
質

な
駐

輪
違

反
も

多
く

な
っ

て
い

る
よ

う
で

す
。

事
前

の
注

意
よ

り
も

、
違

法
駐

輪
後

の
撤

去
を

優
先

す
べ

き
で

す
。

9
,8

5
6

1
4
,4

4
7

0
0

2
4
,3

0
3

1
6
,4

2
0

1
5
,3

3
3

建
設

部
道

路
・
交

通
安

全
担

当
4
2
3
0
0
9
0

（
緊

急
地

域
雇

用
創

出
特

別
基

金
事

業
）
放

置
自

転
車

防
止

対
策

D
 

 
 

 
 

○
 

D
 

1
,7

8
6

3
,6

4
3

0
0

5
,4

2
9

1
,7

8
6

4
,1

1
6

建
設

部
道

路
・
交

通
安

全
担

当
5
2
3
0
4
4
0

土
木

積
算

シ
ス

テ
ム

の
運

用
及

び
管

理
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
1
,5

3
9

3
,6

1
0

0
0

5
,1

4
9

4
,3

8
2

3
,5

5
7

建
設

部
公

園
緑

地
課

4
1
3
0
2
6
0

南
芦

屋
浜

公
園

等
管

理
業

務
D

 
 

 
○

 
 

 
C

公
社

の
あ

り
方

も
ふ

く
め

、
事

業
の

指
定

管
理

者
制

度
の

導
入

等
、

事
業

の
見

直
し

を
検

討
し

て
く

だ
さ

い
1
,1

1
6

4
3
,0

3
9

0
0

4
4
,1

5
5

4
4
,1

5
5

0

建
設

部
公

園
緑

地
課

4
1
3
0
2
7
0

(住
宅

宅
地

関
連

公
共

施
設

整
備

促
進

事
業

)南
芦

屋
浜

地
区

都
市

公
園

整
備

事
業

A
 

○
 

 
 

 
 

A
 

7
,8

5
6

3
2
8
,3

7
2

0
0

3
3
6
,2

2
8

7
,8

5
6

　

建
設

部
公

園
緑

地
課

4
4
2
0
0
7
0

保
護

樹
等

保
存

奨
励

金
交

付
関

係
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
3
2
8

1
2
0

0
0

4
4
8

4
4
8

1
2
0

建
設

部
公

園
緑

地
課

4
4
2
0
0
8
0

公
園

樹
・
街

路
樹

維
持

・
管

理
B

 
　

○
 

 
 

 
B

公
園

の
管

理
に

つ
い

て
、

地
元

協
力

の
拡

大
を

検
討

し
て

く
だ

さ
い

。
1
4
,9

1
9

1
4
4
,7

9
5

0
0

1
5
9
,7

1
4

1
5
9
,7

1
4

0

建
設

部
公

園
緑

地
課

4
4
2
0
1
2
0

都
市

公
園

維
持

・
管

理
B

 
 

○
　

 
 

 
C

指
定

管
理

者
制

度
導

入
の

検
討

を
し

て
く

だ
さ

い
。

1
6
,7

8
3

7
9
,2

1
3

0
0

9
5
,9

9
6

9
5
,9

9
6

0

建
設

部
公

園
緑

地
課

4
4
2
0
1
3
0

芦
屋

市
総

合
公

園
整

備
事

業
B

 
○

 
 

 
 

 
B

平
日

利
用

拡
大

の
た

め
の

啓
発

の
検

討
を

し
て

く
だ

さ
い

。
7
,6

9
2

1
5
1
,6

2
7

0
0

1
5
9
,3

1
9

1
5
9
,3

1
9

　

建
設

部
公

園
緑

地
課

4
4
2
0
1
6
0

ま
ち

な
み

緑
化

助
成

事
業

関
係

業
務

D
 

 
 

 
 

○
 

D
制

度
廃

止
と

と
も

に
廃

止
し

て
く

だ
さ

い
。

1
,4

2
2

3
,5

6
8

0
0

4
,9

9
0

4
,9

9
0

 

建
設

部
公

園
緑

地
課

4
4
2
0
2
7
0

住
民

緑
化

団
体

育
成

事
業

B
 

　
○

 
 

 
 

D
補

助
金

の
有

効
性

の
検

証
を

求
め

る
と

と
も

に
、

補
助

が
既

得
権

化
し

な
い

よ
う

に
補

助
期

間
を

定
め

る
な

ど
実

施
方

法
を

抜
本

的
に

見
直

し
て

く
だ

さ
い

。
2
,1

5
5

2
,3

5
4

0
0

4
,5

0
9

4
,5

0
9

2
,5

0
0

14



１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
統 合 終 期 設 定

廃 止 休 止

総 合 評 価
芦

屋
市

行
政

評
価

委
員

会
コ

メ
ン

ト
人

件
費

直
　

接
事

業
費

他
部

門
経

　
費

減
　

価
償

却
費

事
業

費
計

一
般

財
源

直
接

事
業

費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
所

管
順

）

市
評

価
・
方

向
性

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト

所
管

課
事

業
N

O
事

務
事

業
名

平
成

１
５

年
度

決
算

建
設

部
公

園
緑

地
課

4
4
2
0
2
8
0

生
け

垣
等

設
置

助
成

事
業

D
 

 
 

 
　

○
 

D
ま

ち
な

み
緑

化
助

成
事

業
廃

止
に

伴
い

,廃
止

も
含

め
他

事
業

と
の

統
合

の
検

討
を

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

9
6
6

2
,3

9
8

0
0

3
,3

6
4

3
,3

6
4

3
,8

0
0

建
設

部
公

園
緑

地
課

4
4
2
0
3
0
0

芦
屋

市
民

記
念

植
樹

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

3
,5

7
5

3
,4

3
2

0
0

7
,0

0
7

0
3
,0

0
0

建
設

部
公

園
緑

地
課

4
4
2
0
3
3
0

緑
化

委
員

業
務

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

3
2
8

7
4
0

0
0

1
,0

6
8

1
,0

6
8

7
2
0

建
設

部
公

園
緑

地
課

4
4
2
0
3
6
0

公
園

花
壇

植
栽

管
理

業
務

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

1
,6

7
4

3
,8

6
0

0
0

5
,5

3
4

5
,5

3
4

3
,4

4
7

建
設

部
公

園
緑

地
課

4
4
2
0
6
1
0

緑
化

啓
発

業
務

B
 

○
　

 
 

 
 

B
 

1
,2

0
7

2
,2

5
4

0
0

3
,4

6
1

3
,4

6
1

2
,0

5
9

建
設

部
公

園
緑

地
課

4
4
2
0
6
4
0

森
林

病
害

虫
防

除
事

業
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
4
7
8

9
7

0
0

5
7
5

5
0
2

9
7

建
設

部
公

園
緑

地
課

4
4
2
0
6
6
0

芦
屋

浜
公

園
緑

地
等

維
持

管
理

業
務

D
 

 
 

 
 

○
 

D
公

園
維

持
管

理
事

務
所

清
掃

・
点

検
業

務
と

統
合

の
う

え
整

理
を

検
討

し
て

く
だ

さ
い

0
2
,9

1
2

0
0

2
,9

1
2

2
,9

1
2

0

建
設

部
公

園
緑

地
課

4
4
2
0
6
7
0

公
園

維
持

管
理

事
務

所
清

掃
・
点

検
業

務
B

 
 

 
 

 
○

 
B

芦
屋

浜
公

園
緑

地
等

維
持

管
理

業
務

と
統

合
の

う
え

整
理

を
検

討
し

て
く

だ
さ

い
。

0
2
1

0
0

2
1

2
1

0

建
設

部
公

園
緑

地
課

4
4
2
0
6
8
0

公
園

設
備

・
物

品
等

補
修

事
務

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

0
8
1
8

0
0

8
1
8

8
1
8

　

建
設

部
公

園
緑

地
課

6
1
1
0
1
2
0

打
出

公
園

動
物

管
理

業
務

B
 

○
 

 
 

 
 

B
人

件
費

の
見

直
し

な
ど

単
位

コ
ス

ト
を

見
直

し
て

く
だ

さ
い

。
1
,3

1
5

7
2
0

0
0

2
,0

3
5

2
,0

3
5

0

建
設

部
下

水
道

課
1
2
4
0
1
4
0

市
民

啓
発

・
浸

水
情

報
マ

ッ
プ

等
情

報
公

開
B

 
 

○
 

 
 

 
B

臨
職

・
嘱

託
に

任
せ

ら
れ

る
業

務
を

拡
大

し
て

く
だ

さ
い

。
1
,5

1
7

5
6
2

0
0

2
,0

7
9

2
,0

7
9

6
2
5

建
設

部
下

水
道

課
4
1
3
0
0
1
0

六
麓

荘
地

区
都

市
基

盤
整

備
事

業
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
1
2
,8

4
8

2
7
7
,3

4
3

7
0
,7

7
0

0
3
6
0
,9

6
1

9
7
,0

6
1

　

建
設

部
下

水
道

課
4
1
3
0
2
1
0

南
芦

屋
浜

公
共

下
水

道
整

備
B

 
○

 
 

 
 

 
B

入
札

方
法

の
見

直
し

等
に

よ
り

コ
ス

ト
削

減
に

努
め

て
く

だ
さ

い
。

6
,0

9
6

5
9
,3

6
3

0
0

6
5
,4

5
9

6
,0

9
6

　

建
設

部
下

水
道

課
4
3
3
0
0
2
0

奥
山

処
理

区
統

合
下

水
道

整
備

B
 

　
○

 
 

 
 

B
 

3
,2

9
9

1
5
,5

2
1

0
0

1
8
,8

2
0

4
,0

8
0

　

建
設

部
下

水
道

課
4
3
3
0
0
3
0

合
流

管
更

生
・
布

設
替

事
業

B
　

　
○

　
　

　
　

B
最

終
成

果
指

標
が

妥
当

で
は

あ
り

ま
せ

ん
の

で
再

考
し

て
く

だ
さ

い
。

4
,2

1
8

1
3
,8

2
9

0
0

1
8
,0

4
7

4
,9

1
7

　

建
設

部
下

水
道

課
4
3
3
0
0
4
0

雨
水

浸
水

対
策

事
業

B
　

○
　

　
　

　
　

B
 

4
,6

3
0

3
5
,8

5
0

0
0

4
0
,4

8
0

6
,3

9
0

　

建
設

部
下

水
道

課
4
3
3
0
0
5
0

街
路

事
業

区
域

公
共

下
水

道
整

備
B

　
○

　
　

　
　

　
B

 
9
,7

3
5

1
2
5
,8

7
9

0
0

1
3
5
,6

1
4

1
6
,3

4
4

　

建
設

部
下

水
道

課
4
3
3
0
0
7
0

汚
水

幹
線

整
備

事
業

B
 

○
 

 
 

 
 

B
最

終
成

果
指

標
が

妥
当

で
は

あ
り

ま
せ

ん
の

で
再

考
し

て
く

だ
さ

い
。

1
,9

9
5

1
2
,6

0
0

0
0

1
4
,5

9
5

2
,6

2
5

　

建
設

部
下

水
道

課
4
3
3
0
1
9
0

下
水

道
施

設
建

設
費

負
担

金
設

計
業

務
D

　
　

　
　

○
　

　
D

申
請

者
に

よ
る

対
応

に
向

け
て

、
各

課
の

連
携

を
図

り
、

慎
重

に
進

め
て

く
だ

さ
い

。
4
,4

4
1

2
7
,7

5
5

0
0

3
2
,1

9
6

0
3
1
,2

0
0

建
設

部
下

水
道

課
4
3
3
0
2
1
0

下
水

道
本

管
及

び
取

付
管

の
維

持
補

修
・

改
良

工
事

B
 

 
○

 
 

 
 

B
 

4
,2

5
4

5
1
,1

5
0

0
0

5
5
,4

0
4

3
9
,7

3
4

5
0
,9

5
5

建
設

部
下

水
道

課
4
3
3
0
2
2
0

下
水

道
施

設
の

維
持

管
理

業
務

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

2
,8

3
7

0
0

0
2
,8

3
7

2
,8

3
7

1
0
5

建
設

部
下

水
道

課
4
4
3
0
0
1
0

河
川

・
海

岸
環

境
整

備
事

業
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
2
,7

5
2

1
4
,7

7
7

0
0

1
7
,5

2
9

8
,3

3
4

1
8
,0

5
8

建
設

部
下

水
処

理
場

4
1
3
0
2
2
0

南
芦

屋
浜

下
水

処
理

場
整

備
事

業
B

 
○

　
 

 
 

 
B

 
1
2
,9

0
7

3
4
6
,1

9
0

0
0

3
5
9
,0

9
7

1
2
,9

0
7

　

建
設

部
下

水
処

理
場

4
3
3
0
2
5
0

芦
屋

下
水

処
理

場
整

備
事

業
B

　
○

　
 

 
 

 
B

 
1
5
,6

4
2

3
0
4
,9

2
9

0
0

3
2
0
,5

7
1

3
9
,1

2
8

　

建
設

部
下

水
処

理
場

4
3
3
0
2
6
0

兵
庫

東
流

域
下

水
汚

泥
広

域
処

理
事

業
B

 
 

○
 

 
 

 
B

課
題

解
決

の
た

め
の

機
器

設
置

費
に

つ
い

て
は

十
分

精
査

し
て

く
だ

さ
い

。
8
,1

8
5

1
7
9
,9

0
3

0
0

1
8
8
,0

8
8

1
5
,7

2
3

　

建
設

部
下

水
処

理
場

4
3
3
0
2
7
0

下
水

処
理

場
･ポ

ン
プ

場
維

持
管

理
業

務
B

 
 

 
○

 
 

 
C

省
力

化
を

進
め

、
さ

ら
に

現
在

直
営

の
施

設
に

つ
い

て
は

、
指

定
管

理
者

制
度

も
含

め
民

間
委

託
し

て
く

だ
さ

い
。

ま
た

業
務

委
託

先
選

定
に

あ
た

っ
て

は
競

争
入

札
導

入
を

検
討

し
て

く
だ

さ
い

。
2
1
9
,2

5
6

2
5
9
,1

5
7

0
0

4
7
8
,4

1
3

2
4
8
,7

0
8

3
0
3
,5

9
6
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１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
統 合 終 期 設 定

廃 止 休 止

総 合 評 価
芦

屋
市

行
政

評
価

委
員

会
コ

メ
ン

ト
人

件
費

直
　

接
事

業
費

他
部

門
経

　
費

減
　

価
償

却
費

事
業

費
計

一
般

財
源

直
接

事
業

費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
所

管
順

）

市
評

価
・
方

向
性

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト

所
管

課
事

業
N

O
事

務
事

業
名

平
成

１
５

年
度

決
算

建
設

部
都

市
計

画
課

5
2
3
0
4
9
0

都
市

計
画

情
報

管
理

シ
ス

テ
ム

の
維

持
管

理
B

 
○

 
 

 
 

 
B

利
用

者
の

利
便

性
を

高
め

る
こ

と
、

嘱
託

職
員

等
の

活
用

に
よ

り
効

率
化

に
努

め
て

下
さ

い
。

4
,5

4
9

4
7
3

0
0

5
,0

2
2

4
,6

5
3

 

建
設

部
ま

ち
づ

く
り

･開
発

事
業

担
当

4
4
1
0
0
2
0

大
規

模
建

築
物

等
の

届
出

等
B

 
　

○
 

 
 

 
B

嘱
託

職
員

等
の

活
用

に
よ

り
、

業
務

の
効

率
化

に
努

め
て

下
さ

い
。

4
,7

2
0

5
9
7

0
0

5
,3

1
7

5
,3

1
7

1
,4

1
6

建
設

部
開

発
指

導
課

1
2
2
0
0
8
0

危
険

宅
地

等
宅

地
防

災
事

務
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
2
,9

5
5

1
1

0
0

2
,9

6
6

2
,9

6
6

1
1

建
設

部
開

発
指

導
課

4
1
1
0
1
6
0

芦
屋

市
住

み
よ

い
ま

ち
づ

く
り

条
例

に
よ

る
住

環
境

の
保

全
及

び
育

成
に

係
る

事
務

B
 

 
○

 
 

 
 

B
F
A

Q
（
よ

く
あ

る
質

問
）
な

ど
を

提
供

す
る

こ
と

に
よ

り
、

届
出

者
の

利
便

性
向

上
、

事
務

の
軽

減
を

図
っ

て
下

さ
い

。
1
3
,3

3
8

3
5
4

0
0

1
3
,6

9
2

1
3
,6

9
2

3
5
4

建
設

部
開

発
指

導
課

4
1
1
0
1
8
0

芦
屋

市
生

活
環

境
保

全
の

た
め

の
建

築
等

の
規

制
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
建

築
等

の
規

制
事

務
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
5
9
9

1
0

0
6
0
0

6
0
0

1

建
設

部
建

築
指

導
課

1
2
3
0
0
3
0

被
災

建
築

物
の

応
急

危
険

度
判

定
事

務
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
4
7
8

3
0

0
4
8
1

4
8
1

4

建
設

部
建

築
指

導
課

1
2
3
0
4
6
0

耐
震

改
修

促
進

法
に

関
す

る
事

務
B

 
○

 
 

 
 

 
B

　
9
2
7

6
0

0
9
3
3

9
3
3

1
4

建
設

部
建

築
指

導
課

1
3
1
0
1
6
0

建
設

リ
サ

イ
ク

ル
法

に
基

づ
く

分
別

解
体

の
審

査
事

務
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
3
,1

7
8

3
6

0
0

3
,2

1
4

3
,2

1
4

4
3

建
設

部
建

築
指

導
課

1
3
1
0
1
9
0

省
エ

ネ
法

に
基

づ
く

届
出

に
関

す
る

こ
と

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

3
2
8

3
0

0
3
3
1

3
3
1

4

建
設

部
建

築
指

導
課

2
5
3
0
0
1
0

福
祉

の
ま

ち
づ

く
り

条
例

に
基

づ
く

建
築

物
の

審
査

及
び

検
査

事
務

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

3
,1

7
8

3
6

0
0

3
,2

1
4

2
,9

9
8

4
3

建
設

部
建

築
指

導
課

2
5
3
0
0
2
0

ハ
ー

ト
ビ

ル
法

に
基

づ
く

認
定

等
事

務
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
3
2
8

3
0

0
3
3
1

3
3
1

4

建
設

部
建

築
指

導
課

4
1
3
0
1
1
0

建
築

基
準

法
の

施
行

に
関

す
る

事
務

A
　

○
　

　
　

　
　

C
市

の
関

与
す

べ
き

事
項

を
精

査
し

て
、

民
間

に
で

き
る

こ
と

は
民

間
に

任
せ

て
下

さ
い

。
5
0
,6

6
7

2
,5

4
2

0
0

5
3
,2

0
9

4
4
,8

8
9

2
,5

2
7

建
設

部
建

築
指

導
課

4
2
2
0
0
5
0

狭
隘

道
路

整
備

事
業

B
 

○
 

 
 

 
 

B
当

分
の

間
、

現
状

維
持

が
妥

当
と

考
え

ら
れ

ま
す

が
、

将
来

的
に

は
事

業
効

果
を

高
め

る
制

度
検

討
が

必
要

で
す

。
1
,4

7
8

9
7
6

0
0

2
,4

5
4

2
,4

5
4

5
,1

2
0

建
設

部
建

築
指

導
課

4
2
3
0
0
3
0

駐
車

場
法

に
規

定
す

る
建

築
物

で
あ

る
路

外
駐

車
場

の
設

置
に

関
す

る
事

務
C

 
○

 
 

 
 

 
C

　
2
3
1

0
0

0
2
3
1

2
3
1

 

建
設

部
建

築
指

導
課

4
3
1
0
2
5
0

住
宅

金
融

公
庫

か
ら

の
受

託
に

係
る

審
査

及
び

検
査

事
務

D
　

　
　

　
　

　
○

D
平

成
１

８
年

度
末

を
も

っ
て

の
事

務
終

了
に

あ
わ

せ
、

事
業

終
了

計
画

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
3
,0

8
1

3
6

0
0

3
,1

1
7

2
,9

3
0

4
3

建
設

部
建

築
指

導
課

4
3
1
0
2
6
0

租
税

特
別

措
置

法
に

基
づ

く
優

良
住

宅
の

認
定

事
務

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

3
2
8

3
0

0
3
3
1

2
9
6

4

建
設

部
建

築
指

導
課

4
4
2
0
6
0
0

屋
上

緑
化

計
画

の
届

出
に

関
す

る
こ

と
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
2
,1

9
5

1
8

0
0

2
,2

1
3

2
,2

0
8

1
7

建
設

部
街

路
課

4
2
1
0
0
9
0

街
路

事
業

(山
手

幹
線

)
B

 
　

○
 

 
 

 
B

さ
ら

に
事

業
費

の
節

減
に

努
め

て
下

さ
い

。
9
0
,8

7
7

2
,5

7
6
,7

4
6

0
0

2
,6

6
7
,6

2
3

2
0
0
,8

7
2

　

消
防

本
部

総
務

課
1
2
3
0
2
5
0

消
防

団
施

設
・
設

備
維

持
管

理
事

務
B

 
○

 
 

 
 

 
B

よ
り

効
果

的
・
効

率
的

に
業

務
が

実
施

で
き

る
よ

う
、

職
員

配
置

を
見

直
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

（
成

果
指

標
に

つ
い

て
は

再
検

討
し

て
下

さ
い

。
）

4
,3

8
4

4
8
4

0
0

4
,8

6
8

4
,8

6
8

1
,2

3
2

消
防

本
部

警
防

課
1
2
2
0
0
0
5

地
域

防
災

拠
点

・
地

区
防

災
拠

点
の

維
持

管
理

業
務

B
 

　
○

 
 

 
 

B
よ

り
効

果
的

・
効

率
的

に
業

務
が

実
施

で
き

る
よ

う
、

職
員

配
置

を
見

直
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

5
,3

8
8

3
4
2

0
0

5
,7

3
0

5
,7

3
0

6
2
5

消
防

本
部

警
防

課
1
2
2
0
0
1
0

地
域

防
災

拠
点

整
備

事
業

B
 

 
○

 
 

 
 

B
よ

り
効

果
的

・
効

率
的

に
業

務
が

実
施

で
き

る
よ

う
、

職
員

配
置

を
見

直
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

3
,7

1
4

0
0

0
3
,7

1
4

3
,7

1
4

　

消
防

本
部

警
防

課
1
2
2
0
0
2
0

地
区

防
災

拠
点

整
備

事
業

B
 

 
○

 
 

 
 

B
よ

り
効

果
的

・
効

率
的

に
業

務
が

実
施

で
き

る
よ

う
、

職
員

配
置

を
見

直
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

3
,0

2
2

0
0

0
3
,0

2
2

3
,0

2
2

　

消
防

本
部

警
防

課
1
2
3
0
0
2
0

火
災

・
警

戒
及

び
水

防
活

動
に

関
す

る
業

務
A

 
○

 
 

 
 

 
A

よ
り

効
果

的
・
効

率
的

に
業

務
が

実
施

で
き

る
よ

う
、

職
員

配
置

を
見

直
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

7
,6

7
4

2
3
6

0
0

7
,9

1
0

7
,9

1
0

5
4
5
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１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
統 合 終 期 設 定

廃 止 休 止

総 合 評 価
芦

屋
市

行
政

評
価

委
員

会
コ

メ
ン

ト
人

件
費

直
　

接
事

業
費

他
部

門
経

　
費

減
　

価
償

却
費

事
業

費
計

一
般

財
源

直
接

事
業

費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
所

管
順

）

市
評

価
・
方

向
性

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト

所
管

課
事

業
N

O
事

務
事

業
名

平
成

１
５

年
度

決
算

消
防

本
部

警
防

課
1
2
4
0
0
2
0

自
主

防
災

組
織

の
育

成
・
支

援
事

業
B

 
 

○
 

 
 

 
B

よ
り

効
果

的
・
効

率
的

に
業

務
が

実
施

で
き

る
よ

う
、

職
員

配
置

を
見

直
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

6
,7

4
2

0
0

0
6
,7

4
2

6
,7

4
2

 

消
防

本
部

警
防

課
1
2
4
0
0
6
0

火
災

証
明

等
発

行
及

び
各

種
願

届
出

処
理

B
 

　
○

 
 

 
 

C
人

件
費

（
活

動
配

分
）
が

０
．

８
人

年
と

な
っ

て
い

ま
す

が
、

事
務

量
か

ら
み

て
削

減
が

可
能

と
思

わ
れ

ま
す

。
6
,6

2
5

0
0

0
6
,6

2
5

6
,6

2
5

 

消
防

本
部

警
防

課
救

急
救

助
担

当
2
1
4
0
0
5
0

応
急

救
護

知
識

の
普

及
啓

発
B

 
 

○
 

 
 

 
B

現
在

実
施

の
講

習
会

に
加

え
て

、
啓

も
う

啓
発

活
動

に
つ

い
て

は
、

消
防

法
上

の
規

程
を

遵
守

し
つ

つ
、

費
用

対
効

果
を

考
慮

し
た

計
画

的
実

施
が

望
ま

れ
ま

す
。

1
4
,9

8
1

2
,4

0
2

0
0

1
7
,3

8
3

1
5
,2

2
7

4
2
7

消
防

本
部

通
信

装
備

担
当

1
2
3
0
1
1
0

消
防

の
指

令
統

制
・
情

報
の

処
理

A
 

○
 

 
 

 
 

A
　

5
,5

0
0

1
,6

2
8

0
0

7
,1

2
8

7
,1

2
8

1
,7

8
0

消
防

本
部

通
信

装
備

担
当

1
2
3
0
1
5
0

消
防

用
機

械
器

具
の

整
備

・
改

善
及

び
技

術
指

導
・
研

修
A

 
○

 
 

 
 

 
B

事
業

の
く

く
り

に
つ

い
て

、
車

両
・
機

材
器

具
・
資

機
材

の
維

持
管

理
と

し
て

、
ひ

と
つ

に
統

一
す

る
よ

う
検

討
し

て
下

さ
い

。
3
,1

0
5

1
,7

4
2

0
0

4
,8

4
7

3
,4

5
7

2
,7

1
7

消
防

本
部

通
信

装
備

担
当

1
2
3
0
3
0
0

消
防

用
車

両
の

維
持

・
管

理
業

務
B

 
○

 
 

 
 

 
B

事
業

の
く

く
り

に
つ

い
て

、
車

両
・
機

材
器

具
・
資

機
材

の
維

持
管

理
と

し
て

、
ひ

と
つ

に
統

一
す

る
よ

う
検

討
し

て
下

さ
い

。
3
,3

1
2

7
,3

3
4

0
3
5
,8

8
4

4
6
,5

3
0

4
6
,5

3
0

5
,4

7
2

消
防

本
部

通
信

装
備

担
当

1
2
3
0
3
1
0

消
防

活
動

用
資

機
材

の
維

持
・
管

理
業

務
A

 
○

 
 

 
 

 
B

事
業

の
く

く
り

に
つ

い
て

、
車

両
・
機

材
器

具
・
資

機
材

の
維

持
管

理
と

し
て

、
ひ

と
つ

に
統

一
す

る
よ

う
検

討
し

て
下

さ
い

。
2
,5

0
6

1
,2

0
2

0
0

3
,7

0
8

3
,7

0
8

1
,5

1
5

消
防

本
部

通
信

装
備

担
当

1
2
3
0
3
4
0

消
防

・
救

急
無

線
の

運
用

及
び

維
持

・
管

理
業

務
A

 
○

 
 

 
 

 
A

 
4
,9

7
3

9
3

0
0

5
,0

6
6

5
,0

6
6

9
4

消
防

本
部

通
信

装
備

担
当

2
3
4
0
3
4
0

緊
急

通
報

シ
ス

テ
ム

受
信

業
務

A
 

○
 

 
 

 
 

B
人

件
費

（
活

動
配

分
）
が

０
．

６
人

年
と

な
っ

て
い

ま
す

が
、

事
務

量
か

ら
み

て
削

減
が

可
能

と
思

わ
れ

ま
す

。
5
,7

3
5

0
0

0
5
,7

3
5

5
,7

3
5

0

消
防

本
部

予
防

課
1
2
2
0
1
1
0

建
築

物
の

消
防

同
意

A
 

○
 

 
 

 
 

A
 

4
,9

5
6

0
0

0
4
,9

5
6

4
,9

5
6

1

消
防

本
部

予
防

課
1
2
2
0
1
2
0

防
火

対
象

物
の

指
定

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

8
,4

7
4

0
0

0
8
,4

7
4

8
,4

7
4

 

消
防

本
部

予
防

課
1
2
2
0
1
3
0

防
火

対
象

物
定

期
点

検
報

告
制

度
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
7
,1

3
4

0
0

0
7
,1

3
4

7
,1

3
4

 

消
防

本
部

予
防

課
1
2
2
0
1
4
0

防
火

管
理

者
講

習
会

B
 

　
○

 
 

 
 

B
開

催
回

数
の

増
加

に
よ

り
受

講
人

数
を

増
や

す
よ

う
進

め
て

下
さ

い
。

7
,9

4
0

1
4
9

0
0

8
,0

8
9

7
,7

0
1

2
4
8

消
防

本
部

予
防

課
1
2
2
0
1
5
0

危
険

物
の

規
制

A
 

○
 

 
 

 
 

A
 

3
,7

6
6

0
0

0
3
,7

6
6

3
,7

6
6

 

消
防

本
部

予
防

課
1
2
2
0
1
6
0

危
険

物
取

扱
者

の
指

導
A

 
 

○
 

 
 

 
A

 
1
,8

8
3

0
0

0
1
,8

8
3

1
,8

8
3

 

消
防

本
部

予
防

課
1
2
2
0
1
7
0

防
火

対
象

物
・
危

険
物

施
設

の
違

反
処

理
A

 
○

　
 

 
 

 
A

 
4
,7

9
4

0
0

0
4
,7

9
4

4
,7

9
4

 

消
防

本
部

予
防

課
1
2
2
0
1
8
0

火
災

予
防

の
指

導
と

広
報

及
び

予
防

統
計

B
 

　
○

 
 

 
 

B
 

1
1
,6

8
2

3
9

0
0

1
1
,7

2
1

1
1
,7

2
1

2
8

消
防

本
部

予
防

課
1
2
2
0
2
7
0

液
化

石
油

ガ
ス

設
備

，
高

圧
ガ

ス
消

費
施

設
，

火
薬

庫
等

へ
の

立
入

検
査

火
災

予
防

措
置

C
 

 
○

 
 

 
 

C
事

務
量

か
ら

し
て

人
件

費
（
活

動
配

分
）
が

高
す

ぎ
る

と
思

わ
れ

ま
す

。
1
,8

8
3

0
0

0
1
,8

8
3

1
,8

8
3

 

消
防

本
部

予
防

課
1
2
2
0
2
8
0

消
防

用
設

備
等

の
設

置
規

制
・
指

導
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
1
0
,0

5
7

0
0

0
1
0
,0

5
7

1
0
,0

5
7

 

消
防

本
部

予
防

課
1
2
4
0
1
3
0

芦
屋

危
険

物
安

全
協

会
，

芦
屋

市
少

年
消

防
ク

ラ
ブ

の
育

成
指

導
D

 
 

○
 

 
 

 
C

人
件

費
（
活

動
配

分
）
が

０
．

７
５

人
年

と
な

っ
て

い
ま

す
が

、
事

務
量

か
ら

み
て

削
減

が
可

能
と

思
わ

れ
ま

す
。

ま
た

、
危

険
物

を
取

り
扱

う
業

者
が

減
少

し
て

い
る

の
で

、
職

員
配

置
の

あ
り

方
を

見
直

す
必

要
が

あ
り

ま
す

。

5
,0

3
7

3
9

0
0

5
,0

7
6

5
,0

7
6

6
7

消
防

署
・
高

浜
分

署
　

1
2
2
0
2
0
0

防
火

対
象

物
，

消
防

用
設

備
の

検
査

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

7
7
,4

0
6

0
0

0
7
7
,4

0
6

7
7
,4

0
6

 

消
防

署
・
高

浜
分

署
　

1
2
2
0
2
1
0

防
火

対
象

物
，

危
険

物
施

設
等

の
立

入
検

査
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
6
7
,4

0
6

0
0

0
6
7
,4

0
6

6
7
,4

0
6

 

消
防

署
　

1
2
2
0
2
2
0

防
火

管
理

者
の

選
解

任
及

び
指

導
B

 
 

○
 

 
 

 
B

 
5
,0

9
5

0
0

0
5
,0

9
5

5
,0

9
5

 

消
防

署
・
高

浜
分

署
　

1
2
2
0
2
3
0

そ
の

他
の

災
害

警
防

ぎ
ょ

及
び

各
種

調
査

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

7
2
,7

1
5

0
0

0
7
2
,7

1
5

7
2
,7

1
5

0

17



１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
統 合 終 期 設 定

廃 止 休 止

総 合 評 価
芦

屋
市

行
政

評
価

委
員

会
コ

メ
ン

ト
人

件
費

直
　

接
事

業
費

他
部

門
経

　
費

減
　

価
償

却
費

事
業

費
計

一
般

財
源

直
接

事
業

費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
所

管
順

）

市
評

価
・
方

向
性

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト

所
管

課
事

業
N

O
事

務
事

業
名

平
成

１
５

年
度

決
算

消
防

署
・
高

浜
分

署
　

1
2
3
0
1
9
0

火
災

，
救

急
救

助
現

場
活

動
A

 
○

 
 

 
 

 
A

 
1
2
7
,8

8
8

0
0

0
1
2
7
,8

8
8

1
2
7
,8

8
8

 

消
防

署
・
高

浜
分

署
　

1
2
3
0
2
0
0

火
災

調
査

，
救

急
救

助
事

後
処

理
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
9
0
,4

3
2

0
0

0
9
0
,4

3
2

9
0
,4

3
2

0

消
防

署
・
高

浜
分

署
　

1
2
4
0
0
8
0

消
防

訓
練

と
応

急
手

当
普

及
啓

発
B

 
 

○
 

 
 

 
B

 
4
5
,9

5
8

0
0

0
4
5
,9

5
8

4
5
,9

5
8

 

消
防

署
・
高

浜
分

署
 

1
2
4
0
0
9
0

火
災

予
防

相
談

と
防

火
思

想
の

普
及

啓
発

B
 

　
○

 
 

 
 

C
業

務
量

か
ら

み
て

、
１

年
間

で
１

．
４

人
も

要
す

る
と

は
考

え
ら

れ
な

い
事

業
で

す
。

1
2
,7

4
4

0
0

0
1
2
,7

4
4

1
2
,7

4
4

 

教
育

委
員

会
管

理
部

総
務

課
3
1
2
0
2
2
0

芦
屋

市
奨

学
金

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

2
,9

2
3

2
5
,3

7
8

0
0

2
8
,3

0
1

2
8
,3

0
1

1
8
,1

9
2

教
育

委
員

会
管

理
部

総
務

課
3
1
2
0
2
3
0

要
保

護
及

び
準

要
保

護
児

童
生

徒
就

学
援

助
費

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

2
,9

2
3

1
6
,7

2
9

0
0

1
9
,6

5
2

1
7
,1

4
3

2
1
,3

1
3

教
育

委
員

会
管

理
部

総
務

課
3
1
2
0
2
4
0

義
務

教
育

児
童

生
徒

就
学

援
助

費
(国

庫
補

助
対

象
外

)
D

 
 

 
 

○
 

 
B

 生
活

保
護

の
観

点
か

ら
，

廃
止

を
検

討
す

る
前

に
よ

り
効

果
的

な
事

業
形

態
を

検
討

し
て

く
だ

さ
い

。
6
5
6

2
1
7

0
0

8
7
3

8
7
3

4
7
9

教
育

委
員

会
管

理
部

総
務

課
3
1
2
0
2
6
0

高
等

学
校

修
学

旅
行

費
援

助
費

D
 

 
 

 
 

 
○

D
廃

止
の

方
向

で
検

討
し

て
く

だ
さ

い
。

3
2
8

1
,1

2
5

0
0

1
,4

5
3

1
,4

5
3

1
,3

5
0

教
育

委
員

会
管

理
部

総
務

課
3
1
2
0
2
8
0

私
立

幼
稚

園
就

園
奨

励
費

補
助

金
B

 
 

○
 

 
 

 
B

国
補

助
の

実
情

と
照

ら
し

て
、

市
と

し
て

妥
当

な
補

助
額

を
定

め
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

3
,0

6
8

1
2
,2

6
4

0
0

1
5
,3

3
2

1
1
,7

6
7

1
4
,2

4
1

教
育

委
員

会
管

理
部

総
務

課
3
1
2
0
2
9
0

私
立

幼
稚

園
就

園
奨

励
補

助
金

(保
護

者
負

担
軽

減
)

B
 

 
○

 
 

 
 

B
 

6
5
6

2
,4

7
2

0
0

3
,1

2
8

3
,1

2
8

3
,0

6
9

教
育

委
員

会
管

理
部

総
務

課
3
1
2
0
3
0
0

朝
鮮

人
学

校
就

学
扶

助
費

D
 

○
 

 
 

 
 

B
制

度
と

し
て

の
有

効
性

は
現

在
あ

り
ま

せ
ん

が
、

制
度

そ
の

も
の

は
現

状
維

持
が

妥
当

で
す

。
0

0
0

0
0

0
2
1
7

教
育

委
員

会
管

理
部

施
設

課
3
1
4
0
0
2
0

精
道

小
学

校
校

舎
建

替
整

備
事

業
B

 
 

○
 

 
 

 
B

 
3
,3

5
2

2
3
,6

3
5

3
3
8

0
2
7
,3

2
5

2
7
,3

2
5

　

教
育

委
員

会
管

理
部

施
設

課
3
1
4
0
0
3
0

小
学

校
施

設
整

備
事

業
B

 
 

○
 

 
 

 
B

整
備

対
象

の
箇

所
評

価
を

慎
重

に
行

い
、

予
算

の
範

囲
内

で
最

大
の

効
果

が
発

現
さ

れ
る

よ
う

に
実

行
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
6
,2

2
0

3
8
,4

5
1

4
,5

8
9

0
4
9
,2

6
0

2
0
,3

3
5

　

教
育

委
員

会
管

理
部

施
設

課
3
1
4
0
0
4
0

中
学

校
施

設
整

備
事

業
B

 
 

○
 

 
 

 
B

整
備

対
象

の
箇

所
評

価
を

慎
重

に
行

い
、

予
算

の
範

囲
内

で
最

大
の

効
果

が
発

現
さ

れ
る

よ
う

に
実

行
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
4
,6

6
5

1
9
,3

3
4

1
,8

0
5

0
2
5
,8

0
4

6
,6

0
4

　

教
育

委
員

会
管

理
部

施
設

課
3
1
4
0
0
6
0

幼
稚

園
施

設
整

備
B

 
 

○
 

 
 

 
B

整
備

対
象

の
箇

所
評

価
を

慎
重

に
行

い
、

予
算

の
範

囲
内

で
最

大
の

効
果

が
発

現
さ

れ
る

よ
う

に
実

行
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
2
,5

1
1

8
,9

2
0

6
7
6

0
1
2
,1

0
7

1
2
,1

0
7

　

教
育

委
員

会
管

理
部

施
設

課
3
1
4
0
0
7
0

学
校

園
施

設
警

備
業

務
B

 
 

○
 

 
 

 
B

学
校

へ
の

部
外

者
侵

入
に

よ
る

事
件

を
防

ぐ
た

め
に

も
、

事
業

継
続

が
必

要
で

す
が

、
校

庭
開

放
事

業
管

理
人

業
務

と
の

統
合

検
討

や
、

入
札

等
に

よ
る

経
費

の
抑

制
に

努
め

て
下

さ
い

。
1
,5

5
5

2
6
,6

8
7

0
0

2
8
,2

4
2

2
8
,2

4
2

2
7
,1

5
0

教
育

委
員

会
管

理
部

施
設

課
3
1
4
0
0
8
0

学
校

園
施

設
保

守
点

検
業

務
B

 
○

 
 

 
 

 
B

整
備

対
象

の
箇

所
評

価
を

慎
重

に
行

い
、

予
算

の
範

囲
内

で
最

大
の

効
果

が
発

現
さ

れ
る

よ
う

に
実

行
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
1
,5

5
5

1
5
,0

1
8

0
0

1
6
,5

7
3

1
6
,5

7
3

1
7
,2

6
0

教
育

委
員

会
管

理
部

施
設

課
3
1
4
0
0
9
0

学
校

園
施

設
補

修
B

 
 

○
 

 
 

 
B

整
備

対
象

の
箇

所
評

価
を

慎
重

に
行

い
、

予
算

の
範

囲
内

で
最

大
の

効
果

が
発

現
さ

れ
る

よ
う

に
実

行
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
2
,0

3
3

3
3
,4

2
9

0
0

3
5
,4

6
2

3
5
,4

6
2

2
9
,3

0
0

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
2
4
1
0
1
5
0

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
セ

ン
タ

ー
管

理
運

営
B

 
 

 
 

　
○

 
C

他
の

相
談

事
業

と
の

統
合

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
2
,3

5
5

6
,4

5
2

0
0

8
,8

0
7

8
,8

0
7

6
,0

1
6

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
2
5
2
0
0
2
0

障
害

児
教

育
振

興
事

業
（
学

級
運

営
費

含
む

）
B

 
 

○
 

 
 

 
B

 
3
,4

3
1

3
,3

5
3

0
0

6
,7

8
4

6
,7

8
4

4
,7

3
2

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
3
1
1
0
0
1
0

特
色

あ
る

学
校

園
づ

く
り

支
援

事
業

C
 

 
○

 
 

 
 

C
 

4
,5

0
9

2
,5

2
0

0
0

7
,0

2
9

7
,0

2
9

3
,1

7
0

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
3
1
1
0
0
2
0

学
校

園
創

立
記

念
事

業
D

 
 

　
 

○
 

 
C

事
業

内
容

の
見

直
し

を
行

い
、

経
費

は
最

少
限

で
行

う
必

要
が

あ
り

ま
す

。
1
,8

4
1

5
5
1

0
0

2
,3

9
2

2
,3

9
2

4
1
6

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
3
1
2
0
0
3
0

国
際

理
解

教
育

事
業

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

5
,3

4
2

1
2
,6

3
5

0
0

1
7
,9

7
7

1
7
,9

7
7

1
3
,3

4
4

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
3
1
2
0
0
4
0

文
化

体
育

振
興

事
業

C
 

 
○

 
 

 
 

B
見

学
者

・
参

加
者

等
を

増
や

す
啓

発
方

法
の

検
討

を
し

て
く

だ
さ

い
。

3
,7

1
7

1
,7

3
0

0
0

5
,4

4
7

5
,4

4
7

2
,4

5
3

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
3
1
2
0
0
6
0

学
校

防
災

教
育

の
推

進
B

 
 

○
 

 
 

 
B

 
3
,4

3
1

4
2
0

0
0

3
,8

5
1

3
,8

5
1

8
1
6

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
3
1
2
0
0
7
0

適
応

教
室

実
施

事
業

B
 

 
○

 
 

 
 

C
他

の
相

談
事

業
と

の
統

合
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

1
5
,2

8
9

7
,2

1
7

0
0

2
2
,5

0
6

2
1
,6

0
6

1
,2

9
2

18



１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
統 合 終 期 設 定

廃 止 休 止

総 合 評 価
芦

屋
市

行
政

評
価

委
員

会
コ

メ
ン

ト
人

件
費

直
　

接
事

業
費

他
部

門
経

　
費

減
　

価
償

却
費

事
業

費
計

一
般

財
源

直
接

事
業

費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
所

管
順

）

市
評

価
・
方

向
性

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト

所
管

課
事

業
N

O
事

務
事

業
名

平
成

１
５

年
度

決
算

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
3
1
2
0
0
8
0

道
徳

教
育

の
充

実
推

進
事

業
B

 
 

○
 

 
 

 
B

 
5
,5

2
2

1
,0

7
6

0
0

6
,5

9
8

6
,5

9
8

6
9
3

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
3
1
2
0
0
9
0

セ
カ

ン
ド

ス
ク

ー
ル

事
業

（
小

学
校

）
B

 
 

○
 

 
 

 
B

 
3
,4

3
1

9
,3

0
6

0
0

1
2
,7

3
7

8
,1

6
4

1
0
,0

5
9

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
3
1
2
0
1
1
0

ト
ラ

イ
や

る
・
ウ

ィ
ー

ク
推

進
事

業
B

 
 

○
 

 
 

 
B

魅
力

あ
る

事
業

で
す

が
、

 そ
の

効
果

は
不

明
瞭

で
あ

り
、

県
補

助
を

前
提

に
実

施
す

る
事

業
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
4
,3

8
7

3
,1

8
4

0
0

7
,5

7
1

5
,4

5
4

3
,6

0
0

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
3
1
2
0
1
2
0

安
全

教
育

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

2
,4

7
5

1
,2

9
1

0
0

3
,7

6
6

3
,7

6
6

4
9

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
3
1
2
0
1
3
0

学
校

体
育

（
大

会
経

費
含

む
）

B
 

 
○

 
 

 
 

B
 

3
,3

0
0

6
,8

9
2

0
0

1
0
,1

9
2

1
0
,1

9
2

7
,4

4
7

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
3
1
2
0
1
4
0

標
準

教
材

品
目

整
備

B
 

 
○

 
 

 
 

B
標

準
教

材
の

活
用

状
況

を
把

握
し

、
真

に
必

要
な

も
の

を
購

入
し

て
く

だ
さ

い
。

5
,8

2
2

1
2
,1

5
7

0
0

1
7
,9

7
9

1
7
,9

7
9

1
0
,7

0
3

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
3
1
2
0
1
5
0

学
校

保
健

一
般

管
理

（
助

成
含

む
）

A
 

○
　

 
 

 
 

A
 

3
8
,8

6
7

5
9
,3

3
3

0
0

9
8
,2

0
0

9
8
,1

6
7

6
2
,4

6
9

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
3
1
2
0
1
7
0

学
校

給
食

関
係

事
務

B
 

 
○

 
 

 
 

B
 

4
,5

1
7

3
0
,8

7
9

0
0

3
5
,3

9
6

3
3
,1

2
1

2
7
,5

5
5

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
3
1
2
0
3
4
0

義
務

教
育

情
報

機
器

活
用

事
業

B
 

 
○

 
 

 
 

B
 

3
,6

5
7

4
1
,6

0
2

0
0

4
5
,2

5
9

4
3
,7

1
6

4
2
,6

7
6

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
3
1
2
0
3
6
0

い
き

い
き

学
校

応
援

事
業

D
 

 
 

 
 

○
 

D
 

2
,7

1
7

1
,1

6
6

0
0

3
,8

8
3

3
,3

0
4

1
,2

6
5

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
3
1
3
0
0
1
0

生
徒

指
導

対
策

事
業

B
 

 
○

 
 

 
 

B
 

4
,3

8
7

4
5
9

0
0

4
,8

4
6

4
,8

4
6

4
4
4

教
育

委
員

会
学

校
教

育
課

み
ど

り
学

級
2
5
2
0
0
3
0

み
ど

り
学

級
の

運
営

事
業

D
 

 
 

 
 

○
 

B
平

成
１

６
年

度
中

に
、

教
育

委
員

会
で

、
施

設
の

あ
り

方
、

運
営

主
体

、
方

法
に

つ
い

て
検

討
し

結
論

を
出

し
て

く
だ

さ
い

。
5
7
,4

8
0

3
,1

1
6

0
3
,2

5
8

6
3
,8

5
4

6
3
,8

5
4

2
,9

2
5

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

打
出

教
育

文
化

セ
ン

タ
ー

3
1
2
0
2
0
0

打
出

教
育

文
化

セ
ン

タ
ー

一
般

事
業

D
 

 
 

 
 

○
 

C
他

の
相

談
事

業
と

の
統

合
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

5
,4

2
0

2
,2

0
1

0
0

7
,6

2
1

7
,6

2
1

2
,2

0
9

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

打
出

教
育

文
化

セ
ン

タ
ー

3
1
3
0
0
4
0

打
出

教
育

文
化

セ
ン

タ
ー

教
育

研
究

推
進

と
研

修
事

業
B

 
 

○
 

 
 

 
B

研
究

、
研

修
の

効
果

が
、

学
校

の
授

業
に

反
映

さ
れ

る
よ

う
な

内
容

と
な

っ
て

い
る

か
否

か
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

1
1
,9

9
6

2
,8

1
8

0
0

1
4
,8

1
4

1
4
,8

1
4

3
,5

8
3

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

打
出

教
育

文
化

セ
ン

タ
ー

3
1
3
0
0
5
0

打
出

教
育

文
化

セ
ン

タ
ー

出
版

刊
行

事
業

B
 

 
○

 
 

 
 

C
事

務
量

か
ら

し
て

、
活

動
配

分
が

０
．

７
人

年
を

要
し

て
お

り
、

削
減

も
し

く
は

、
委

託
化

が
可

能
か

ど
う

か
、

検
討

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

6
,6

1
8

8
5

0
0

6
,7

0
3

6
,7

0
3

2
6
1

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

打
出

教
育

文
化

セ
ン

タ
ー

3
1
3
0
0
6
0

打
出

教
育

文
化

セ
ン

タ
ー

管
理

運
営

D
 

 
 

○
 

 
 

C
民

間
活

力
を

導
入

す
る

こ
と

で
、

経
費

削
減

が
可

能
と

思
わ

れ
ま

す
。

9
,8

3
7

6
,9

5
5

0
0

1
6
,7

9
2

1
6
,5

3
2

7
,2

6
7

教
育

委
員

会
芦

屋
市

立
芦

屋
高

等
学

校
3
1
2
0
4
0
0

市
立

芦
屋

高
校

維
持

管
理

B
 

 
 

 
 

 
○

B
閉

校
に

合
わ

せ
準

備
を

進
め

て
く

だ
さ

い
。

2
3
,3

6
1

2
5
,0

9
6

0
0

4
8
,4

5
7

4
8
,4

5
7

2
6
,4

4
4

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

生
涯

学
習

課
2
4
1
0
2
1
0

校
庭

開
放

事
業

D
 

 
 

○
 

 
 

B
地

域
の

防
災

や
自

治
組

織
と

の
連

携
で

、
費

用
の

削
減

、
効

果
の

向
上

を
目

指
し

て
下

さ
い

。
2
,7

9
2

2
,2

5
4

0
0

5
,0

4
6

5
,0

3
9

2
,5

8
7

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

生
涯

学
習

課
2
4
2
0
0
2
0

子
育

て
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業
B

 
 

 
 

 
○

 
B

市
長

部
局

、
教

育
委

員
会

と
そ

れ
ぞ

れ
違

っ
た

形
で

子
育

て
支

援
を

行
っ

て
お

り
、

事
業

の
整

理
統

合
が

必
要

で
す

。
ま

た
運

営
主

体
は

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

に
任

せ
る

等
の

検
討

を
し

、
コ

ス
ト
削

減
に

努
め

て
く

だ
さ

い
。

9
,5

5
6

6
,4

3
2

0
0

1
5
,9

8
8

1
2
,3

7
8

7
,1

6
9

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

生
涯

学
習

課
3
2
1
0
2
8
0

三
条

分
室

及
び

三
条

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

の
維

持
管

理
B

 
 

 
○

 
 

 
C

維
持

管
理

業
務

は
専

門
性

、
効

率
性

の
面

か
ら

、
管

財
、

営
繕

部
門

等
に

よ
る

総
合

的
な

管
理

体
制

が
必

要
で

す
。

民
間

活
力

の
導

入
を

含
め

た
方

向
で

検
討

し
て

下
さ

い
。

4
,3

7
4

4
,5

9
0

3
3
8

0
9
,3

0
2

9
,3

0
2

4
,1

5
2

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

生
涯

学
習

課
3
2
3
0
0
1
0

コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
・
ス

ク
ー

ル
関

係
D

 
 

○
 

 
 

 
B

地
域

力
向

上
の

た
め

の
重

要
な

事
業

で
あ

り
、

地
域

の
リ
ー

ダ
ー

養
成

な
ど

の
課

題
を

克
服

で
き

る
よ

う
な

事
業

展
開

を
図

っ
て

下
さ

い
。

6
,0

2
7

4
,5

8
0

0
0

1
0
,6

0
7

1
0
,5

7
4

4
,5

4
3

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

市
民

セ
ン

タ
ー

3
2
1
0
2
1
0

市
民

セ
ン

タ
ー

管
理

運
営

B
 

 
 

○
 

 
 

C
管

理
委

託
先

（
文

化
振

興
財

団
）
か

ら
の

再
委

託
の

割
合

も
高

く
、

効
率

性
に

課
題

が
あ

る
と

考
え

ま
す

。
指

定
管

理
者

制
度

導
入

も
含

め
て

検
討

し
て

下
さ

い
。

9
,6

8
0

1
3
3
,5

7
2

0
0

1
4
3
,2

5
2

1
4
3
,2

5
2

1
3
9
,8

2
5

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

文
化

財
課

3
2
6
0
0
2
0

発
掘

調
査

の
円

滑
化

B
 

 
○

 
 

 
 

C
対

費
用

効
果

も
考

慮
に

入
れ

、
他

の
調

査
機

関
へ

の
委

託
範

囲
を

拡
大

し
て

く
だ

さ
い

2
1
,6

2
1

3
5
,4

9
8

0
0

5
7
,1

1
9

3
0
,5

1
9

2
5
,0

0
0

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

文
化

財
課

3
2
6
0
0
3
0

市
内

文
化

財
の

保
護

B
 

 
○

 
 

 
 

B
建

築
主

の
経

済
的

な
損

失
を

軽
減

す
る

た
め

に
も

、
試

掘
に

よ
る

見
極

め
向

上
、

発
掘

期
間

の
短

縮
が

課
題

で
す

。
3
,4

0
8

7
,0

0
0

0
0

1
0
,4

0
8

1
0
,4

0
8

7
,2

3
5

19



１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
統 合 終 期 設 定

廃 止 休 止

総 合 評 価
芦

屋
市

行
政

評
価

委
員

会
コ

メ
ン

ト
人

件
費

直
　

接
事

業
費

他
部

門
経

　
費

減
　

価
償

却
費

事
業

費
計

一
般

財
源

直
接

事
業

費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
所

管
順

）

市
評

価
・
方

向
性

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト

所
管

課
事

業
N

O
事

務
事

業
名

平
成

１
５

年
度

決
算

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
2
4
1
0
1
6
0

青
少

年
育

成
事

業
(小

・
中

学
生

レ
ク

リ
ェ

ー
シ

ョ
ン

キ
ャ

ン
プ

)
D

 
 

 
 

 
 

○
C

事
業

の
妥

当
性

は
あ

り
ま

す
が

、
受

益
者

が
ご

く
一

部
の

小
中

学
生

に
限

ら
れ

て
い

ま
す

。
受

益
者

を
増

や
し

た
り

、
コ

ス
ト
削

減
す

る
な

ど
、

具
体

的
な

方
策

を
見

直
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

1
,4

3
0

5
7
8

0
0

2
,0

0
8

1
,8

9
2

8
0
0

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
2
4
1
0
1
7
0

青
少

年
育

成
事

業
(手

作
り

教
室

等
)

D
 

 
 

○
 

 
 

C
事

業
の

妥
当

性
は

あ
り

ま
す

が
、

受
益

者
が

ご
く

一
部

の
小

中
学

生
に

限
ら

れ
て

い
ま

す
。

受
益

者
を

増
や

し
た

り
、

コ
ス

ト
削

減
す

る
な

ど
、

具
体

的
な

方
策

を
見

直
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

1
,9

8
0

3
0
4

0
0

2
,2

8
4

2
,2

3
5

2
3
2

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
2
4
1
0
2
2
0

青
少

年
保

護
対

策
事

業
(芦

屋
市

留
守

家
庭

児
童

会
事

業
)

B
 

 
○

 
 

 
 

B
 

7
8
,4

5
8

1
0
,3

4
8

0
0

8
8
,8

0
6

7
9
,3

6
6

2
,3

1
1

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
3
2
1
0
1
3
0

成
人

式
D

 
 

　
○

 
 

 
C

実
施

主
体

や
式

典
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
編

成
な

ど
新

成
人

や
２

１
歳

（
前

年
出

席
者

）
の

意
見

を
加

味
し

、
事

業
の

あ
り

方
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

2
,5

7
9

9
6
1

0
0

3
,5

4
0

3
,5

4
0

1
,2

5
5

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
3
2
2
0
0
1
0

青
少

年
団

体
及

び
リ
ー

ダ
ー

育
成

事
業

(青
少

年
リ
ー

ダ
ー

の
育

成
)

D
 

 
 

○
 

 
 

C
育

成
対

象
の

中
高

校
生

の
参

加
者

数
を

も
っ

と
増

や
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

2
,5

3
1

0
0

0
2
,5

3
1

2
,5

3
1

 

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
3
2
4
0
0
1
0

体
育

指
導

委
員

B
 

 
○

 
 

 
 

B
 

2
,8

3
9

1
,7

5
0

0
0

4
,5

8
9

4
,5

8
9

2
,1

1
0

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
3
2
4
0
0
2
0

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ﾘｰ

ﾀ
ﾞｰ

認
定

講
習

会
D

 
 

 
 

○
 

 
C

受
講

し
た

ス
ポ

ー
ツ

リ
ー

ダ
ー

の
、

そ
の

後
の

活
動

を
フ

ォ
ロ

ー
し

、
事

業
の

あ
り

方
を

再
検

討
し

て
下

さ
い

。
1
,6

1
2

2
3
5

0
0

1
,8

4
7

1
,8

4
7

3
0
0

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
3
2
4
0
0
3
0

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ﾘｰ

ﾀ
ﾞｰ

ﾊ
ﾞﾝ

ｸ
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
1
,1

3
4

7
7

0
0

1
,2

1
1

1
,2

1
1

4
1
8

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
3
2
4
0
0
4
0

体
育

の
日

の
行

事
D

 
 

 
○

 
 

 
C

行
事

参
加

者
の

そ
の

後
の

ス
ポ

ー
ツ

へ
の

親
し

み
度

合
い

な
ど

を
把

握
、

検
討

し
、

事
業

の
あ

り
方

を
再

検
討

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

3
,4

9
4

4
2
6

0
0

3
,9

2
0

3
,9

2
0

5
7
0

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
3
2
4
0
0
5
0

市
民

ゴ
ル

フ
大

会
D

 
 

 
 

 
○

 
D

市
関

与
の

妥
当

性
は

あ
り

ま
せ

ん
。

2
,8

3
9

2
8
0

0
0

3
,1

1
9

3
,1

1
9

2
0
0

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
3
2
4
0
0
6
0

生
活

の
中

に
ひ

と
汗

運
動

D
 

 
 

 
 

○
 

D
も

っ
と

参
加

者
を

増
や

す
工

夫
が

で
き

る
か

を
ま

ず
検

討
し

て
く

だ
さ

い
。

参
加

者
が

増
え

な
い

状
況

が
続

け
ば

、
事

業
廃

止
せ

ざ
る

を
得

ま
せ

ん
。

1
,1

3
4

8
1

0
0

1
,2

1
5

1
,2

1
5

7
8

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
3
2
4
0
0
7
0

ﾆ
ｭ
ｰ

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
・
ﾚ
ｸ
ﾘｴ

ｰ
ｼ

ｮﾝ
啓

発
事

業
D

 
 

 
○

 
 

 
C

参
加

者
数

が
少

な
く

、
市

実
施

の
事

業
と

し
て

の
有

効
性

が
低

い
と

考
え

ら
れ

ま
す

。
も

っ
と

参
加

者
を

増
や

す
工

夫
が

必
要

で
す

。
1
,7

6
2

3
3
7

0
0

2
,0

9
9

2
,0

9
9

3
5
6

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
3
2
4
0
0
8
0

競
技

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
推

進
事

業
D

 
 

 
　

 
 

○
C

市
関

与
の

妥
当

性
は

低
い

で
す

が
、

重
要

な
競

技
に

つ
い

て
は

、
協

賛
方

式
（
補

助
金

）
で

、
事

業
の

継
続

が
可

能
か

ど
う

か
検

討
し

て
下

さ
い

。
2
,0

9
0

7
2
0

0
0

2
,8

1
0

2
,8

1
0

9
6
2

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
3
2
4
0
1
1
0

ス
ポ

ー
ツ

・
フ

ォ
ー

・
エ

ブ
リ
ワ

ン
推

進
事

業
B

 
 

○
 

 
 

 
B

 
1
,6

1
2

1
9
6

0
0

1
,8

0
8

1
,8

0
8

1
0
7

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
3
2
4
0
1
6
0

海
浜

公
園

プ
ー

ル
管

理
運

営
D

 
 

 
○

 
 

 
C

受
益

者
負

担
の

見
直

し
、

も
し

く
は

指
定

管
理

者
制

度
の

可
否

に
つ

い
て

検
討

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

9
,5

5
7

6
6
,9

2
8

0
9
,2

3
7

8
5
,7

2
2

3
8
,7

3
6

7
0
,5

0
9

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
3
2
4
0
1
8
0

ス
ポ

ー
ツ

振
興

基
金

事
業

D
 

 
 

 
○

　
　

C
表

彰
対

象
は

特
定

市
民

に
限

ら
れ

る
傾

向
に

あ
り

ま
す

。
事

業
の

あ
り

方
の

再
検

討
が

必
要

で
す

。
2
,0

3
3

3
2
7

0
0

2
,3

6
0

2
,3

6
0

3
8
9

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
3
2
4
0
2
0
0

体
育

館
管

理
運

営
D

 
 

 
○

 
 

 
C

受
益

者
負

担
の

見
直

し
、

も
し

く
は

指
定

管
理

者
制

度
の

可
否

に
つ

い
て

検
討

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

3
,4

6
7

5
6
,8

2
7

0
4
9
,0

6
8

1
0
9
,3

6
2

8
1
,5

5
4

5
9
,4

0
6

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
3
2
4
0
2
1
0

中
央

公
園

野
球

場
，

川
西

運
動

場
，

芝
生

広
場

管
理

運
営

D
 

 
 

○
 

 
 

C
他

の
公

の
施

設
と

統
合

し
た

指
定

管
理

者
制

度
の

導
入

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
1
,0

7
7

2
0
,9

8
0

0
0

2
2
,0

5
7

1
6
,4

4
7

2
2
,7

0
7

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
3
2
4
0
2
2
0

テ
ニ

ス
コ

ー
ト
の

運
営

管
理

D
 

 
 

○
 

 
 

C
他

の
公

の
施

設
と

統
合

し
た

指
定

管
理

者
制

度
の

導
入

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
1
,0

7
7

1
,0

6
7

0
0

2
,1

4
4

0
1
,2

4
7

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
3
2
4
0
2
3
0

市
民

プ
ー

ル
管

理
運

営
D

 
 

 
○

 
 

 
D

駐
車

場
が

な
く

、
こ

れ
以

上
の

利
用

者
増

も
見

込
め

ま
せ

ん
。

今
後

の
大

規
模

改
修

の
費

用
等

を
考

え
る

と
、

将
来

の
廃

止
を

含
め

検
討

が
必

要
で

す
。

ま
た

オ
ー

プ
ン

期
間

を
夏

休
み

に
限

定
す

る
な

ど
の

方
策

を
検

討
す

べ
き

で
す

。

1
,0

7
7

2
0
,9

1
6

0
5
,5

0
3

2
7
,4

9
6

2
3
,5

7
4

2
2
,3

5
2

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
3
2
4
0
2
9
0

ス
ポ

ー
ツ

振
興

基
金

事
業

(市
長

杯
・
教

育
長

杯
事

業
)

B
 

 
○

 
 

 
 

C
市

長
杯

・
教

育
長

杯
の

贈
呈

は
、

大
会

等
主

催
者

へ
の

名
義

使
用

の
許

可
で

行
う

方
式

と
し

、
費

用
の

削
減

を
図

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
1
,5

5
5

6
8

0
0

1
,6

2
3

1
,6

2
3

7
0

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
3
2
4
0
3
0
0

ス
ポ

ー
ツ

振
興

基
金

事
業

(大
会

出
場

支
援

事
業

)
B

 
○

　
　

　
　

　
B

 
4
7
8

0
0

0
4
7
8

4
7
8

9
0

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

青
少

年
愛

護
セ

ン
タ

ー
2
4
2
0
0
7
0

青
少

年
愛

護
セ

ン
タ

ー
運

営
B

 
 

○
 

 
 

 
B

嘱
託

職
員

の
活

用
を

図
る

な
ど

、
人

件
費

の
削

減
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

1
2
,2

3
7

8
0
7

0
0

1
3
,0

4
4

1
2
,5

1
1

7
9
6

20



１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
統 合 終 期 設 定

廃 止 休 止

総 合 評 価
芦

屋
市

行
政

評
価

委
員

会
コ

メ
ン

ト
人

件
費

直
　

接
事

業
費

他
部

門
経

　
費

減
　

価
償

却
費

事
業

費
計

一
般

財
源

直
接

事
業

費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
所

管
順

）

市
評

価
・
方

向
性

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト

所
管

課
事

業
N

O
事

務
事

業
名

平
成

１
５

年
度

決
算

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

青
少

年
愛

護
セ

ン
タ

ー
2
4
2
0
0
8
0

愛
護

委
員

育
成

活
動

事
業

B
 

 
○

 
 

 
 

B
 

5
,2

8
1

3
,0

0
0

0
0

8
,2

8
1

8
,2

8
1

3
,0

0
0

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

公
民

館
3
1
2
0
2
1
0

夏
休

み
の

事
業

B
 

 
○

 
 

 
 

B
参

加
者

数
が

少
な

く
、

市
実

施
の

事
業

と
し

て
の

妥
当

性
が

低
い

と
考

え
ら

れ
ま

す
。

も
っ

と
参

加
者

を
増

や
す

工
夫

が
必

要
で

す
。

1
,8

0
5

1
4
5

0
0

1
,9

5
0

1
,9

5
0

2
0

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

公
民

館
3
2
1
0
0
4
0

講
演

・
講

座
・
学

級
・
教

室
等

の
開

催
B

 
 

○
 

 
 

 
B

市
民

ニ
ー

ズ
を

把
握

し
、

よ
り

多
く

の
市

民
が

参
加

で
き

る
よ

う
な

工
夫

が
必

要
で

す
。

1
0
,1

9
2

4
,2

9
8

0
0

1
4
,4

9
0

1
1
,2

9
5

5
,0

9
5

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

公
民

館
3
2
1
0
0
6
0

芦
屋

川
カ

レ
ッ

ジ
B

 
 

○
 

 
 

 
C

応
募

倍
率

が
高

く
、

も
っ

と
多

く
の

市
民

が
参

加
で

き
る

よ
う

事
業

内
容

（
回

数
、

定
員

等
）
に

つ
い

て
見

直
し

が
必

要
で

す
。

6
,0

2
3

1
,6

5
1

0
0

7
,6

7
4

6
,4

6
3

1
,9

1
3

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

公
民

館
3
2
1
0
0
7
0

芦
屋

川
セ

カ
ン

ド
・
カ

レ
ッ

ジ
B

 
 

○
 

 
 

 
C

芦
屋

川
カ

レ
ッ

ジ
修

了
者

が
対

象
で

あ
り

、
市

の
行

う
事

業
と

し
て

妥
当

性
に

疑
問

が
あ

り
ま

す
。

受
益

者
負

担
の

あ
り

方
も

検
討

す
べ

き
で

す
。

3
,1

6
5

7
2
9

0
0

3
,8

9
4

3
,1

1
1

7
3
4

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

公
民

館
3
2
1
0
0
8
0

常
設

展
示

事
業

・
公

民
館

ギ
ャ

ラ
リ
ー

B
 

 
○

 
 

 
 

B
　

1
,1

5
0

5
7

0
0

1
,2

0
7

1
,2

0
7

1
0
0

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

公
民

館
3
2
1
0
0
9
0

お
し

ゃ
べ

り
音

楽
会

B
 

 
○

 
 

 
 

B
　

2
,8

0
2

7
0
7

0
0

3
,5

0
9

3
,1

5
4

7
8
5

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

公
民

館
3
2
1
0
1
1
0

芦
屋

市
ＩＴ

サ
ポ

ー
ト
セ

ン
タ

ー
の

運
営

B
 

 
 

 
 

 
○

B
　

5
,6

9
5

3
,2

7
6

0
0

8
,9

7
1

5
,6

9
5

4
,5

0
0

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

公
民

館
3
2
1
0
1
4
0

公
民

館
図

書
室

の
運

営
B

 
 

○
 

 
 

 
B

図
書

館
分

室
に

お
け

る
地

域
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
（
有

償
）
活

用
の

結
果

を
踏

ま
え

、
効

率
性

の
向

上
を

図
っ

て
下

さ
い

。
2
,1

8
1

1
,9

9
8

0
0

4
,1

7
9

4
,1

7
9

1
,8

2
5

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

図
書

館
3
2
1
0
1
5
0

図
書

館
運

営
事

業
(収

集
整

理
利

用
)

B
 

 
 

○
 

 
 

B

分
室

に
お

け
る

地
域

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

（
有

償
）
の

活
用

を
進

め
て

下
さ

い
。

図
書

館
の

運
営

に
つ

い
て

は
全

国
的

に
様

々
な

取
り

組
み

が
行

わ
れ

て
い

ま
す

の
で

、
ベ

ス
ト
プ

ラ
ク

テ
ィ

ス
（
成

功
事

例
）
を

参
考

に
、

効
率

性
の

向
上

を
図

っ
て

下
さ

い
。

9
7
,8

5
7

9
8
,9

9
5

0
2
1
,9

7
0

2
1
8
,8

2
2

2
1
6
,1

9
0

9
4
,9

7
6

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

図
書

館
3
2
1
0
1
7
0

図
書

館
運

営
事

業
(視

聴
覚

ラ
イ

ブ
ラ

リ
ー

)
D

 
 

 
 

○
　

 
D

貴
重

な
フ

ィ
ル

ム
な

ど
の

保
管

方
法

に
つ

い
て

検
討

す
る

こ
と

。
ま

た
、

視
聴

設
備

の
老

朽
化

が
激

し
い

こ
と

か
ら

、
休

止
、

も
し

く
は

積
極

的
拡

大
の

何
れ

か
の

選
択

を
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
4
,4

7
9

2
4
8

0
0

4
,7

2
7

4
,7

2
7

1
8
7

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

図
書

館
3
2
1
0
1
8
0

図
書

館
運

営
事

業
(読

書
会

・
研

究
会

・
鑑

賞
会

等
の

主
催

)
D

 
 

 
 

○
 

 
C

利
用

者
ニ

ー
ズ

に
配

慮
し

て
、

住
民

の
生

涯
学

習
支

援
の

機
会

づ
く

り
と

し
て

取
り

組
ん

で
下

さ
い

。
5
,8

4
6

1
1
5

0
0

5
,9

6
1

5
,9

6
1

1
1
9

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

図
書

館
3
2
1
0
1
9
0

図
書

館
運

営
事

業
(資

料
発

行
)

D
 

 
 

 
 

○
 

C
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

充
実

な
ど

啓
発

媒
体

に
つ

い
て

検
討

し
て

下
さ

い
。

3
,2

2
3

0
0

0
3
,2

2
3

3
,2

2
3

0

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

谷
崎

潤
一

郎
記

念
館

3
2
1
0
2
4
0

谷
崎

潤
一

郎
記

念
館

の
管

理
運

営
D

　
　

　
○

　
　

　
C

美
術

博
物

館
と

合
わ

せ
て

民
間

活
力

の
導

入
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

2
,3

9
6

1
1
,9

5
6

6
7
6

4
,7

9
2

1
9
,8

2
0

1
8
,1

6
4

7
,6

5
3

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

谷
崎

潤
一

郎
記

念
館

3
2
5
0
1
7
0

谷
崎

潤
一

郎
賞

受
賞

記
念

文
化

事
業

D
 

 
 

○
　

　
　

C
単

独
事

業
と

し
て

の
効

果
は

限
定

的
に

な
り

ま
す

の
で

、
市

の
イ

メ
ー

ジ
ア

ッ
プ

や
観

光
政

策
と

の
連

携
を

図
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

5
9
9

4
2
3

0
0

1
,0

2
2

1
,0

2
2

7
5
1

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

谷
崎

潤
一

郎
記

念
館

3
2
5
0
1
9
0

谷
崎

潤
一

郎
に

関
す

る
資

料
の

収
集

・
整

理
・
展

示
事

業
D

 
 

 
○

　
　

　
C

受
益

者
負

担
を

見
直

し
、

こ
の

事
業

が
市

の
財

政
状

況
に

左
右

さ
れ

な
い

ス
キ

ー
ム

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
0

5
,6

7
2

0
0

5
,6

7
2

2
,5

9
2

5
,9

5
3

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

谷
崎

潤
一

郎
記

念
館

3
2
5
0
2
1
0

谷
崎

潤
一

郎
及

び
記

念
館

に
関

す
る

資
料

等
の

出
版

事
業

D
 

 
 

○
　

　
　

C
受

益
者

負
担

を
見

直
し

、
こ

の
事

業
が

市
の

財
政

状
況

に
左

右
さ

れ
な

い
ス

キ
ー

ム
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

5
9
9

5
5
2

0
0

1
,1

5
1

1
,1

5
1

5
8
5

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

美
術

博
物

館
3
2
1
0
2
6
0

美
術

博
物

館
管

理
運

営
D

 
 

 
○

 
 

 
C

民
間

活
力

の
導

入
の

検
討

が
必

要
で

す
。

7
,7

8
7

2
7
,5

3
7

0
3
2
,6

6
4

6
7
,9

8
8

6
6
,6

3
7

3
3
,1

5
5

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

美
術

博
物

館
3
2
5
0
1
1
0

富
田

砕
花

顕
彰

事
業

管
理

委
託

D
 

 
 

○
 

 
 

C
富

田
砕

花
が

社
歌

、
校

歌
、

市
町

歌
を

作
詞

し
た

と
こ

ろ
と

の
連

携
、

県
か

ら
の

支
援

ス
キ

ー
ム

な
ど

、
市

の
財

政
状

況
に

か
か

わ
り

な
く

、
事

業
継

続
で

き
る

ス
キ

ー
ム

づ
く

り
が

必
要

で
す

。
1
2
0

2
,7

5
5

0
0

2
,8

7
5

2
,8

7
5

2
,0

5
0

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

美
術

博
物

館
3
2
5
0
2
3
0

美
術

博
物

館
展

示
等

委
託

事
業

D
 

 
 

○
 

 
 

C
民

間
活

力
の

導
入

の
検

討
が

必
要

で
す

。
6
,1

4
1

2
5
,9

1
6

0
0

3
2
,0

5
7

2
3
,0

7
4

2
3
,8

6
3

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

美
術

博
物

館
3
2
5
0
2
5
0

教
育

普
及

活
動

委
託

事
業

D
 

 
 

○
　

　
　

B
学

芸
員

が
公

民
館

の
体

験
学

習
に

参
画

す
る

な
ど

、
既

に
あ

る
両

者
の

連
携

を
深

め
、

市
民

の
芸

術
・
文

化
活

動
へ

の
支

援
の

あ
り

方
に

つ
い

て
検

討
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
3
2
8

2
,9

9
8

0
0

3
,3

2
6

3
,2

0
5

3
,2

8
5

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

美
術

博
物

館
3
2
5
0
2
7
0

公
募

展
D

 
 

 
○

 
 

 
C

出
展

者
の

年
齢

そ
の

他
を

加
味

し
た

、
受

益
者

負
担

の
あ

り
方

を
検

討
し

、
市

の
財

政
援

助
が

な
く

と
も

継
続

で
き

る
仕

組
み

を
考

え
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

5
6
8

3
,5

5
8

0
0

4
,1

2
6

2
,6

8
1

2
,8

2
4

21



１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
廃 止 休 止

総 合 評 価

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

コ
メ

ン
ト

人
件

費
直

　
接

事
業

費
他

部
門

経
　

費
減

　
価

償
却

費
事

業
費

計
一

般
財

源
直

接
事

業
費

1
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
型

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の
形

成

1
1
1

交
流

・
連

携
の

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

づ
く

り
の

推
進

1
1
2

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

活
動

へ
の

支
援

1
1
2
0
0
1
0

芦
屋

市
善

行
賞

「
つ

つ
じ

賞
」

総
務

部
秘

書
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
表

彰
の

意
義

、
市

民
へ

の
認

知
の

仕
方

に
つ

い
て

検
討

し
て

下
さ

い
。

2
1
6

7
8

0
0

2
9
4

2
9
4

5
8

1
1
3

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

へ
の

支
援

1
1
4

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

施
設

の
充

実

1
1
4
0
0
1
0

地
区

集
会

所
管

理
運

営
事

業
総

務
部

市
民

参
画

課
C

 
 

 
○

 
 

 
C

地
元

で
の

管
理

・
運

営
や

、
指

定
管

理
者

制
度

の
検

討
を

し
て

下
さ

い
。

6
,9

4
2

4
9
,7

5
7

0
1
8
,4

1
8

7
5
,1

1
7

6
6
,1

3
6

5
0
,3

8
4

2
安

全
と

防
災

の
確

保

1
2
1

防
災

計
画

の
整

備

1
2
1
0
0
3
0

災
害

対
策

に
関

す
る

事
務

総
務

部
防

災
対

策
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B

危
険

箇
所

の
周

知
、

避
難

所
の

管
理

等
に

つ
い

て
地

域
と

の
連

携
を

図
る

方
向

で
検

討
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
ま

た
、

広
報

は
読

み
手

の
立

場
に

た
っ

て
内

容
の

わ
か

り
や

す
さ

の
向

上
に

努
め

て
下

さ
い

。
家

庭
で

保
存

さ
れ

、
活

用
さ

れ
る

工
夫

（
カ

レ
ン

ダ
ー

に
す

る
等

）
を

し
て

下
さ

い
。

7
,9

9
7

6
,0

0
3

0
0

1
4
,0

0
0

1
2
,4

2
8

5
,6

7
4

1
2
2

防
災

生
活

圏
の

整
備

充
実

1
2
2
0
0
0
5

地
域

防
災

拠
点

・
地

区
防

災
拠

点
の

維
持

管
理

業
務

消
防

本
部

警
防

課
B

 
　

○
 

 
 

 
B

よ
り

効
果

的
・
効

率
的

に
業

務
が

実
施

で
き

る
よ

う
、

職
員

配
置

を
見

直
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

5
,3

8
8

3
4
2

0
0

5
,7

3
0

5
,7

3
0

6
2
5

1
2
2
0
0
1
0

地
域

防
災

拠
点

整
備

事
業

消
防

本
部

警
防

課
B

 
 

○
 

 
 

 
B

よ
り

効
果

的
・
効

率
的

に
業

務
が

実
施

で
き

る
よ

う
、

職
員

配
置

を
見

直
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

3
,7

1
4

0
0

0
3
,7

1
4

3
,7

1
4

　

1
2
2
0
0
2
0

地
区

防
災

拠
点

整
備

事
業

消
防

本
部

警
防

課
B

 
 

○
 

 
 

 
B

よ
り

効
果

的
・
効

率
的

に
業

務
が

実
施

で
き

る
よ

う
、

職
員

配
置

を
見

直
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

3
,0

2
2

0
0

0
3
,0

2
2

3
,0

2
2

　

1
2
2
0
0
6
0

水
防

・
防

災
用

資
機

材
・
倉

庫
の

維
持

管
理

総
務

部
防

災
対

策
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
市

民
の

自
助

努
力

を
促

す
こ

と
が

大
切

で
す

。
自

主
防

災
組

織
の

設
置

と
活

用
及

び
連

携
、

民
間

企
業

と
の

連
携

を
進

め
て

下
さ

い
。

7
,0

2
2

1
,6

2
8

0
0

8
,6

5
0

8
,6

5
0

3
7
5

1
2
2
0
0
8
0

危
険

宅
地

等
宅

地
防

災
事

務
建

設
部

開
発

指
導

課
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
2
,9

5
5

1
1

0
0

2
,9

6
6

2
,9

6
6

1
1

1
2
2
0
0
9
0

都
市

計
画

事
業

特
別

融
資

制
度

，
芦

屋
市

既
成

宅
地

防
災

工
事

資
金

融
資

あ
っ

せ
ん

制
度

建
設

部
総

務
課

D
 

 
　

 
○

 
 

D
事

業
対

象
に

つ
い

て
検

討
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
4
7
8

2
,9

2
0

0
0

3
,3

9
8

4
7
8

2
0
,8

0
4

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
ま

ち
づ

く
り

の
目

標
別

）

市
評

価
・
方

向
性

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト
平

成
１

５
年

度
決

算

活
気

あ
ふ

れ
る

豊
か

な
生

活
環

境
づ

く
り

1
所

管
課
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１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
廃 止 休 止

総 合 評 価

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

コ
メ

ン
ト

人
件

費
直

　
接

事
業

費
他

部
門

経
　

費
減

　
価

償
却

費
事

業
費

計
一

般
財

源
直

接
事

業
費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
ま

ち
づ

く
り

の
目

標
別

）

市
評

価
・
方

向
性

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト
平

成
１

５
年

度
決

算

活
気

あ
ふ

れ
る

豊
か

な
生

活
環

境
づ

く
り

1
所

管
課

1
2
2
0
1
1
0

建
築

物
の

消
防

同
意

消
防

本
部

予
防

課
A

 
○

 
 

 
 

 
A

 
4
,9

5
6

0
0

0
4
,9

5
6

4
,9

5
6

1

1
2
2
0
1
2
0

防
火

対
象

物
の

指
定

消
防

本
部

予
防

課
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
8
,4

7
4

0
0

0
8
,4

7
4

8
,4

7
4

 

1
2
2
0
1
3
0

防
火

対
象

物
定

期
点

検
報

告
制

度
消

防
本

部
予

防
課

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

7
,1

3
4

0
0

0
7
,1

3
4

7
,1

3
4

 

1
2
2
0
1
4
0

防
火

管
理

者
講

習
会

消
防

本
部

予
防

課
B

 
　

○
 

 
 

 
B

開
催

回
数

の
増

加
に

よ
り

受
講

人
数

を
増

や
す

よ
う

進
め

て
下

さ
い

。
7
,9

4
0

1
4
9

0
0

8
,0

8
9

7
,7

0
1

2
4
8

1
2
2
0
1
5
0

危
険

物
の

規
制

消
防

本
部

予
防

課
A

 
○

 
 

 
 

 
A

 
3
,7

6
6

0
0

0
3
,7

6
6

3
,7

6
6

 

1
2
2
0
1
6
0

危
険

物
取

扱
者

の
指

導
消

防
本

部
予

防
課

A
 

 
○

 
 

 
 

A
 

1
,8

8
3

0
0

0
1
,8

8
3

1
,8

8
3

 

1
2
2
0
1
7
0

防
火

対
象

物
・
危

険
物

施
設

の
違

反
処

理
消

防
本

部
予

防
課

A
 

○
　

 
 

 
 

A
 

4
,7

9
4

0
0

0
4
,7

9
4

4
,7

9
4

 

1
2
2
0
1
8
0

火
災

予
防

の
指

導
と

広
報

及
び

予
防

統
計

消
防

本
部

予
防

課
B

 
　

○
 

 
 

 
B

 
1
1
,6

8
2

3
9

0
0

1
1
,7

2
1

1
1
,7

2
1

2
8

1
2
2
0
2
0
0

防
火

対
象

物
，

消
防

用
設

備
の

検
査

消
防

署
・
高

浜
分

署
　

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

7
7
,4

0
6

0
0

0
7
7
,4

0
6

7
7
,4

0
6

 

1
2
2
0
2
1
0

防
火

対
象

物
，

危
険

物
施

設
等

の
立

入
検

査
消

防
署

・
高

浜
分

署
　

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

6
7
,4

0
6

0
0

0
6
7
,4

0
6

6
7
,4

0
6

 

1
2
2
0
2
2
0

防
火

管
理

者
の

選
解

任
及

び
指

導
消

防
署

　
B

 
 

○
 

 
 

 
B

 
5
,0

9
5

0
0

0
5
,0

9
5

5
,0

9
5

 

1
2
2
0
2
3
0

そ
の

他
の

災
害

警
防

ぎ
ょ

及
び

各
種

調
査

消
防

署
・
高

浜
分

署
　

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

7
2
,7

1
5

0
0

0
7
2
,7

1
5

7
2
,7

1
5

0

1
2
2
0
2
7
0

液
化

石
油

ガ
ス

設
備

，
高

圧
ガ

ス
消

費
施

設
，

火
薬

庫
等

へ
の

立
入

検
査

火
災

予
防

措
置

消
防

本
部

予
防

課
C

 
 

○
 

 
 

 
C

事
務

量
か

ら
し

て
人

件
費

（
活

動
配

分
）
が

高
す

ぎ
る

と
思

わ
れ

ま
す

。
1
,8

8
3

0
0

0
1
,8

8
3

1
,8

8
3
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１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
廃 止 休 止

総 合 評 価

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

コ
メ

ン
ト

人
件

費
直

　
接

事
業

費
他

部
門

経
　

費
減

　
価

償
却

費
事

業
費

計
一

般
財

源
直

接
事

業
費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
ま

ち
づ

く
り

の
目

標
別

）

市
評

価
・
方

向
性

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト
平

成
１

５
年

度
決

算

活
気

あ
ふ

れ
る

豊
か

な
生

活
環

境
づ

く
り

1
所

管
課

1
2
2
0
2
8
0

消
防

用
設

備
等

の
設

置
規

制
・
指

導
消

防
本

部
予

防
課

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

1
0
,0

5
7

0
0

0
1
0
,0

5
7

1
0
,0

5
7

 

1
2
3

防
災

機
能

の
強

化

1
2
3
0
0
2
0

火
災

・
警

戒
及

び
水

防
活

動
に

関
す

る
業

務
消

防
本

部
警

防
課

A
 

○
 

 
 

 
 

A
よ

り
効

果
的

・
効

率
的

に
業

務
が

実
施

で
き

る
よ

う
、

職
員

配
置

を
見

直
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

7
,6

7
4

2
3
6

0
0

7
,9

1
0

7
,9

1
0

5
4
5

1
2
3
0
0
3
0

被
災

建
築

物
の

応
急

危
険

度
判

定
事

務
建

設
部

建
築

指
導

課
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
4
7
8

3
0

0
4
8
1

4
8
1

4

1
2
3
0
0
4
0

防
災

無
線

維
持

管
理

に
関

す
る

事
務

総
務

部
防

災
対

策
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
防

災
無

線
機

を
扱

え
る

職
員

数
が

少
な

い
よ

う
で

す
。

早
急

に
研

修
を

実
施

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

5
,7

6
6

1
,1

1
5

0
0

6
,8

8
1

6
,8

8
1

4
0
4

1
2
3
0
1
1
0

消
防

の
指

令
統

制
・
情

報
の

処
理

消
防

本
部

通
信

装
備

担
当

A
 

○
 

 
 

 
 

A
　

5
,5

0
0

1
,6

2
8

0
0

7
,1

2
8

7
,1

2
8

1
,7

8
0

1
2
3
0
1
5
0

消
防

用
機

械
器

具
の

整
備

・
改

善
及

び
技

術
指

導
・
研

修
消

防
本

部
通

信
装

備
担

当
A

 
○

 
 

 
 

 
B

事
業

の
く

く
り

に
つ

い
て

、
車

両
・
機

材
器

具
・
資

機
材

の
維

持
管

理
と

し
て

、
ひ

と
つ

に
統

一
す

る
よ

う
検

討
し

て
下

さ
い

。
3
,1

0
5

1
,7

4
2

0
0

4
,8

4
7

3
,4

5
7

2
,7

1
7

1
2
3
0
1
9
0

火
災

，
救

急
救

助
現

場
活

動
消

防
署

・
高

浜
分

署
　

A
 

○
 

 
 

 
 

A
 

1
2
7
,8

8
8

0
0

0
1
2
7
,8

8
8

1
2
7
,8

8
8

 

1
2
3
0
2
0
0

火
災

調
査

，
救

急
救

助
事

後
処

理
消

防
署

・
高

浜
分

署
　

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

9
0
,4

3
2

0
0

0
9
0
,4

3
2

9
0
,4

3
2

0

1
2
3
0
2
5
0

消
防

団
施

設
・
設

備
維

持
管

理
事

務
消

防
本

部
総

務
課

B
 

○
 

 
 

 
 

B
よ

り
効

果
的

・
効

率
的

に
業

務
が

実
施

で
き

る
よ

う
、

職
員

配
置

を
見

直
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

（
成

果
指

標
に

つ
い

て
は

再
検

討
し

て
下

さ
い

。
）

4
,3

8
4

4
8
4

0
0

4
,8

6
8

4
,8

6
8

1
,2

3
2

1
2
3
0
3
0
0

消
防

用
車

両
の

維
持

・
管

理
業

務
消

防
本

部
通

信
装

備
担

当
B

 
○

 
 

 
 

 
B

事
業

の
く

く
り

に
つ

い
て

、
車

両
・
機

材
器

具
・
資

機
材

の
維

持
管

理
と

し
て

、
ひ

と
つ

に
統

一
す

る
よ

う
検

討
し

て
下

さ
い

。
3
,3

1
2

7
,3

3
4

0
3
5
,8

8
4

4
6
,5

3
0

4
6
,5

3
0

5
,4

7
2

1
2
3
0
3
1
0

消
防

活
動

用
資

機
材

の
維

持
・
管

理
業

務
消

防
本

部
通

信
装

備
担

当
A

 
○

 
 

 
 

 
B

事
業

の
く

く
り

に
つ

い
て

、
車

両
・
機

材
器

具
・
資

機
材

の
維

持
管

理
と

し
て

、
ひ

と
つ

に
統

一
す

る
よ

う
検

討
し

て
下

さ
い

。
2
,5

0
6

1
,2

0
2

0
0

3
,7

0
8

3
,7

0
8

1
,5

1
5

1
2
3
0
3
4
0

消
防

・
救

急
無

線
の

運
用

及
び

維
持

・
管

理
業

務
消

防
本

部
通

信
装

備
担

当
A

 
○

 
 

 
 

 
A

 
4
,9

7
3

9
3

0
0

5
,0

6
6

5
,0

6
6

9
4

1
2
3
0
4
6
0

耐
震

改
修

促
進

法
に

関
す

る
事

務
建

設
部

建
築

指
導

課
B

 
○

 
 

 
 

 
B

　
9
2
7

6
0

0
9
3
3

9
3
3

1
4

1
2
4

防
災

意
識

の
向

上

1
2
4
0
0
1
0

自
主

防
災

組
織

の
設

置
総

務
部

防
災

対
策

課
B

 
 

○
 

 
 

 
B

組
織

率
の

向
上

に
努

め
る

と
と

も
に

、
組

織
の

技
術

熟
度

を
向

上
さ

せ
る

取
り

組
み

を
考

え
て

下
さ

い
。

7
,3

0
7

4
5
3

0
0

7
,7

6
0

7
,7

6
0

6
8
4

1
2
4
0
0
2
0

自
主

防
災

組
織

の
育

成
・
支

援
事

業
消

防
本

部
警

防
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
よ

り
効

果
的

・
効

率
的

に
業

務
が

実
施

で
き

る
よ

う
、

職
員

配
置

を
見

直
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

6
,7

4
2

0
0

0
6
,7

4
2

6
,7

4
2

 

1
2
4
0
0
6
0

火
災

証
明

等
発

行
及

び
各

種
願

届
出

処
理

消
防

本
部

警
防

課
B

 
　

○
 

 
 

 
C

人
件

費
（
活

動
配

分
）
が

０
．

８
人

年
と

な
っ

て
い

ま
す

が
、

事
務

量
か

ら
み

て
削

減
が

可
能

と
思

わ
れ

ま
す

。
6
,6

2
5

0
0

0
6
,6

2
5

6
,6

2
5
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１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
廃 止 休 止

総 合 評 価

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

コ
メ

ン
ト

人
件

費
直

　
接

事
業

費
他

部
門

経
　

費
減

　
価

償
却

費
事

業
費

計
一

般
財

源
直

接
事

業
費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
ま

ち
づ

く
り

の
目

標
別

）

市
評

価
・
方

向
性

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト
平

成
１

５
年

度
決

算

活
気

あ
ふ

れ
る

豊
か

な
生

活
環

境
づ

く
り

1
所

管
課

1
2
4
0
0
8
0

消
防

訓
練

と
応

急
手

当
普

及
啓

発
消

防
署

・
高

浜
分

署
　

B
 

 
○

 
 

 
 

B
 

4
5
,9

5
8

0
0

0
4
5
,9

5
8

4
5
,9

5
8

 

1
2
4
0
0
9
0

火
災

予
防

相
談

と
防

火
思

想
の

普
及

啓
発

消
防

署
・
高

浜
分

署
 

B
 

　
○

 
 

 
 

C
業

務
量

か
ら

み
て

、
１

年
間

で
１

．
４

人
も

要
す

る
と

は
考

え
ら

れ
な

い
事

業
で

す
。

1
2
,7

4
4

0
0

0
1
2
,7

4
4

1
2
,7

4
4

 

1
2
4
0
1
2
0

防
災

総
合

訓
練

に
関

す
る

事
務

総
務

部
防

災
対

策
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
参

加
率

の
向

上
の

た
め

に
、

職
域

へ
の

働
き

か
け

等
も

視
野

に
入

れ
る

と
と

も
に

、
広

報
を

充
実

し
て

下
さ

い
。

ま
た

開
催

日
も

再
検

討
し

て
下

さ
い

。
8
,6

1
8

1
,4

0
9

0
0

1
0
,0

2
7

1
0
,0

2
7

2
,1

2
3

1
2
4
0
1
3
0

芦
屋

危
険

物
安

全
協

会
，

芦
屋

市
少

年
消

防
ク

ラ
ブ

の
育

成
指

導
消

防
本

部
予

防
課

D
 

 
○

 
 

 
 

C

人
件

費
（
活

動
配

分
）
が

０
．

７
５

人
年

と
な

っ
て

い
ま

す
が

、
事

務
量

か
ら

み
て

削
減

が
可

能
と

思
わ

れ
ま

す
。

ま
た

、
危

険
物

を
取

り
扱

う
業

者
が

減
少

し
て

い
る

の
で

、
職

員
配

置
の

あ
り

方
を

見
直

す
必

要
が

あ
り

ま
す

。

5
,0

3
7

3
9

0
0

5
,0

7
6

5
,0

7
6

6
7

1
2
4
0
1
4
0

市
民

啓
発

・
浸

水
情

報
マ

ッ
プ

等
情

報
公

開
建

設
部

下
水

道
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
臨

職
・
嘱

託
に

任
せ

ら
れ

る
業

務
を

拡
大

し
て

く
だ

さ
い

。
1
,5

1
7

5
6
2

0
0

2
,0

7
9

2
,0

7
9

6
2
5

1
2
5

国
・
県

が
進

め
る

広
域

防
災

事
業

と
の

連
携

1
2
6

交
通

安
全

対
策

の
推

進

1
2
6
0
0
1
0

交
通

安
全

施
設

等
整

備
事

業
建

設
部

道
路

・
交

通
安

全
担

当
B

 
○

 
 

 
 

 
B

　
5
,0

5
3

2
3
,1

9
4

0
0

2
8
,2

4
7

2
8
,2

4
7

　

1
2
6
0
0
2
0

交
通

安
全

運
動

の
推

進
建

設
部

道
路

・
交

通
安

全
担

当
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
4
,9

7
2

7
,2

4
5

0
0

1
2
,2

1
7

1
2
,2

1
7

7
,1

6
1

1
2
7

防
犯

対
策

の
推

進

1
2
7
0
0
2
0

公
益

灯
の

新
設

・
改

良
・
維

持
管

理
建

設
部

道
路

課
B

 
 

○
 

 
 

 
B

 
6
,5

7
1

6
1
,0

9
8

0
0

6
7
,6

6
9

6
,5

7
1

5
8
,0

8
3

1
2
7
0
0
5
0

警
察

官
表

彰
総

務
部

秘
書

課
B

 
 

○
 

 
 

 
B

表
彰

の
意

義
、

市
民

へ
の

認
知

の
仕

方
に

つ
い

て
検

討
し

て
下

さ
い

。
な

お
、

賞
賜

金
に

代
わ

る
有

効
な

方
法

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
2
1
6

6
7

0
0

2
8
3

2
8
3

7
3

3
環

境
適

合
型

社
会

の
形

成

1
3
1

環
境

へ
の

負
荷

の
低

減

1
3
1
0
0
2
0

廃
棄

物
の

減
量

・
資

源
化

促
進

事
業

(ご
み

の
減

量
化

・
資

源
化

)
生

活
環

境
部

環
境

処
理

セ
ン

タ
ー

（
環

境
施

設
担

当
）

B
 

 
○

　
　

　
　

B
ご

み
の

減
量

・
資

源
化

が
成

果
と

し
て

わ
か

る
よ

う
（
市

民
一

人
当

た
り

の
ご

み
の

量
、

処
理

費
用

、
市

全
体

の
減

量
割

合
、

資
源

化
率

、
回

収
量

な
ど

）
を

、
評

価
シ

ー
ト
・
最

終
成

果
指

標
に

記
載

し
て

下
さ

い
。

5
,0

9
4

2
6
,3

9
8

0
0

3
1
,4

9
2

3
1
,1

7
9

1
7
,9

1
3

1
3
1
0
0
3
0

廃
棄

物
の

減
量

・
資

源
化

促
進

事
業

(不
法

投
棄

の
処

理
)

生
活

環
境

部
環

境
処

理
セ

ン
タ

ー
（
環

境
施

設
担

当
）

B
 

 
○

　
 

 
 

B
ご

み
の

減
量

・
資

源
化

が
成

果
と

し
て

わ
か

る
よ

う
（
市

民
一

人
当

た
り

の
ご

み
の

量
、

処
理

費
用

、
市

全
体

の
減

量
割

合
、

資
源

化
率

、
回

収
量

な
ど

）
を

、
評

価
シ

ー
ト
・
最

終
成

果
指

標
に

記
載

し
て

下
さ

い
。

2
,6

3
1

1
9

0
0

2
,6

5
0

2
,6

5
0

5
0
0

1
3
1
0
0
4
0

廃
棄

物
の

減
量

・
資

源
化

促
進

事
業

(不
燃

物
の

処
理

)
生

活
環

境
部

環
境

処
理

セ
ン

タ
ー

（
環

境
施

設
担

当
）

B
 

○
 

 
 

 
 

B

ご
み

の
減

量
・
資

源
化

が
成

果
と

し
て

わ
か

る
よ

う
（
市

民
一

人
当

た
り

の
ご

み
の

量
、

処
理

費
用

、
市

全
体

の
減

量
割

合
、

資
源

化
率

、
回

収
量

な
ど

）
を

、
評

価
シ

ー
ト
・
最

終
成

果
指

標
に

記
載

し
て

下
さ

い
。

市
全

体
の

資
源

化
率

を
成

果
指

標
に

し
て

よ
り

高
い

目
標

値
を

設
定

で
き

な
い

か
検

討
し

て
下

さ
い

。

3
,7

3
3

6
6
,1

5
0

0
0

6
9
,8

8
3

6
9
,8

8
3

6
7
,2

2
9
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１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
廃 止 休 止

総 合 評 価

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

コ
メ

ン
ト

人
件

費
直

　
接

事
業

費
他

部
門

経
　

費
減

　
価

償
却

費
事

業
費

計
一

般
財

源
直

接
事

業
費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
ま

ち
づ

く
り

の
目

標
別

）

市
評

価
・
方

向
性

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト
平

成
１

５
年

度
決

算

活
気

あ
ふ

れ
る

豊
か

な
生

活
環

境
づ

く
り

1
所

管
課

1
3
1
0
0
5
0

廃
棄

物
の

減
量

・
資

源
化

促
進

事
業

(粗
大

ご
み

有
料

収
集

)
生

活
環

境
部

環
境

処
理

セ
ン

タ
ー

（
環

境
施

設
担

当
）

B
 

○
 

 
 

 
 

B
ご

み
の

減
量

・
資

源
化

が
成

果
と

し
て

わ
か

る
よ

う
（
市

民
一

人
当

た
り

の
ご

み
の

量
、

処
理

費
用

、
市

全
体

の
減

量
割

合
、

資
源

化
率

、
回

収
量

な
ど

）
を

、
評

価
シ

ー
ト
・
最

終
成

果
指

標
に

記
載

し
て

下
さ

い
。

6
,4

5
5

9
7
6

0
0

7
,4

3
1

-
2
,1

4
2

1
,1

3
6

1
3
1
0
0
7
0

ご
み

収
集

・
運

搬
に

関
す

る
事

業
生

活
環

境
部

環
境

処
理

セ
ン

タ
ー

（
収

集
担

当
）

B
 

 
 

○
 

 
 

B
民

間
委

託
を

含
め

経
費

削
減

に
努

め
て

下
さ

い
。

2
0
7
,6

6
2

8
4
,9

6
8

0
0

2
9
2
,6

3
0

2
8
9
,7

6
3

1
3
4
,8

7
2

1
3
1
0
0
9
0

ご
み

計
量

業
務

生
活

環
境

部
環

境
処

理
セ

ン
タ

ー
D

 
 

 
○

 
 

 
D

人
員

の
有

効
活

用
、

削
減

計
画

と
と

も
に

、
民

間
委

託
を

進
め

て
下

さ
い

。
4
5
,4

6
3

0
0

0
4
5
,4

6
3

4
5
,4

6
3

7
3

1
3
1
0
1
1
0

廃
棄

物
の

減
量

・
資

源
化

促
進

事
業

(リ
サ

イ
ク

ル
推

進
)

生
活

環
境

部
環

境
処

理
セ

ン
タ

ー
（
環

境
施

設
担

当
）

D
　

　
○

　
　

　
　

B
ご

み
の

減
量

・
資

源
化

が
成

果
と

し
て

わ
か

る
よ

う
（
市

民
一

人
当

た
り

の
ご

み
の

量
、

処
理

費
用

、
市

全
体

の
減

量
割

合
、

資
源

化
率

、
回

収
量

な
ど

）
を

、
評

価
シ

ー
ト
・
最

終
成

果
指

標
に

記
載

し
て

下
さ

い
。

2
5
,7

7
0

5
9
5

0
0

2
6
,3

6
5

2
5
,8

8
3

1
,1

4
2

1
3
1
0
1
2
0

し
尿

処
理

業
務

生
活

環
境

部
総

務
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
処

理
コ

ス
ト
の

低
下

に
つ

な
が

る
よ

う
、

単
位

コ
ス

ト
の

把
握

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
収

集
に

つ
い

て
は

他
団

体
と

の
コ

ス
ト
比

較
を

行
っ

て
下

さ
い

。
9
5
6

5
,4

7
9

0
0

6
,4

3
5

4
,3

1
5

6
,1

4
0

1
3
1
0
1
3
0

環
境

処
理

セ
ン

タ
ー

の
維

持
管

理
，

整
備

事
業

生
活

環
境

部
環

境
処

理
セ

ン
タ

ー
（
環

境
施

設
担

当
）

B
 

 
 

○
 

 
 

B
 

1
9
,6

0
8

5
4
9
,5

1
2

0
0

5
6
9
,1

2
0

4
7
1
,9

9
3

5
6
5
,5

6
3

1
3
1
0
1
4
0

パ
イ

プ
ラ

イ
ン

施
設

整
備

事
業

生
活

環
境

部
環

境
処

理
セ

ン
タ

ー
（
環

境
施

設
担

当
）

D
 

 
○

 
 

 
 

D

昨
年

の
委

員
会

評
価

で
も

指
摘

し
て

い
ま

す
が

、
受

益
者

負
担

が
必

要
で

す
。

他
の

市
域

で
は

ご
み

収
集

回
数

が
週

２
回

に
移

行
し

、
ま

た
環

境
対

策
と

し
て

の
分

別
収

集
を

推
進

す
る

必
要

性
な

ど
も

考
慮

す
る

と
、

税
金

の
使

い
方

、
公

平
性

の
観

点
か

ら
、

ラ
ン

ニ
ン

グ
コ

ス
ト
の

利
用

者
負

担
を

検
討

す
る

べ
き

で
す

。
具

体
的

な
方

策
に

つ
い

て
検

討
す

る
こ

と
。

7
,2

2
4

2
0
4
,8

1
8

0
0

2
1
2
,0

4
2

2
1
2
,0

4
2

1
4
2
,1

3
4

1
3
1
0
1
5
0

広
域

処
理

場
整

備
委

託
事

業
(大

阪
湾

広
域

廃
棄

物
埋

立
処

分
場

整
備

事
業

)
生

活
環

境
部

環
境

処
理

セ
ン

タ
ー

（
環

境
施

設
担

当
）

B
 

　
○

 
 

 
 

B
 

1
,7

4
9

1
,2

1
2

0
0

2
,9

6
1

2
,9

6
1

1
,2

6
1

1
3
1
0
1
6
0

建
設

リ
サ

イ
ク

ル
法

に
基

づ
く

分
別

解
体

の
審

査
事

務
建

設
部

建
築

指
導

課
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
3
,1

7
8

3
6

0
0

3
,2

1
4

3
,2

1
4

4
3

1
3
1
0
1
9
0

省
エ

ネ
法

に
基

づ
く

届
出

に
関

す
る

こ
と

建
設

部
建

築
指

導
課

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

3
2
8

3
0

0
3
3
1

3
3
1

4

1
3
2

環
境

保
全

対
策

の
推

進

1
3
2
0
0
2
0

騒
音

・
振

動
対

策
関

係
事

業
生

活
環

境
部

(環
境

保
全

担
当

)
B

 
○

 
 

 
 

 
B

コ
ス

ト
削

減
の

状
況

が
判

る
よ

う
評

価
シ

ー
ト
の

記
載

方
法

を
工

夫
し

て
下

さ
い

。
5
,0

8
5

1
,3

6
7

0
0

6
,4

5
2

6
,2

6
5

1
,9

4
7

1
3
2
0
0
3
0

湾
岸

道
路

に
関

す
る

環
境

対
策

生
活

環
境

部
(環

境
保

全
担

当
)

B
 

 
○

 
 

 
 

B
事

業
終

了
時

期
等

に
つ

い
て

、
い

つ
、

ど
の

よ
う

に
協

議
し

て
い

く
か

、
具

体
的

な
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

1
,7

0
1

3
,7

8
0

0
0

5
,4

8
1

5
,4

8
1

4
,3

0
0

1
3
2
0
0
8
0

一
般

大
気

汚
染

対
策

事
業

生
活

環
境

部
(環

境
保

全
担

当
)

B
 

○
 

 
 

 
 

B
プ

ロ
セ

ス
に

か
か

る
コ

ス
ト
の

状
況

が
不

明
で

す
。

評
価

シ
ー

ト
の

記
載

方
法

を
工

夫
し

て
下

さ
い

。
4
,7

5
7

1
6
,6

0
9

0
0

2
1
,3

6
6

1
7
,8

9
7

1
4
,3

9
7

1
3
2
0
1
5
0

空
き

缶
等

散
乱

防
止

事
業

生
活

環
境

部
総

務
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B

犬
の

ふ
ん

、
ポ

イ
捨

て
な

ど
は

個
人

の
マ

ナ
ー

の
問

題
で

す
が

、
継

続
し

て
啓

発
に

取
り

組
む

こ
と

が
必

要
で

す
。

課
題

解
決

に
向

け
た

事
業

内
容

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
ク

リ
ー

ン
作

戦
に

つ
い

て
は

実
施

主
体

の
見

直
し

を
検

討
し

て
下

さ
い

。

4
,5

9
7

1
,3

3
4

0
0

5
,9

3
1

5
,9

3
1

1
,4

2
3

1
3
2
0
1
6
0

薬
剤

散
布

等
環

境
衛

生
業

務
生

活
環

境
部

総
務

課
D

 
 

 
○

 
 

 
D

コ
ス

ト
削

減
が

課
題

と
考

え
ま

す
。

民
間

委
託

の
方

向
で

検
討

し
て

下
さ

い
。

2
3
,3

4
9

3
,7

0
6

0
0

2
7
,0

5
5

2
7
,0

5
5

4
,0

1
7
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１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
廃 止 休 止

総 合 評 価

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

コ
メ

ン
ト

人
件

費
直

　
接

事
業

費
他

部
門

経
　

費
減

　
価

償
却

費
事

業
費

計
一

般
財

源
直

接
事

業
費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
ま

ち
づ

く
り

の
目

標
別

）

市
評

価
・
方

向
性

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト
平

成
１

５
年

度
決

算

活
気

あ
ふ

れ
る

豊
か

な
生

活
環

境
づ

く
り

1
所

管
課

1
3
2
0
1
8
0

空
閑

地
対

策
業

務
生

活
環

境
部

総
務

課
D

 
 

 
 

○
 

 
D

市
関

与
の

範
囲

に
つ

い
て

再
考

を
要

し
ま

す
。

空
き

地
所

有
者

の
連

絡
先

を
明

示
さ

せ
る

看
板

を
立

て
さ

せ
る

等
、

所
有

者
責

任
で

管
理

が
行

わ
れ

る
方

策
を

検
討

し
て

く
だ

さ
い

。
3
,8

0
8

5
8

0
0

3
,8

6
6

3
,8

6
6

9
8

1
3
2
0
2
2
0

死
体

火
葬

許
可

事
務

生
活

環
境

部
市

民
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
 

4
,3

2
5

3
2

0
0

4
,3

5
7

4
,3

5
7

 

1
3
3

環
境

を
大

切
に

し
た

生
活

文
化

の
育

成

1
3
3
0
0
5
0

廃
棄

物
の

減
量

・
資

源
化

促
進

事
業

(啓
発

事
業

)
生

活
環

境
部

環
境

処
理

セ
ン

タ
ー

B
　

　
○

　
　

　
　

B

成
果

指
標

は
｢適

正
に

ご
み

が
出

さ
れ

て
い

る
か

｣｢
ご

み
出

し
マ

ナ
ー

を
守

ら
な

い
市

民
の

数
｣な

ど
で

は
な

い
か

。
指

標
を

再
検

討
し

て
下

さ
い

。
ご

み
の

減
量

・
資

源
化

が
成

果
と

し
て

わ
か

る
よ

う
（
市

民
一

人
当

た
り

の
ご

み
の

量
、

処
理

費
用

、
市

全
体

の
減

量
割

合
、

資
源

化
率

、
回

収
量

な
ど

）
を

、
評

価
シ

ー
ト
・
最

終
成

果
指

標
に

記
載

し
て

下
さ

い
。

7
,4

8
3

3
,3

1
5

0
0

1
0
,7

9
8

1
0
,7

9
8

4
,8

1
2

4
人

権
の

尊
重

と
平

和
施

策
の

推
進

1
4
1

人
権

啓
発

の
推

進

1
4
1
0
0
2
0

人
権

啓
発

事
業

生
活

環
境

部
人

権
推

進
担

当
B

 
 

○
 

 
 

 
B

市
民

と
の

協
働

の
姿

を
描

き
、

事
業

を
進

め
て

下
さ

い
。

人
権

と
い

う
幅

広
い

テ
ー

マ
で

は
な

く
、

芦
屋

市
の

な
か

で
何

が
問

題
か

、
課

題
を

設
定

し
、

テ
ー

マ
を

絞
り

こ
ん

で
効

果
的

・
効

率
的

に
事

業
を

推
進

し
て

下
さ

い
。

成
果

指
標

は
再

検
討

が
必

要
で

す
。

4
,7

9
2

2
,3

1
4

0
0

7
,1

0
6

5
,2

2
0

2
,3

7
5

1
4
1
0
0
6
0

上
宮

川
文

化
セ

ン
タ

ー
管

理
運

営
生

活
環

境
部

上
宮

川
文

化
セ

ン
タ

ー
A

 
 

　
○

 
 

 
B

指
定

管
理

者
制

度
導

入
や

民
間

委
託

の
推

進
、

市
民

参
画

・
協

働
に

よ
る

事
業

に
つ

い
て

検
討

し
て

下
さ

い
。

2
4
,6

1
5

2
3
,5

3
2

0
1
1
,3

3
7

5
9
,4

8
4

5
7
,3

8
9

2
4
,4

1
4

1
4
1
0
0
8
0

隣
保

館
事

業
生

活
環

境
部

上
宮

川
文

化
セ

ン
タ

ー
B

 
 

○
 

 
 

 
B

Ｎ
Ｐ

Ｏ
な

ど
民

間
活

力
の

導
入

、
市

民
参

画
・
協

働
に

よ
る

事
業

に
つ

い
て

検
討

し
て

下
さ

い
。

4
2
,6

8
8

5
,6

3
4

0
0

4
8
,3

2
2

3
5
,3

0
3

7
,0

1
3

1
4
2

平
和

施
策

の
推

進

1
4
2
0
0
1
0

平
和

施
策

総
務

部
企

画
担

当
C

　
　

○
　

　
　

　
C

上
位

施
策

の
目

標
達

成
に

向
け

て
、

有
効

な
事

業
展

開
と

な
る

よ
う

な
抜

本
的

な
見

直
し

を
し

て
下

さ
い

。
1
,0

7
7

6
0

0
1
,0

8
3

1
,0

3
3

3
7

5
地

域
特

性
を

生
か

し
た

産
業

の
振

興

1
5
1

芦
屋

の
イ

メ
ー

ジ
を

高
め

る
産

業
の

誘
致

・
振

興

1
5
1
0
0
8
0

観
光

事
業

生
活

環
境

部
経

済
課

B
 

 
○

　
　

　
　

B

個
別

事
業

に
つ

い
て

評
価

を
行

い
、

重
点

的
な

事
業

実
施

が
必

要
で

す
。

JR
芦

屋
駅

に
観

光
案

内
所

、
案

内
掲

示
板

、
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
、

ち
ら

し
等

を
配

置
で

き
な

い
か

、
協

賛
金

の
徴

収
や

他
団

体
と

の
協

働
、

Ｎ
Ｐ

Ｏ
へ

の
委

託
な

ど
も

検
討

し
て

下
さ

い
。

美
術

館
、

博
物

館
な

ど
の

観
光

資
源

を
市

全
体

で
ど

の
よ

う
に

活
用

し
て

い
く

の
か

検
討

し
て

下
さ

い
。

4
,7

7
1

2
,1

4
7

0
0

6
,9

1
8

6
,9

1
8

2
,4

2
8

1
5
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0
2
0
0

市
民

農
園

事
業

生
活

環
境

部
経

済
課

D
 

　
○

　
　

　
　

D
 

1
,9

1
0

1
,2

0
6

0
0

3
,1

1
6

-
7
9
0

1
,4

5
0

1
5
1
0
2
4
0

緊
急

地
域

雇
用

創
出

特
別

基
金

事
業

生
活

環
境

部
経

済
課

B
　

　
　

　
　

○
　

B
 

2
,9

3
4

1
8
,7

2
4

0
0

2
1
,6

5
8

2
,9

3
4

5
0
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1
5

1
5
2

商
業

施
設

の
整

備
へ

の
支

援
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１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
廃 止 休 止

総 合 評 価

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

コ
メ

ン
ト

人
件

費
直

　
接

事
業

費
他

部
門

経
　

費
減

　
価

償
却

費
事

業
費

計
一

般
財

源
直

接
事

業
費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
ま

ち
づ

く
り

の
目

標
別

）

市
評

価
・
方

向
性

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト
平

成
１

５
年

度
決

算

活
気

あ
ふ

れ
る

豊
か

な
生

活
環

境
づ

く
り

1
所

管
課

1
5
3

経
営

環
境

の
整

備
へ

の
支

援

1
5
3
0
0
1
0

中
小

企
業

支
援

事
業

生
活

環
境

部
経

済
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B

利
用

者
の

選
定

は
慎

重
に

行
っ

て
下

さ
い

。
実

施
し

て
い

る
個

別
事

業
に

つ
い

て
、

そ
の

効
果

や
成

果
に

つ
い

て
評

価
、

検
討

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

ま
た

テ
ー

マ
や

タ
ー

ゲ
ッ

ト
を

絞
り

込
み

、
重

点
的

に
施

策
を

展
開

し
て

こ
と

が
必

要
で

す
。

5
,0

7
5

1
3
6
,5

1
3

0
0

1
4
1
,5

8
8

6
,3

1
4

1
0
0
,3

1
9

1
5
3
0
0
3
0

商
業

活
性

化
事

業
生

活
環

境
部

経
済

課
B

 
 

○
　

　
　

 
C

実
施

し
て

い
る

個
別

事
業

に
つ

い
て

、
そ

の
効

果
や

成
果

に
つ

い
て

検
証

、
評

価
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
テ

ー
マ

や
タ

ー
ゲ

ッ
ト
を

絞
り

込
み

、
重

点
的

に
施

策
を

展
開

し
て

い
く

よ
う

に
し

て
下

さ
い

。
市

民
が

他
都

市
に

流
出

し
な

い
よ

う
、

魅
力

あ
る

店
舗

づ
く

り
を

実
施

し
て

下
さ

い
。

3
,9

0
2

2
,5

0
0

0
0

6
,4

0
2

6
,4

0
2

2
,2

5
0

6
消

費
生

活
へ

の
支

援

1
6
1

消
費

生
活

相
談

の
充

実

1
6
1
0
0
1
0

消
費

生
活

相
談

事
業

生
活

環
境

部
経

済
課

B
　

　
○

 
 

 
 

B

不
当

請
求

や
催

眠
商

法
な

ど
の

悪
質

商
法

に
よ

る
被

害
を

未
然

に
防

ぐ
こ

と
が

必
要

で
す

。
最

新
の

手
口

や
、

市
内

・
近

隣
地

域
で

の
被

害
状

況
等

の
情

報
収

集
、

警
察

と
の

連
携

強
化

、
広

報
・
啓

発
の

充
実

に
努

め
て

下
さ

い
。

1
1
,4

0
0

5
4

0
0

1
1
,4

5
4

1
1
,4

5
4

5
4

1
6
2

情
報

提
供

と
啓

発
活

動

1
6
2
0
0
1
0

消
費

者
啓

発
事

業
生

活
環

境
部

経
済

課
B

 
 

○
 

 
 

 
B

不
当

請
求

や
催

眠
商

法
な

ど
の

悪
質

商
法

に
よ

る
被

害
を

未
然

に
防

ぐ
こ

と
が

必
要

で
す

。
最

新
の

手
口

や
、

市
内

・
近

隣
地

域
で

の
被

害
状

況
等

の
情

報
収

集
、

警
察

と
の

連
携

強
化

、
広

報
・
啓

発
の

充
実

に
努

め
て

下
さ

い
。

3
,8

2
4

3
8
2

0
0

4
,2

0
6

4
,2

0
6

3
5
5

1
6
2
0
0
2
0

消
費

生
活

セ
ン

タ
ー

運
営

事
業

生
活

環
境

部
経

済
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
消

費
者

セ
ン

タ
ー

の
認

知
度

を
高

め
る

よ
う

に
し

て
下

さ
い

。
3
,1

0
8

1
,8

5
8

0
0

4
,9

6
6

3
,7

0
7

2
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3

小
計
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1
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5
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1
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3
1
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2
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2
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9
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1
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１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
廃 止 休 止

総 合 評 価

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

コ
メ

ン
ト

人
件

費
直

　
接

事
業

費
他

部
門

経
　

費
減

　
価

償
却

費
事

業
費

計
一

般
財

源
直

接
事

業
費

1
保

健
・
医

療
・
福

祉
の

連
携

と
充

実

2
1
1

保
健

・
医

療
・
福

祉
の

連
携

に
よ

る
地

域
の

拠
点

づ
く

り

2
1
2

保
健

事
業

の
推

進

2
1
2
0
0
1
0

特
定

疾
病

療
養

費
補

助
事

業
保

健
福

祉
部

健
康

課
D

 
 

　
　

○
 

 
C

受
給

者
の

現
状

及
び

他
都

市
の

給
付

状
況

等
を

把
握

し
た

う
え

で
、

所
得

制
限

や
終

期
設

定
の

必
要

性
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

1
,4

3
0

6
,2

0
5

0
0

7
,6

3
5

7
,6

3
5

6
,6

0
0

2
1
2
0
0
2
0

難
病

患
者

等
居

宅
生

活
支

援
事

業
保

健
福

祉
部

健
康

課
A

 
○

 
 

 
 

 
B

利
用

者
が

非
常

に
少

な
い

こ
と

が
課

題
で

す
。

広
報

に
努

め
て

下
さ

い
。

1
,0

2
9

4
9

0
0

1
,0

7
8

1
,0

4
5

6
2
4

2
1
2
0
0
6
0

健
康

被
害

予
防

事
業

保
健

福
祉

部
健

康
課

B
 

○
 

 
 

 
 

B
１

歳
６

ヶ
月

健
診

後
の

取
り

組
み

に
つ

い
て

は
、

個
々

の
事

業
の

連
携

を
図

り
、

相
乗

効
果

を
目

指
し

て
下

さ
い

。
3
,1

6
5

3
,2

3
1

0
0

6
,3

9
6

3
,1

8
8

3
,4

2
2

2
1
2
0
0
7
0

地
域

保
健

事
業

保
健

福
祉

部
健

康
課

B
 

 
○

 
 

　
　

D
マ

ス
コ

ミ
そ

の
他

で
も

多
様

な
情

報
を

入
手

で
き

ま
す

の
で

、
市

関
与

の
必

要
性

に
疑

問
が

あ
り

ま
す

。
健

康
フ

ェ
ア

は
運

営
主

体
の

変
更

、
事

業
廃

止
も

含
め

事
業

の
あ

り
方

を
見

直
し

て
下

さ
い

。
2
,2

8
4

3
8
4

0
0

2
,6

6
8

2
,4

1
2

3
8
4

2
1
2
0
0
8
0

健
康

診
査

事
業

保
健

福
祉

部
健

康
課

B
 

○
 

 
 

 
 

C
受

益
者

負
担

の
適

正
化

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
コ

ス
ト
削

減
に

努
め

て
下

さ
い

。
1
0
,3

9
0

1
3
8
,3

8
8

0
0

1
4
8
,7

7
8

9
8
,5

8
1

1
4
8
,6

9
5

2
1
2
0
0
9
0

訪
問

指
導

保
健

福
祉

部
健

康
課

B
 

○
 

 
 

 
 

B
利

用
者

の
声

を
聴

取
す

る
な

ど
、

サ
ー

ビ
ス

の
品

質
確

保
に

努
め

て
下

さ
い

。
3
,7

7
7

3
,1

5
6

0
0

6
,9

3
3

6
,9

3
3

3
,8

0
0

2
1
2
0
1
0
0

機
能

訓
練

事
業

保
健

福
祉

部
健

康
課

B
　

　
　

　
　

　
○

　
C

介
護

予
防

・
生

き
が

い
生

活
支

援
事

業
と

の
統

合
を

検
討

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

訓
練

効
果

の
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

を
利

用
者

に
行

っ
て

下
さ

い
。

2
,6

6
6

3
0
7

0
0

2
,9

7
3

2
,9

7
3

4
5
0

2
1
2
0
1
1
0

介
護

予
防

・
生

き
が

い
生

活
支

援
事

業
保

健
福

祉
部

健
康

課
B

　
　

○
　

　
　

　
C

事
業

内
容

の
整

理
、

統
合

が
必

要
で

す
。

地
域

密
着

型
の

事
業

展
開

を
目

指
し

て
く

だ
さ

い
。

生
活

習
慣

病
の

疾
病

予
防

と
生

活
の

質
の

向
上

、
介

護
予

防
、

高
齢

化
の

進
行

も
あ

り
ま

す
の

で
、

方
法

改
善

に
よ

り
受

講
機

会
を

増
や

し
て

下
さ

い
。

1
,8

7
7

3
3
6

0
0

2
,2

1
3

2
,2

1
3

4
1
0

2
1
2
0
1
3
0

保
健

セ
ン

タ
ー

維
持

管
理

保
健

福
祉

部
健

康
課

C
 

○
 

 
 

 
 

C
施

設
の

存
在

を
前

提
に

事
業

を
当

然
に

継
続

す
る

と
い

う
発

想
か

ら
、

委
託

等
に

よ
る

効
率

化
が

可
能

か
、

と
い

う
視

点
で

事
業

効
率

を
検

証
し

て
下

さ
い

。
3
,2

8
3

6
,2

3
9

0
5
,6

4
5

1
5
,1

6
7

1
4
,3

4
8

7
,3

3
5

2
1
2
0
1
4
0

保
健

セ
ン

タ
ー

設
備

整
備

事
業

保
健

福
祉

部
健

康
課

B
 

○
 

 
 

 
 

C
施

設
の

存
在

を
前

提
に

事
業

を
当

然
に

継
続

す
る

と
い

う
発

想
か

ら
、

委
託

等
に

よ
る

効
率

化
が

可
能

か
、

と
い

う
視

点
で

事
業

効
率

を
検

証
し

て
下

さ
い

。
1
,7

4
9

1
0
,7

5
0

0
0

1
2
,4

9
9

1
2
,4

9
9

1
0
,6

1
0

2
1
2
0
1
5
0

国
民

健
康

保
険

事
業

生
活

環
境

部
保

険
年

金
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
ど

う
い

う
医

療
に

費
用

が
か

か
っ

て
い

る
の

か
、

調
査

・
分

析
が

必
要

だ
と

考
え

ま
す

。
収

納
率

向
上

へ
の

取
り

組
み

を
図

っ
て

下
さ

い
。

事
業

目
的

と
成

果
指

標
は

再
検

討
し

て
下

さ
い

。
9
4
,8

3
9

6
,3

6
6
,9

9
7

2
6
,2

2
3

0
6
,4

8
8
,0

5
9

2
,2

1
2
,5

9
6

6
,6

4
2
,7

8
7

2
1
2
0
1
6
0

福
祉

医
療

費
助

成
事

業
生

活
環

境
部

保
険

年
金

課
B

 
○

 
 

 
 

 
B

医
療

費
の

適
正

化
に

努
め

て
下

さ
い

。
2
3
,3

1
8

5
5
1
,5

8
6

1
3
,0

3
2

0
5
8
7
,9

3
6

3
9
0
,0

3
3

5
5
8
,7

3
8

2
1
2
0
1
7
0

老
人

保
健

医
療

事
業

生
活

環
境

部
保

険
年

金
課

B
 

○
 

 
 

 
 

B
医

療
費

の
適

正
化

に
努

め
て

下
さ

い
。

2
1
,5

4
5

8
,4

2
3
,5

1
5

0
0

8
,4

4
5
,0

6
0

2
6
9
,5

8
2

8
,1

6
4
,0

8
1

2
1
2
0
1
9
0

難
病

患
者

等
居

宅
生

活
支

援
事

業
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
B

　
　

○
　

　
　

　
B

広
報

を
行

い
、

制
度

の
活

用
を

図
っ

て
下

さ
い

。
1
,0

2
9

4
9

0
0

1
,0

7
8

1
,0

7
8

2
5
1

2
1
2
0
2
1
0

保
健

セ
ン

タ
ー

事
業

保
健

福
祉

部
健

康
課

B
 

○
 

 
 

 
 

C
施

設
の

存
在

を
前

提
に

事
業

を
当

然
に

継
続

す
る

と
い

う
発

想
か

ら
、

委
託

等
に

よ
る

効
率

化
が

可
能

か
、

と
い

う
視

点
で

事
業

効
率

を
検

証
し

て
下

さ
い

。
5
,2

0
6

3
,7

9
5

0
0

9
,0

0
1

3
,8

2
2

4
,4

8
7

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
ま

ち
づ

く
り

の
目

標
別

）

所
管

課
2

健
や

か
で

ぬ
く
も

り
の

あ
る

福
祉

社
会

づ
く
り

平
成

１
５

年
度

決
算

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト
市

評
価

・
方

向
性

29



１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
廃 止 休 止

総 合 評 価

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

コ
メ

ン
ト

人
件

費
直

　
接

事
業

費
他

部
門

経
　

費
減

　
価

償
却

費
事

業
費

計
一

般
財

源
直

接
事

業
費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
ま

ち
づ

く
り

の
目

標
別

）

所
管

課
2

健
や

か
で

ぬ
く
も

り
の

あ
る

福
祉

社
会

づ
く
り

平
成

１
５

年
度

決
算

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト
市

評
価

・
方

向
性

2
1
3

健
康

づ
く

り
の

推
進

2
1
3
0
0
1
0

健
康

教
育

事
業

保
健

福
祉

部
健

康
課

B
 

○
 

 
 

 
 

C
事

業
対

象
及

び
意

図
が

同
じ

こ
と

か
ら

、
２

つ
の

事
業

統
合

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
ま

た
、

民
間

委
託

が
可

能
か

ど
う

か
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

事
業

単
位

は
健

康
相

談
と

統
合

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
8
,0

4
3

1
2
,3

8
3

0
0

2
0
,4

2
6

2
0
,4

0
0

1
2
,8

7
0

2
1
3
0
0
2
0

健
康

相
談

保
健

福
祉

部
健

康
課

B
 

○
 

 
 

 
 

C
事

業
対

象
及

び
意

図
が

同
じ

こ
と

か
ら

、
２

つ
の

事
業

統
合

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
ま

た
、

民
間

委
託

が
可

能
か

ど
う

か
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

事
業

単
位

は
健

康
教

育
事

業
と

の
統

合
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

7
,2

5
0

1
5
,2

0
9

0
0

2
2
,4

5
9

2
2
,4

5
9

1
5
,5

3
2

2
1
4

医
療

体
制

の
充

実

2
1
4
0
0
1
0

救
急

医
療

事
業

保
健

福
祉

部
健

康
課

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

2
,0

2
8

5
4
,5

2
9

0
0

5
6
,5

5
7

3
4
,6

2
4

5
4
,1

1
1

2
1
4
0
0
5
0

応
急

救
護

知
識

の
普

及
啓

発
消

防
本

部
警

防
課

救
急

救
助

担
当

B
 

 
○

 
 

 
 

B
現

在
実

施
の

講
習

会
に

加
え

て
、

啓
も

う
啓

発
活

動
に

つ
い

て
は

、
消

防
法

上
の

規
程

を
遵

守
し

つ
つ

、
費

用
対

効
果

を
考

慮
し

た
計

画
的

実
施

が
望

ま
れ

ま
す

。
1
4
,9

8
1

2
,4

0
2

0
0

1
7
,3

8
3

1
5
,2

2
7

4
2
7

2
1
5

市
立

芦
屋

病
院

の
医

療
環

境
の

充
実

2
共

に
助

け
合

う
地

域
福

祉
の

実
現

2
2
1

小
地

域
福

祉
活

動
の

推
進

2
2
1
0
0
8
0

友
愛

基
金

関
係

事
業

保
健

福
祉

部
総

務
課

B
 

 
○

　
　

　
　

B
他

市
の

状
況

等
を

参
考

に
、

支
給

対
象

及
び

支
給

額
を

見
直

す
こ

と
。

2
,4

8
3

7
,5

2
3

0
0

1
0
,0

0
6

7
,5

0
1

4
,5

0
1

2
2
2

福
祉

サ
ー

ビ
ス

利
用

援
助

の
推

進

2
2
2
0
0
1
0

成
年

後
見

制
度

利
用

支
援

事
業

保
健

福
祉

部
総

務
課

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

1
,8

2
7

1
9
8

0
0

2
,0

2
5

1
,8

1
9

9
8
9

2
2
2
0
0
2
5

母
子

・
父

子
世

帯
へ

の
ホ

ー
ム

ヘ
ル

パ
ー

派
遣

事
業

保
健

福
祉

部
児

童
課

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

1
,1

3
4

4
9

0
0

1
,1

8
3

1
,1

8
0

5
9

2
2
2
0
0
5
0

福
祉

サ
ー

ビ
ス

利
用

援
助

事
業

保
健

福
祉

部
総

務
課

B
 

○
 

 
 

 
 

C
小

額
補

助
で

す
の

で
、

市
と

し
て

補
助

す
る

意
義

を
明

確
に

し
、

明
確

に
で

き
な

け
れ

ば
他

補
助

金
へ

の
統

合
を

図
っ

て
下

さ
い

。
1
,1

8
9

9
2

0
0

1
,2

8
1

1
,2

8
1

9
2

2
2
3

福
祉

教
育

の
推

進

3
高

齢
者

の
自

立
を

サ
ポ

ー
ト

す
る

社
会

の
実

現

2
3
1

高
齢

者
の

生
き

が
い

対
策

2
3
1
0
0
2
0

高
齢

者
の

地
域

活
動

の
推

進
保

健
福

祉
部

総
務

課
B

 
 

 
○

 
 

 
C

指
定

管
理

者
制

度
へ

の
移

行
を

円
滑

に
進

め
て

下
さ

い
。

1
,8

2
7

1
2
,2

3
6

0
1
9
,2

9
8

3
3
,3

6
1

3
3
,3

6
1

1
0
,8

5
4

2
3
1
0
0
4
0

生
き

が
い

活
動

支
援

事
業

保
健

福
祉

部
高

年
福

祉
課

D
 

 
 

 
○

　
　

D

利
用

者
か

ら
満

足
度

、
意

見
を

聴
取

す
る

な
ど

、
事

業
の

有
効

性
に

つ
い

て
検

証
し

て
く

だ
さ

い
。

今
後

の
財

源
確

保
の

問
題

が
あ

る
こ

と
と

、
閉

じ
こ

も
り

防
止

の
有

効
性

に
疑

問
が

あ
り

ま
す

の
で

、
事

業
対

象
、

内
容

に
つ

い
て

縮
小

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
ま

た
、

趣
味

活
動

等
の

講
座

に
つ

い
て

は
適

正
な

受
益

者
負

担
を

求
め

る
こ

と
が

必
要

で
す

。

1
,1

8
7

5
,1

1
9

0
0

6
,3

0
6

4
,0

1
9

5
,3

6
1
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１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
廃 止 休 止

総 合 評 価

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

コ
メ

ン
ト

人
件

費
直

　
接

事
業

費
他

部
門

経
　

費
減

　
価

償
却

費
事

業
費

計
一

般
財

源
直

接
事

業
費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
ま

ち
づ

く
り

の
目

標
別

）

所
管

課
2

健
や

か
で

ぬ
く
も

り
の

あ
る

福
祉

社
会

づ
く
り

平
成

１
５

年
度

決
算

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト
市

評
価

・
方

向
性

2
3
1
0
0
7
0

社
会

参
加

・
生

き
が

い
事

業
保

健
福

祉
部

高
年

福
祉

課
D

 
 

　
○

 
 

 
D

参
加

者
が

減
少

、
固

定
化

し
て

い
る

と
考

え
ら

れ
ま

す
。

市
と

し
て

、
税

金
を

投
入

し
て

ど
こ

ま
で

行
う

か
、

民
間

に
よ

る
運

営
が

で
き

な
い

か
、

ア
ク

シ
ョ
ン

プ
ラ

ン
を

も
っ

て
進

め
て

下
さ

い
。

4
,7

8
3

2
,7

9
4

0
0

7
,5

7
7

7
,5

7
7

2
,7

5
9

2
3
1
0
0
8
0

高
齢

者
バ

ス
運

賃
助

成
事

業
保

健
福

祉
部

高
年

福
祉

課
C

 
 

○
 

 
 

 
C

現
行

の
制

度
で

は
、

高
齢

者
の

社
会

参
加

を
促

進
す

る
と

い
う

事
業

効
果

に
疑

問
が

あ
り

ま
す

。
所

得
制

限
を

導
入

す
る

な
ど

、
必

要
な

人
に

、
必

要
な

助
成

が
で

き
る

よ
う

見
直

し
が

必
要

で
す

。
2
,2

3
2

2
3
,6

2
8

0
0

2
5
,8

6
0

2
5
,8

6
0

2
6
,6

7
0

2
3
2

高
齢

者
の

能
力

活
用

2
3
3

介
護

保
険

制
度

へ
の

対
応

2
3
3
0
0
3
0

介
護

保
険

給
付

保
健

福
祉

部
介

護
保

険
担

当
B

 
 

○
 

 
 

 
B

嘱
託

化
で

き
る

業
務

を
精

査
し

、
さ

ら
な

る
嘱

託
化

に
努

め
て

下
さ

い
。

4
4
,8

0
4

3
,9

5
6
,3

5
7

0
0

4
,0

0
1
,1

6
1

5
5
8
,3

3
1

4
,0

8
2
,7

1
6

2
3
3
0
0
4
0

介
護

保
険

料
の

賦
課

・
徴

収
保

健
福

祉
部

介
護

保
険

担
当

B
　

　
○

　
　

　
　

B
嘱

託
化

で
き

る
業

務
を

精
査

し
、

さ
ら

な
る

嘱
託

化
に

努
め

て
下

さ
い

。
徴

収
率

に
つ

い
て

は
近

隣
諸

都
市

で
の

上
位

を
目

標
に

、
さ

ら
な

る
徴

収
率

の
向

上
を

図
っ

て
下

さ
い

。
2
8
,3

8
7

3
4
,7

3
8

2
6
5
,9

4
9

0
3
2
9
,0

7
4

3
2
8
,8

3
9

2
8
,6

2
9

2
3
4

高
齢

者
の

生
活

自
立

支
援

の
推

進

2
3
4
0
0
1
0

シ
ル

バ
ー

ハ
ウ

ジ
ン

グ
・
自

立
支

援
事

業
保

健
福

祉
部

高
年

福
祉

課
B

 
 

○
　

　
　

　
B

自
立

支
援

事
業

補
助

の
確

保
に

努
め

て
下

さ
い

。
生

活
援

助
員

の
２

４
時

間
派

遣
体

制
の

必
要

性
に

つ
い

て
検

討
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
財

源
確

保
が

困
難

に
な

っ
た

場
合

に
は

縮
小

も
検

討
し

て
下

さ
い

。
1
,3

6
5

4
5
,7

8
0

0
0

4
7
,1

4
5

1
5
,6

7
3

4
6
,2

0
4

2
3
4
0
0
4
0

介
護

保
険

制
度

外
在

宅
支

援
事

業
保

健
福

祉
部

高
年

福
祉

課
B

 
○

 
 

 
 

 
B

対
象

カ
バ

ー
率

を
求

め
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

ま
た

｢利
用

率
｣に

つ
い

て
数

値
が

混
在

し
て

い
ま

す
の

で
、

デ
ー

タ
の

整
理

を
し

て
下

さ
い

。
5
,2

6
1

3
2
,5

1
8

0
0

3
7
,7

7
9

2
6
,6

3
2

2
9
,6

1
6

2
3
4
0
0
9
0

在
宅

介
護

支
援

セ
ン

タ
ー

事
業

保
健

福
祉

部
高

年
福

祉
課

B
 

○
 

 
 

 
 

B
委

託
業

務
の

実
態

把
握

を
行

っ
て

下
さ

い
。

4
,3

0
5

2
6
,1

0
4

0
0

3
0
,4

0
9

1
2
,2

3
2

2
6
,5

9
3

2
3
4
0
1
1
0

入
所

措
置

業
務

保
健

福
祉

部
高

年
福

祉
課

B
 

○
 

 
 

 
 

B
成

果
指

標
に

つ
い

て
は

、
対

象
カ

バ
ー

率
や

事
務

の
迅

速
性

な
ど

を
示

す
も

の
を

工
夫

し
て

設
定

し
て

下
さ

い
。

3
,3

5
0

1
2
,8

9
1

0
0

1
6
,2

4
1

8
,9

0
5

1
5
,1

7
8

2
3
4
0
1
2
0

養
護

老
人

ホ
ー

ム
運

営
事

業
保

健
福

祉
部

和
風

園
D

 
 

 
○

　
　

　
C

民
間

委
託

や
他

施
設

と
の

統
合

等
に

む
け

て
、

明
確

な
ア

ク
シ

ョ
ン

プ
ラ

ン
を

示
し

て
進

め
て

下
さ

い
。

8
9
,0

7
0

6
1
,6

8
8

0
1
3
,4

7
5

1
6
4
,2

3
3

1
1
7
,9

9
6

6
4
,3

5
9

2
3
4
0
1
5
0

介
護

予
防

・
生

活
支

援
事

業
保

健
福

祉
部

高
年

福
祉

課
B

 
　

　
　

○
　

　
C

は
り

・
灸

・
あ

ん
ま

・
マ

ッ
サ

ー
ジ

・
指

圧
施

術
助

成
に

つ
い

て
は

、
他

市
の

状
況

を
み

な
が

ら
廃

止
の

方
向

で
見

直
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

　
対

象
カ

バ
ー

率
は

精
細

に
し

て
求

め
て

下
さ

い
。

4
,3

0
5

2
9
,2

6
3

0
0

3
3
,5

6
8

1
4
,2

4
0

3
9
,7

8
6

2
3
4
0
1
8
0

家
族

介
護

支
援

事
業

保
健

福
祉

部
高

年
福

祉
課

B
 

○
 

 
 

 
 

B
委

託
事

業
に

つ
い

て
は

、
利

用
者

等
へ

の
調

査
を

行
い

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

努
め

て
下

さ
い

。
2
,5

5
1

2
,1

4
2

0
0

4
,6

9
3

2
,9

7
2

4
,0

0
7

2
3
4
0
2
8
0

敬
老

祝
金

保
健

福
祉

部
高

年
福

祉
課

D
 

 
 

 
○

 
 

D
事

業
手

段
と

し
て

金
銭

給
付

が
妥

当
か

ど
う

か
検

討
が

必
要

で
す

。
限

ら
れ

た
財

源
の

中
、

休
止

を
含

め
た

検
討

が
必

要
で

す
。

2
,6

0
7

1
2
,5

1
5

0
0

1
5
,1

2
2

1
5
,1

2
2

1
4
,0

5
8

2
3
4
0
3
4
0

緊
急

通
報

シ
ス

テ
ム

受
信

業
務

消
防

本
部

通
信

装
備

担
当

A
 

○
 

 
 

 
 

B
人

件
費

（
活

動
配

分
）
が

０
．

６
人

年
と

な
っ

て
い

ま
す

が
、

事
務

量
か

ら
み

て
削

減
が

可
能

と
思

わ
れ

ま
す

。
5
,7

3
5

0
0

0
5
,7

3
5

5
,7

3
5

0

2
3
4
0
3
5
0

高
齢

世
帯

生
活

援
助

員
派

遣
事

業
保

健
福

祉
部

高
年

福
祉

課
D

 
 

○
　

　
　

　
D

財
源

確
保

が
出

来
な

い
場

合
は

廃
止

を
含

め
抜

本
的

な
見

直
し

を
行

う
こ

と
が

必
要

で
す

。
ま

た
継

続
に

あ
た

っ
て

も
、

地
域

住
民

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
や

Ｎ
Ｐ

Ｏ
等

と
の

協
働

体
制

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
9
5
6

2
,4

4
7

0
0

3
,4

0
3

3
9
8

2
,4

4
3
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１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
廃 止 休 止

総 合 評 価

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

コ
メ

ン
ト

人
件

費
直

　
接

事
業

費
他

部
門

経
　

費
減

　
価

償
却

費
事

業
費

計
一

般
財

源
直

接
事

業
費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
ま

ち
づ

く
り

の
目

標
別

）

所
管

課
2

健
や

か
で

ぬ
く
も

り
の

あ
る

福
祉

社
会

づ
く
り

平
成

１
５

年
度

決
算

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト
市

評
価

・
方

向
性

2
3
4
0
3
9
0

高
齢

者
相

談
業

務
保

健
福

祉
部

高
年

福
祉

課
B

 
 

○
 

 
 

 
D

利
用

者
の

満
足

度
な

ど
デ

ー
タ

集
計

・
分

析
を

行
い

、
高

齢
者

福
祉

に
求

め
ら

れ
る

ニ
ー

ズ
、

課
題

発
見

に
努

め
て

下
さ

い
。

相
談

員
の

専
門

性
に

見
合

う
か

ど
う

か
検

討
し

、
結

果
に

よ
っ

て
は

廃
止

を
検

討
し

て
下

さ
い

。

2
,7

7
4

0
0

0
2
,7

7
4

2
,7

7
4

 

2
3
5

高
齢

者
に

優
し

い
住

環
境

整
備

2
3
5
0
0
1
0

住
宅

改
造

支
援

事
業

保
健

福
祉

部
高

年
福

祉
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
助

成
制

度
の

対
象

者
本

人
に

適
し

た
工

事
内

容
に

な
っ

て
い

る
の

か
ど

う
か

、
認

識
し

て
い

る
課

題
に

つ
い

て
改

善
を

図
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

ま
た

、
事

前
・
事

後
の

評
価

を
行

っ
て

下
さ

い
。

3
,0

2
9

2
5
,2

7
0

0
0

2
8
,2

9
9

1
7
,9

6
1

3
0
,6

2
5

4
子

ど
も

た
ち

の
心

と
体

を
豊

か
に

は
ぐ

く
む

社
会

の
実

現

2
4
1

「
エ

ン
ゼ

ル
プ

ラ
ン

」
子

育
て

支
援

の
推

進

2
4
1
0
0
1
0

児
童

セ
ン

タ
ー

事
業

生
活

環
境

部
上

宮
川

文
化

セ
ン

タ
ー

B
 

 
○

 
 

 
 

B
Ｎ

Ｐ
Ｏ

な
ど

民
間

活
力

の
導

入
、

市
民

参
画

・
協

働
に

よ
る

事
業

に
つ

い
て

検
討

し
て

下
さ

い
。

2
5
,9

8
2

2
,4

0
0

0
0

2
8
,3

8
2

2
7
,6

4
1

2
,3

4
3

2
4
1
0
0
3
0

延
長

保
育

事
業

保
健

福
祉

部
児

童
課

B
　

○
　

　
　

　
　

B
 

9
,5

1
8

4
,9

0
8

0
0

1
4
,4

2
6

7
,0

6
2

5
,8

8
0

2
4
1
0
0
4
0

障
害

児
保

育
事

業
保

健
福

祉
部

児
童

課
B

 
 

○
 

 
 

 
B

待
機

児
童

（
障

害
児

）
の

解
消

に
む

け
て

受
入

体
制

の
整

備
を

進
め

て
下

さ
い

。
4
0
,5

3
5

0
0

0
4
0
,5

3
5

4
0
,5

3
5

1
,6

5
9

2
4
1
0
0
5
0

一
時

保
育

事
業

保
健

福
祉

部
児

童
課

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

4
7
8

6
,6

9
6

0
0

7
,1

7
4

3
,5

0
2

6
,6

9
6

2
4
1
0
0
8
0

保
育

所
の

運
営

及
び

維
持

管
理

業
務

保
健

福
祉

部
児

童
課

B
 

 
 

○
 

 
 

C
他

市
の

ベ
ス

ト
プ

ラ
ク

テ
ィ

ス
（
成

功
事

例
）
に

な
ら

い
、

民
間

活
力

の
導

入
を

進
め

て
下

さ
い

。
待

機
児

童
の

解
消

を
図

っ
て

下
さ

い
。

8
6
8
,3

4
2

8
7
,8

5
2

0
1
4
,3

2
4

9
7
0
,5

1
8

6
7
8
,1

1
5

8
3
,1

1
2

2
4
1
0
0
9
0

妊
産

婦
支

援
事

業
保

健
福

祉
部

健
康

課
B

 
○

 
 

 
 

 
B

利
用

者
ニ

ー
ズ

や
満

足
度

な
ど

の
調

査
を

し
て

、
現

状
を

把
握

し
、

よ
り

効
果

の
上

が
る

方
法

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
ま

た
、

他
都

市
の

実
態

を
把

握
す

る
な

ど
、

ベ
ン

チ
マ

ー
キ

ン
グ

を
行

い
、

改
善

に
つ

な
げ

て
下

さ
い

。

5
,5

0
5

1
0
0

0
0

5
,6

0
5

5
,6

0
5

1
5
3

2
4
1
0
1
0
0

プ
レ

親
学

級
（
母

親
学

級
）

保
健

福
祉

部
健

康
課

B
 

○
 

 
 

 
 

B

利
用

者
ニ

ー
ズ

や
満

足
度

な
ど

の
調

査
を

し
て

、
現

状
を

把
握

し
、

よ
り

効
果

の
上

が
る

方
法

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
ま

た
、

他
都

市
の

実
態

を
把

握
す

る
な

ど
、

ベ
ン

チ
マ

ー
キ

ン
グ

を
行

い
、

改
善

に
つ

な
げ

て
下

さ
い

。

4
,5

4
3

7
6
8

0
0

5
,3

1
1

5
,0

2
6

7
5
0

2
4
1
0
1
1
0

乳
幼

児
健

康
診

査
保

健
福

祉
部

健
康

課
B

 
○

 
 

 
 

 
B

成
果

指
標

は
｢結

果
に

異
常

が
な

か
っ

た
受

診
者

割
合

｣が
適

当
だ

と
考

え
ら

れ
ま

す
。

指
標

設
定

を
再

検
討

し
て

下
さ

い
。

7
,5

0
7

8
,7

4
5

0
0

1
6
,2

5
2

1
4
,0

2
2

1
0
,7

2
7

2
4
1
0
1
2
0

育
児

相
談

保
健

福
祉

部
健

康
課

B
 

○
 

 
 

 
 

C
親

同
士

の
交

流
に

つ
い

て
は

、
市

の
関

与
の

あ
り

方
を

検
討

し
、

Ｎ
Ｐ

Ｏ
や

市
民

団
体

な
ど

と
の

協
働

体
制

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
1
,8

7
7

2
1
5

0
0

2
,0

9
2

2
,0

9
2

2
2
1

2
4
1
0
1
3
0

育
児

教
室

保
健

福
祉

部
健

康
課

B
 

○
 

 
 

 
 

C

ニ
ー

ズ
を

把
握

す
る

た
め

、
参

加
希

望
者

に
関

す
る

数
値

デ
ー

タ
を

測
定

、
検

証
し

て
く

だ
さ

い
。

ニ
ー

ズ
を

充
足

し
て

い
な

い
の

で
あ

れ
ば

、
開

催
回

数
、

会
場

の
変

更
な

ど
改

善
を

図
っ

て
下

さ
い

。
親

同
士

の
交

流
に

つ
い

て
は

、
市

の
関

与
の

あ
り

方
を

検
討

し
、

Ｎ
Ｐ

Ｏ
や

市
民

団
体

な
ど

と
の

協
働

体
制

を
検

討
し

て
下

さ
い

。

1
,8

7
7

6
3
1

0
0

2
,5

0
8

2
,1

0
8

6
1
0

2
4
1
0
1
4
0

乳
幼

児
育

成
指

導
事

業
保

健
福

祉
部

健
康

課
B

 
○

 
 

 
 

 
C

親
同

士
の

交
流

に
つ

い
て

は
、

市
の

関
与

の
あ

り
方

を
検

討
し

、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

や
市

民
団

体
な

ど
と

の
協

働
体

制
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

2
,2

8
2

1
,5

3
2

0
0

3
,8

1
4

3
,1

4
8

1
,7

4
0

2
4
1
0
1
5
0

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
セ

ン
タ

ー
管

理
運

営
教

育
委

員
会

学
校

教
育

部
学

校
教

育
課

B
 

 
 

 
　

○
 

C
他

の
相

談
事

業
と

の
統

合
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

2
,3

5
5

6
,4

5
2

0
0

8
,8

0
7

8
,8

0
7

6
,0

1
6

32



１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
廃 止 休 止

総 合 評 価

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

コ
メ

ン
ト

人
件

費
直

　
接

事
業

費
他

部
門

経
　

費
減

　
価

償
却

費
事

業
費

計
一

般
財

源
直

接
事

業
費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
ま

ち
づ

く
り

の
目

標
別

）

所
管

課
2

健
や

か
で

ぬ
く
も

り
の

あ
る

福
祉

社
会

づ
く
り

平
成

１
５

年
度

決
算

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト
市

評
価

・
方

向
性

2
4
1
0
1
6
0

青
少

年
育

成
事

業
(小

・
中

学
生

レ
ク

リ
ェ

ー
シ

ョ
ン

キ
ャ

ン
プ

)
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
ス

ポ
ー

ツ
・
青

少
年

課
D

 
 

 
 

 
 

○
C

事
業

の
妥

当
性

は
あ

り
ま

す
が

、
受

益
者

が
ご

く
一

部
の

小
中

学
生

に
限

ら
れ

て
い

ま
す

。
受

益
者

を
増

や
し

た
り

、
コ

ス
ト
削

減
す

る
な

ど
、

具
体

的
な

方
策

を
見

直
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

1
,4

3
0

5
7
8

0
0

2
,0

0
8

1
,8

9
2

8
0
0

2
4
1
0
1
7
0

青
少

年
育

成
事

業
(手

作
り

教
室

等
)

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
D

 
 

 
○

 
 

 
C

事
業

の
妥

当
性

は
あ

り
ま

す
が

、
受

益
者

が
ご

く
一

部
の

小
中

学
生

に
限

ら
れ

て
い

ま
す

。
受

益
者

を
増

や
し

た
り

、
コ

ス
ト
削

減
す

る
な

ど
、

具
体

的
な

方
策

を
見

直
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

1
,9

8
0

3
0
4

0
0

2
,2

8
4

2
,2

3
5

2
3
2

2
4
1
0
1
9
0

交
通

遺
児

就
学

激
励

金
保

健
福

祉
部

児
童

課
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
0

1
8
0

0
0

1
8
0

1
8
0

1
8
0

2
4
1
0
2
1
0

校
庭

開
放

事
業

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

生
涯

学
習

課
D

 
 

 
○

 
 

 
B

地
域

の
防

災
や

自
治

組
織

と
の

連
携

で
、

費
用

の
削

減
、

効
果

の
向

上
を

目
指

し
て

下
さ

い
。

2
,7

9
2

2
,2

5
4

0
0

5
,0

4
6

5
,0

3
9

2
,5

8
7

2
4
1
0
2
2
0

青
少

年
保

護
対

策
事

業
(芦

屋
市

留
守

家
庭

児
童

会
事

業
)

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
B

 
 

○
 

 
 

 
B

 
7
8
,4

5
8

1
0
,3

4
8

0
0

8
8
,8

0
6

7
9
,3

6
6

2
,3

1
1

2
4
2

子
育

て
支

援
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

化

2
4
2
0
0
2
0

子
育

て
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
生

涯
学

習
課

B
 

 
 

 
 

○
 

B

市
長

部
局

、
教

育
委

員
会

と
そ

れ
ぞ

れ
違

っ
た

形
で

子
育

て
支

援
を

行
っ

て
お

り
、

事
業

の
整

理
統

合
が

必
要

で
す

。
ま

た
運

営
主

体
は

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

に
任

せ
る

等
の

検
討

を
し

、
コ

ス
ト
削

減
に

努
め

て
く

だ
さ

い
。

9
,5

5
6

6
,4

3
2

0
0

1
5
,9

8
8

1
2
,3

7
8

7
,1

6
9

2
4
2
0
0
5
0

家
庭

児
童

相
談

員
の

設
置

保
健

福
祉

部
児

童
課

B
 

○
 

 
 

 
 

B
　

9
,2

3
8

1
5
5

0
0

9
,3

9
3

9
,3

9
3

1
8
2

2
4
2
0
0
7
0

青
少

年
愛

護
セ

ン
タ

ー
運

営
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
青

少
年

愛
護

セ
ン

タ
ー

B
 

 
○

 
 

 
 

B
嘱

託
職

員
の

活
用

を
図

る
な

ど
、

人
件

費
の

削
減

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
1
2
,2

3
7

8
0
7

0
0

1
3
,0

4
4

1
2
,5

1
1

7
9
6

2
4
2
0
0
8
0

愛
護

委
員

育
成

活
動

事
業

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

青
少

年
愛

護
セ

ン
タ

ー
B

 
 

○
 

 
 

 
B

 
5
,2

8
1

3
,0

0
0

0
0

8
,2

8
1

8
,2

8
1

3
,0

0
0

2
4
2
0
1
1
0

母
子

家
庭

児
童

育
成

事
業

と
母

子
相

談
員

の
設

置
保

健
福

祉
部

児
童

課
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
3
,9

8
0

6
0
6

0
0

4
,5

8
6

4
,5

3
9

2
9
5

2
4
2
0
1
2
0

子
育

て
支

援
事

業
保

健
福

祉
部

児
童

課
B

 
 

○
 

 
 

 
C

育
児

教
室

や
教

育
委

員
会

が
実

施
す

る
事

業
と

の
連

携
、

役
割

分
担

を
整

理
し

て
下

さ
い

。
 児

童
虐

待
の

早
期

発
見

、
早

期
予

防
の

た
め

の
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

づ
く

り
並

び
に

啓
発

活
動

は
継

続
し

て
取

り
組

ん
で

下
さ

い
。

以
上

の
こ

と
に

つ
き

ア
ク

シ
ョ
ン

プ
ラ

ン
を

も
っ

て
進

め
て

く
だ

さ
い

。

3
,1

1
0

1
,3

3
6

0
0

4
,4

4
6

4
,4

4
6

2
5
7

2
4
3

若
年

世
代

の
誘

致

5
障

害
者

の
社

会
参

加
の

実
現

2
5
1

障
害

者
（
児

）
福

祉
、

保
健

・
医

療
サ

ー
ビ

ス
の

充
実

2
5
1
0
0
1
0

心
身

障
害

者
福

祉
事

業
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
B

　
　

　
　

○
　

　
C

は
り

・
灸

・
あ

ん
ま

・
マ

ッ
サ

ー
ジ

・
指

圧
施

術
助

成
に

つ
い

て
は

、
他

市
の

状
況

を
み

な
が

ら
廃

止
の

方
向

で
見

直
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

3
,9

3
9

1
3
,2

8
3

2
3
6

0
1
7
,4

5
8

1
7
,4

3
0

1
7
,8

2
1

2
5
1
0
0
2
0

身
体

障
害

者
福

祉
事

業
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
B

　
○

　
　

　
　

　
B

対
象

者
の

利
用

実
態

を
把

握
し

、
対

象
カ

バ
ー

率
の

適
正

性
を

検
証

し
て

下
さ

い
。

3
,9

1
1

4
,9

4
8

0
0

8
,8

5
9

7
,5

5
8

5
,2

8
4

2
5
1
0
0
3
0

身
体

障
害

者
保

護
事

業
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
B

　
○

　
　

　
　

　
B

 
1
1
,0

9
5

1
0
2
,6

5
3

0
0

1
1
3
,7

4
8

5
2
,5

0
4

1
2
2
,0

9
8
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１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
廃 止 休 止

総 合 評 価

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

コ
メ

ン
ト

人
件

費
直

　
接

事
業

費
他

部
門

経
　

費
減

　
価

償
却

費
事

業
費

計
一

般
財

源
直

接
事

業
費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
ま

ち
づ

く
り

の
目

標
別

）

所
管

課
2

健
や

か
で

ぬ
く
も

り
の

あ
る

福
祉

社
会

づ
く
り

平
成

１
５

年
度

決
算

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト
市

評
価

・
方

向
性

2
5
1
0
0
4
0

知
的

障
害

者
福

祉
事

業
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
B

　
○

　
　

　
　

　
B

対
象

者
の

利
用

実
態

を
把

握
し

、
対

象
カ

バ
ー

率
の

適
正

性
を

検
証

し
て

下
さ

い
。

6
,5

3
4

2
0
,2

3
5

0
0

2
6
,7

6
9

1
1
,7

2
0

3
3
,0

3
7

2
5
1
0
0
5
0

知
的

障
害

者
保

護
事

業
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
A

　
○

　
　

　
　

　
B

対
象

者
の

利
用

実
態

を
把

握
し

、
対

象
カ

バ
ー

率
の

適
正

性
を

検
証

し
て

下
さ

い
。

8
,4

7
3

2
6
1
,9

4
7

0
0

2
7
0
,4

2
0

1
3
9
,5

1
5

2
8
6
,1

9
8

2
5
1
0
0
7
0

芦
屋

市
福

祉
金

の
支

給
事

務
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
D

　
　

　
　

　
　

○
D

　
3
,7

1
6

1
4
1
,5

4
4

1
0

0
1
4
5
,2

7
0

1
4
5
,2

7
0

7
5
,9

1
2

2
5
1
0
0
8
0

重
度

障
害

者
特

別
給

付
金

の
支

給
事

務
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
B

　
○

　
　

　
　

　
B

　
1
,4

7
8

6
7
2

0
0

2
,1

5
0

1
,9

1
0

7
3
8

2
5
1
0
0
9
0

障
害

児
育

成
事

業
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
B

　
○

　
　

　
　

　
B

 
5
,8

8
9

2
9
,6

1
3

0
0

3
5
,5

0
2

2
0
,8

8
6

3
4
,1

1
9

2
5
1
0
1
0
0

兵
庫

県
心

身
障

害
者

扶
養

共
済

制
度

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

B
　

○
　

　
　

　
　

B
 

3
2
8

1
3
5

0
0

4
6
3

4
4
7

1
7
0

2
5
1
0
1
1
0

精
神

障
害

者
福

祉
事

業
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
B

　
○

　
　

　
　

　
B

小
規

模
通

所
作

業
所

へ
の

補
助

か
ら

育
成

へ
と

視
点

を
変

え
る

よ
う

な
ビ

ジ
ョ
ン

を
持

っ
て

下
さ

い
。

6
,5

6
1

3
,5

6
4

0
0

1
0
,1

2
5

7
,4

5
7

2
6
,4

0
7

2
5
2

教
育

・
療

育
体

制
の

充
実

2
5
2
0
0
1
0

早
期

療
育

訓
練

事
業

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

B
　

○
　

　
　

　
　

C
民

間
活

力
の

導
入

に
つ

い
て

、
他

都
市

の
例

に
な

ら
い

、
ア

ク
シ

ョ
ン

プ
ラ

ン
を

策
定

し
て

進
め

て
下

さ
い

。
2
4
,3

4
4

1
7
,1

8
2

0
2
,4

1
5

4
3
,9

4
1

3
7
,7

9
3

1
8
,8

2
1

2
5
2
0
0
2
0

障
害

児
教

育
振

興
事

業
（
学

級
運

営
費

含
む

）
教

育
委

員
会

学
校

教
育

部
学

校
教

育
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
 

3
,4

3
1

3
,3

5
3

0
0

6
,7

8
4

6
,7

8
4

4
,7

3
2

2
5
2
0
0
3
0

み
ど

り
学

級
の

運
営

事
業

教
育

委
員

会
学

校
教

育
課

み
ど

り
学

級
D

 
 

 
 

 
○

 
B

平
成

１
６

年
度

中
に

、
教

育
委

員
会

で
、

施
設

の
あ

り
方

、
運

営
主

体
、

方
法

に
つ

い
て

検
討

し
結

論
を

出
し

て
く

だ
さ

い
。

5
7
,4

8
0

3
,1

1
6

0
3
,2

5
8

6
3
,8

5
4

6
3
,8

5
4

2
,9

2
5

2
5
2
0
0
4
0

障
害

児
福

祉
施

設
等

通
園

費
扶

助
事

業
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
B

　
○

　
　

　
　

　
B

対
象

者
の

利
用

実
態

を
把

握
し

、
対

象
カ

バ
ー

率
の

適
正

性
を

検
証

し
て

下
さ

い
。

9
5
6

1
7
0

0
0

1
,1

2
6

1
,1

2
6

7
9
2

2
5
3

生
活

環
境

の
整

備

2
5
3
0
0
1
0

福
祉

の
ま

ち
づ

く
り

条
例

に
基

づ
く

建
築

物
の

審
査

及
び

検
査

事
務

建
設

部
建

築
指

導
課

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

3
,1

7
8

3
6

0
0

3
,2

1
4

2
,9

9
8

4
3

2
5
3
0
0
2
0

ハ
ー

ト
ビ

ル
法

に
基

づ
く

認
定

等
事

務
建

設
部

建
築

指
導

課
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
3
2
8

3
0

0
3
3
1

3
3
1

4

2
5
4

雇
用

・
就

労
の

推
進

2
5
5

ス
ポ

ー
ツ

・
文

化
活

動
等

に
よ

る
社

会
参

加
の

推
進

2
5
5
0
0
1
0

「
市

町
村

障
害

者
社

会
参

加
」
促

進
事

業
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
B

　
○

　
　

　
　

　
B

利
用

者
の

ニ
ー

ズ
調

査
を

実
施

し
、

適
切

な
補

助
メ

ニ
ュ

ー
を

選
択

し
て

下
さ

い
。

6
,9

1
0

6
,2

4
2

0
0

1
3
,1

5
2

8
,9

7
1

1
7
,8

2
1
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１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
廃 止 休 止

総 合 評 価

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

コ
メ

ン
ト

人
件

費
直

　
接

事
業

費
他

部
門

経
　

費
減

　
価

償
却

費
事

業
費

計
一

般
財

源
直

接
事

業
費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
ま

ち
づ

く
り

の
目

標
別

）

所
管

課
2

健
や

か
で

ぬ
く
も

り
の

あ
る

福
祉

社
会

づ
く
り

平
成

１
５

年
度

決
算

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト
市

評
価

・
方

向
性

6
経

済
的

困
窮

者
へ

の
支

援

2
6
1

生
活

自
立

へ
の

支
援

2
6
1
0
0
2
0

生
活

困
窮

者
に

対
す

る
法

外
扶

助
金

給
付

事
業

保
健

福
祉

部
生

活
援

護
課

B
 

○
 

 
 

 
 

C
他

市
の

状
況

等
を

参
考

に
、

明
確

な
ア

ク
シ

ョ
ン

プ
ラ

ン
を

も
っ

て
、

見
直

し
を

行
っ

て
下

さ
い

。
ま

た
、

事
務

事
業

の
対

象
、

意
図

、
成

果
指

標
の

見
直

し
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

1
,9

9
3

3
,4

6
2

0
0

5
,4

5
5

5
,4

5
5

 

2
6
1
0
0
3
0

援
護

資
金

貸
付

審
査

業
務

保
健

福
祉

部
生

活
援

護
課

B
　

○
　

　
　

　
　

B
 

2
,5

9
1

9
0
0

0
0

3
,4

9
1

3
,4

9
1

 

2
6
1
0
0
6
0

無
年

金
外

国
籍

高
齢

者
福

祉
金

支
給

事
業

生
活

環
境

部
保

険
年

金
課

B
 

○
 

 
 

 
 

B
　

1
,0

2
9

4
,9

0
1

0
0

5
,9

3
0

3
,9

7
0

5
,8

3
2

2
6
2

被
災

者
の

生
活

再
建

へ
の

支
援

2
6
2
0
0
1
0

災
害

援
護

資
金

償
還

事
務

保
健

福
祉

部
生

活
援

護
課

B
　

○
　

　
　

　
　

B
法

的
手

段
の

検
討

な
ど

回
収

率
向

上
へ

の
取

り
組

み
を

継
続

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

引
き

続
き

、
償

還
期

間
の

延
長

を
国

・
県

に
要

望
し

て
下

さ
い

。
3
0
,1

4
1

1
,7

9
6

0
0

3
1
,9

3
7

-
2
,1

0
4

7
,7

0
8

2
6
2
0
0
2
0

震
災

遺
児

就
学

激
励

金
支

給
事

務
保

健
福

祉
部

生
活

援
護

課
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
3
2
8

6
0
0

0
0

9
2
8

9
2
8

6
0
0

2
6
2
0
0
3
0

被
災

者
自

立
支

援
金

支
給

事
務

保
健

福
祉

部
生

活
援

護
課

B
 

 
 

 
　

○
 

D
平

成
１

７
年

３
月

末
に

終
期

設
定

に
あ

わ
せ

、
事

業
の

終
了

計
画

を
た

て
て

下
さ

い
。

3
2
8

0
0

0
3
2
8

2
0
8

 

2
6
2
0
0
4
0

災
害

復
興

住
宅

特
別

融
資

制
度

建
設

部
住

宅
課

D
 

 
 

 
 

○
 

D
震

災
復

興
１

０
年

を
経

過
す

る
平

成
１

６
年

度
を

も
っ

て
廃

止
の

検
討

を
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
1
,8

5
3

1
2
1
,9

3
0

0
0

1
2
3
,7

8
3

1
2
3
,7

8
3

1
2
1
,9

3
0

2
6
2
0
0
5
0

高
齢

者
住

宅
再

建
支

援
事

業
建

設
部

住
宅

課
D

 
 

 
 

 
 

○
D

阪
神

・
淡

路
大

震
災

復
興

基
金

事
業

の
終

了
を

も
っ

て
廃

止
す

る
こ

と
。

2
,8

0
9

0
0

0
2
,8

0
9

2
,8

0
9

0

2
6
2
0
0
6
0

民
間

賃
貸

住
宅

家
賃

負
担

軽
減

事
業

建
設

部
住

宅
課

D
 

 
 

 
 

　
○

D
阪

神
・
淡

路
大

震
災

復
興

基
金

事
業

の
終

了
を

も
っ

て
廃

止
す

る
こ

と
。

3
,4

6
5

7
8

0
0

3
,5

4
3

0
1
1
3

2
6
2
0
0
7
0

り
災

証
明

書
の

発
行

事
務

保
健

福
祉

部
生

活
援

護
課

B
　

○
　

　
　

　
　

B
 

3
2
8

0
0

0
3
2
8

3
2
8

0

小
計

9
1

1
,7

1
7
,3

2
9

2
0
,7

8
1
,5

2
4

3
0
5
,4

5
0

5
8
,4

1
5

2
2
,8

6
2
,7

1
8

5
,9

3
5
,4

0
1

2
0
,9

9
1
,9

3
4
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１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
廃 止 休 止

総 合 評 価

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

コ
メ

ン
ト

人
件

費
直

　
接

事
業

費
他

部
門

経
　

費
減

　
価

償
却

費
事

業
費

計
一

般
財

源
直

接
事

業
費

1
学

校
教

育
の

充
実

3
1
1

特
色

あ
る

学
校

園
づ

く
り

3
1
1
0
0
1
0

特
色

あ
る

学
校

園
づ

く
り

支
援

事
業

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
C

 
 

○
 

 
 

 
C

 
4
,5

0
9

2
,5

2
0

0
0

7
,0

2
9

7
,0

2
9

3
,1

7
0

3
1
1
0
0
2
0

学
校

園
創

立
記

念
事

業
教

育
委

員
会

学
校

教
育

部
学

校
教

育
課

D
 

 
　

 
○

 
 

C
事

業
内

容
の

見
直

し
を

行
い

、
経

費
は

最
少

限
で

行
う

必
要

が
あ

り
ま

す
。

1
,8

4
1

5
5
1

0
0

2
,3

9
2

2
,3

9
2

4
1
6

3
1
2

教
育

内
容

の
充

実

3
1
2
0
0
3
0

国
際

理
解

教
育

事
業

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
5
,3

4
2

1
2
,6

3
5

0
0

1
7
,9

7
7

1
7
,9

7
7

1
3
,3

4
4

3
1
2
0
0
4
0

文
化

体
育

振
興

事
業

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
C

 
 

○
 

 
 

 
B

見
学

者
・
参

加
者

等
を

増
や

す
啓

発
方

法
の

検
討

を
し

て
く

だ
さ

い
。

3
,7

1
7

1
,7

3
0

0
0

5
,4

4
7

5
,4

4
7

2
,4

5
3

3
1
2
0
0
6
0

学
校

防
災

教
育

の
推

進
教

育
委

員
会

学
校

教
育

部
学

校
教

育
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
 

3
,4

3
1

4
2
0

0
0

3
,8

5
1

3
,8

5
1

8
1
6

3
1
2
0
0
7
0

適
応

教
室

実
施

事
業

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
B

 
 

○
 

 
 

 
C

他
の

相
談

事
業

と
の

統
合

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
1
5
,2

8
9

7
,2

1
7

0
0

2
2
,5

0
6

2
1
,6

0
6

1
,2

9
2

3
1
2
0
0
8
0

道
徳

教
育

の
充

実
推

進
事

業
教

育
委

員
会

学
校

教
育

部
学

校
教

育
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
 

5
,5

2
2

1
,0

7
6

0
0

6
,5

9
8

6
,5

9
8

6
9
3

3
1
2
0
0
9
0

セ
カ

ン
ド

ス
ク

ー
ル

事
業

（
小

学
校

）
教

育
委

員
会

学
校

教
育

部
学

校
教

育
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
 

3
,4

3
1

9
,3

0
6

0
0

1
2
,7

3
7

8
,1

6
4

1
0
,0

5
9

3
1
2
0
1
1
0

ト
ラ

イ
や

る
・
ウ

ィ
ー

ク
推

進
事

業
教

育
委

員
会

学
校

教
育

部
学

校
教

育
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
魅

力
あ

る
事

業
で

す
が

、
 そ

の
効

果
は

不
明

瞭
で

あ
り

、
県

補
助

を
前

提
に

実
施

す
る

事
業

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

4
,3

8
7

3
,1

8
4

0
0

7
,5

7
1

5
,4

5
4

3
,6

0
0

3
1
2
0
1
2
0

安
全

教
育

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
2
,4

7
5

1
,2

9
1

0
0

3
,7

6
6

3
,7

6
6

4
9

3
1
2
0
1
3
0

学
校

体
育

（
大

会
経

費
含

む
）

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
B

 
 

○
 

 
 

 
B

 
3
,3

0
0

6
,8

9
2

0
0

1
0
,1

9
2

1
0
,1

9
2

7
,4

4
7

3
1
2
0
1
4
0

標
準

教
材

品
目

整
備

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
B

 
 

○
 

 
 

 
B

標
準

教
材

の
活

用
状

況
を

把
握

し
、

真
に

必
要

な
も

の
を

購
入

し
て

く
だ

さ
い

。
5
,8

2
2

1
2
,1

5
7

0
0

1
7
,9

7
9

1
7
,9

7
9

1
0
,7

0
3

3
1
2
0
1
5
0

学
校

保
健

一
般

管
理

（
助

成
含

む
）

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
A

 
○

　
 

 
 

 
A

 
3
8
,8

6
7

5
9
,3

3
3

0
0

9
8
,2

0
0

9
8
,1

6
7

6
2
,4

6
9

3
1
2
0
1
7
0

学
校

給
食

関
係

事
務

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
B

 
 

○
 

 
 

 
B

 
4
,5

1
7

3
0
,8

7
9

0
0

3
5
,3

9
6

3
3
,1

2
1

2
7
,5

5
5

3
1
2
0
2
0
0

打
出

教
育

文
化

セ
ン

タ
ー

一
般

事
業

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

打
出

教
育

文
化

セ
ン

タ
ー

D
 

 
 

 
 

○
 

C
他

の
相

談
事

業
と

の
統

合
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

5
,4

2
0

2
,2

0
1

0
0

7
,6

2
1

7
,6

2
1

2
,2

0
9

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
ま

ち
づ

く
り

の
目

標
別

）

市
評

価
・
方

向
性

平
成

１
５

年
度

決
算

人
と

文
化

を
育

て
る

ま
ち

づ
く
り

所
管

課
3

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト
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１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
廃 止 休 止

総 合 評 価

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

コ
メ

ン
ト

人
件

費
直

　
接

事
業

費
他

部
門

経
　

費
減

　
価

償
却

費
事

業
費

計
一

般
財

源
直

接
事

業
費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
ま

ち
づ

く
り

の
目

標
別

）

市
評

価
・
方

向
性

平
成

１
５

年
度

決
算

人
と

文
化

を
育

て
る

ま
ち

づ
く
り

所
管

課
3

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト

3
1
2
0
2
1
0

夏
休

み
の

事
業

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

公
民

館
B

 
 

○
 

 
 

 
B

参
加

者
数

が
少

な
く

、
市

実
施

の
事

業
と

し
て

の
妥

当
性

が
低

い
と

考
え

ら
れ

ま
す

。
も

っ
と

参
加

者
を

増
や

す
工

夫
が

必
要

で
す

。
1
,8

0
5

1
4
5

0
0

1
,9

5
0

1
,9

5
0

2
0

3
1
2
0
2
2
0

芦
屋

市
奨

学
金

教
育

委
員

会
管

理
部

総
務

課
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
2
,9

2
3

2
5
,3

7
8

0
0

2
8
,3

0
1

2
8
,3

0
1

1
8
,1

9
2

3
1
2
0
2
3
0

要
保

護
及

び
準

要
保

護
児

童
生

徒
就

学
援

助
費

教
育

委
員

会
管

理
部

総
務

課
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
2
,9

2
3

1
6
,7

2
9

0
0

1
9
,6

5
2

1
7
,1

4
3

2
1
,3

1
3

3
1
2
0
2
4
0

義
務

教
育

児
童

生
徒

就
学

援
助

費
(国

庫
補

助
対

象
外

)
教

育
委

員
会

管
理

部
総

務
課

D
 

 
 

 
○

 
 

B
 生

活
保

護
の

観
点

か
ら

，
廃

止
を

検
討

す
る

前
に

よ
り

効
果

的
な

事
業

形
態

を
検

討
し

て
く

だ
さ

い
。

6
5
6

2
1
7

0
0

8
7
3

8
7
3

4
7
9

3
1
2
0
2
6
0

高
等

学
校

修
学

旅
行

費
援

助
費

教
育

委
員

会
管

理
部

総
務

課
D

 
 

 
 

 
 

○
D

廃
止

の
方

向
で

検
討

し
て

く
だ

さ
い

。
3
2
8

1
,1

2
5

0
0

1
,4

5
3

1
,4

5
3

1
,3

5
0

3
1
2
0
2
8
0

私
立

幼
稚

園
就

園
奨

励
費

補
助

金
教

育
委

員
会

管
理

部
総

務
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
国

補
助

の
実

情
と

照
ら

し
て

、
市

と
し

て
妥

当
な

補
助

額
を

定
め

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
3
,0

6
8

1
2
,2

6
4

0
0

1
5
,3

3
2

1
1
,7

6
7

1
4
,2

4
1

3
1
2
0
2
9
0

私
立

幼
稚

園
就

園
奨

励
補

助
金

(保
護

者
負

担
軽

減
)

教
育

委
員

会
管

理
部

総
務

課
B

 
 

○
 

 
 

 
B

 
6
5
6

2
,4

7
2

0
0

3
,1

2
8

3
,1

2
8

3
,0

6
9

3
1
2
0
3
0
0

朝
鮮

人
学

校
就

学
扶

助
費

教
育

委
員

会
管

理
部

総
務

課
D

 
○

 
 

 
 

 
B

制
度

と
し

て
の

有
効

性
は

現
在

あ
り

ま
せ

ん
が

、
制

度
そ

の
も

の
は

現
状

維
持

が
妥

当
で

す
。

0
0

0
0

0
0

2
1
7

3
1
2
0
3
4
0

義
務

教
育

情
報

機
器

活
用

事
業

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
B

 
 

○
 

 
 

 
B

 
3
,6

5
7

4
1
,6

0
2

0
0

4
5
,2

5
9

4
3
,7

1
6

4
2
,6

7
6

3
1
2
0
3
6
0

い
き

い
き

学
校

応
援

事
業

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
D

 
 

 
 

 
○

 
D

 
2
,7

1
7

1
,1

6
6

0
0

3
,8

8
3

3
,3

0
4

1
,2

6
5

3
1
2
0
4
0
0

市
立

芦
屋

高
校

維
持

管
理

教
育

委
員

会
芦

屋
市

立
芦

屋
高

等
学

校
B

 
 

 
 

 
 

○
B

閉
校

に
合

わ
せ

準
備

を
進

め
て

く
だ

さ
い

。
2
3
,3

6
1

2
5
,0

9
6

0
0

4
8
,4

5
7

4
8
,4

5
7

2
6
,4

4
4

3
1
3

教
職

員
の

資
質

と
実

践
的

指
導

力
の

向
上

3
1
3
0
0
1
0

生
徒

指
導

対
策

事
業

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

学
校

教
育

課
B

 
 

○
 

 
 

 
B

 
4
,3

8
7

4
5
9

0
0

4
,8

4
6

4
,8

4
6

4
4
4

3
1
3
0
0
4
0

打
出

教
育

文
化

セ
ン

タ
ー

教
育

研
究

推
進

と
研

修
事

業
教

育
委

員
会

学
校

教
育

部
打

出
教

育
文

化
セ

ン
タ

ー
B

 
 

○
 

 
 

 
B

研
究

、
研

修
の

効
果

が
、

学
校

の
授

業
に

反
映

さ
れ

る
よ

う
な

内
容

と
な

っ
て

い
る

か
否

か
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

1
1
,9

9
6

2
,8

1
8

0
0

1
4
,8

1
4

1
4
,8

1
4

3
,5

8
3

3
1
3
0
0
5
0

打
出

教
育

文
化

セ
ン

タ
ー

出
版

刊
行

事
業

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

打
出

教
育

文
化

セ
ン

タ
ー

B
 

 
○

 
 

 
 

C
事

務
量

か
ら

し
て

、
活

動
配

分
が

０
．

７
人

年
を

要
し

て
お

り
、

削
減

も
し

く
は

、
委

託
化

が
可

能
か

ど
う

か
、

検
討

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

6
,6

1
8

8
5

0
0

6
,7

0
3

6
,7

0
3

2
6
1

3
1
3
0
0
6
0

打
出

教
育

文
化

セ
ン

タ
ー

管
理

運
営

教
育

委
員

会
学

校
教

育
部

打
出

教
育

文
化

セ
ン

タ
ー

D
 

 
 

○
 

 
 

C
民

間
活

力
を

導
入

す
る

こ
と

で
、

経
費

削
減

が
可

能
と

思
わ

れ
ま

す
。

9
,8

3
7

6
,9

5
5

0
0

1
6
,7

9
2

1
6
,5

3
2

7
,2

6
7

3
1
4

学
校

園
施

設
の

整
備

充
実

3
1
4
0
0
2
0

精
道

小
学

校
校

舎
建

替
整

備
事

業
教

育
委

員
会

管
理

部
施

設
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
 

3
,3

5
2

2
3
,6

3
5

3
3
8

0
2
7
,3

2
5

2
7
,3

2
5
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１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
廃 止 休 止

総 合 評 価

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

コ
メ

ン
ト

人
件

費
直

　
接

事
業

費
他

部
門

経
　

費
減

　
価

償
却

費
事

業
費

計
一

般
財

源
直

接
事

業
費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
ま

ち
づ

く
り

の
目

標
別

）

市
評

価
・
方

向
性

平
成

１
５

年
度

決
算

人
と

文
化

を
育

て
る

ま
ち

づ
く
り

所
管

課
3

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト

3
1
4
0
0
3
0

小
学

校
施

設
整

備
事

業
教

育
委

員
会

管
理

部
施

設
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
整

備
対

象
の

箇
所

評
価

を
慎

重
に

行
い

、
予

算
の

範
囲

内
で

最
大

の
効

果
が

発
現

さ
れ

る
よ

う
に

実
行

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

6
,2

2
0

3
8
,4

5
1

4
,5

8
9

0
4
9
,2

6
0

2
0
,3

3
5

　

3
1
4
0
0
4
0

中
学

校
施

設
整

備
事

業
教

育
委

員
会

管
理

部
施

設
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
整

備
対

象
の

箇
所

評
価

を
慎

重
に

行
い

、
予

算
の

範
囲

内
で

最
大

の
効

果
が

発
現

さ
れ

る
よ

う
に

実
行

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

4
,6

6
5

1
9
,3

3
4

1
,8

0
5

0
2
5
,8

0
4

6
,6

0
4

　

3
1
4
0
0
6
0

幼
稚

園
施

設
整

備
教

育
委

員
会

管
理

部
施

設
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
整

備
対

象
の

箇
所

評
価

を
慎

重
に

行
い

、
予

算
の

範
囲

内
で

最
大

の
効

果
が

発
現

さ
れ

る
よ

う
に

実
行

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

2
,5

1
1

8
,9

2
0

6
7
6

0
1
2
,1

0
7

1
2
,1

0
7

　

3
1
4
0
0
7
0

学
校

園
施

設
警

備
業

務
教

育
委

員
会

管
理

部
施

設
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
学

校
へ

の
部

外
者

侵
入

に
よ

る
事

件
を

防
ぐ

た
め

に
も

、
事

業
継

続
が

必
要

で
す

が
、

校
庭

開
放

事
業

管
理

人
業

務
と

の
統

合
検

討
や

、
入

札
等

に
よ

る
経

費
の

抑
制

に
努

め
て

下
さ

い
。

1
,5

5
5

2
6
,6

8
7

0
0

2
8
,2

4
2

2
8
,2

4
2

2
7
,1

5
0

3
1
4
0
0
8
0

学
校

園
施

設
保

守
点

検
業

務
教

育
委

員
会

管
理

部
施

設
課

B
 

○
 

 
 

 
 

B
整

備
対

象
の

箇
所

評
価

を
慎

重
に

行
い

、
予

算
の

範
囲

内
で

最
大

の
効

果
が

発
現

さ
れ

る
よ

う
に

実
行

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

1
,5

5
5

1
5
,0

1
8

0
0

1
6
,5

7
3

1
6
,5

7
3

1
7
,2

6
0

3
1
4
0
0
9
0

学
校

園
施

設
補

修
教

育
委

員
会

管
理

部
施

設
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
整

備
対

象
の

箇
所

評
価

を
慎

重
に

行
い

、
予

算
の

範
囲

内
で

最
大

の
効

果
が

発
現

さ
れ

る
よ

う
に

実
行

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

2
,0

3
3

3
3
,4

2
9

0
0

3
5
,4

6
2

3
5
,4

6
2

2
9
,3

0
0

2
生

涯
学

習
社

会
の

実
現

3
2
1

学
習

推
進

体
制

の
整

備

3
2
1
0
0
4
0

講
演

・
講

座
・
学

級
・
教

室
等

の
開

催
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
公

民
館

B
 

 
○

 
 

 
 

B
市

民
ニ

ー
ズ

を
把

握
し

、
よ

り
多

く
の

市
民

が
参

加
で

き
る

よ
う

な
工

夫
が

必
要

で
す

。
1
0
,1

9
2

4
,2

9
8

0
0

1
4
,4

9
0

1
1
,2

9
5

5
,0

9
5

3
2
1
0
0
6
0

芦
屋

川
カ

レ
ッ

ジ
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
公

民
館

B
 

 
○

 
 

 
 

C
応

募
倍

率
が

高
く

、
も

っ
と

多
く

の
市

民
が

参
加

で
き

る
よ

う
事

業
内

容
（
回

数
、

定
員

等
）
に

つ
い

て
見

直
し

が
必

要
で

す
。

6
,0

2
3

1
,6

5
1

0
0

7
,6

7
4

6
,4

6
3

1
,9

1
3

3
2
1
0
0
7
0

芦
屋

川
セ

カ
ン

ド
・
カ

レ
ッ

ジ
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
公

民
館

B
 

 
○

 
 

 
 

C
芦

屋
川

カ
レ

ッ
ジ

修
了

者
が

対
象

で
あ

り
、

市
の

行
う

事
業

と
し

て
妥

当
性

に
疑

問
が

あ
り

ま
す

。
受

益
者

負
担

の
あ

り
方

も
検

討
す

べ
き

で
す

。
3
,1

6
5

7
2
9

0
0

3
,8

9
4

3
,1

1
1

7
3
4

3
2
1
0
0
8
0

常
設

展
示

事
業

・
公

民
館

ギ
ャ

ラ
リ

ー
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
公

民
館

B
 

 
○

 
 

 
 

B
　

1
,1

5
0

5
7

0
0

1
,2

0
7

1
,2

0
7

1
0
0

3
2
1
0
0
9
0

お
し

ゃ
べ

り
音

楽
会

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

公
民

館
B

 
 

○
 

 
 

 
B

　
2
,8

0
2

7
0
7

0
0

3
,5

0
9

3
,1

5
4

7
8
5

3
2
1
0
1
1
0

芦
屋

市
ＩＴ

サ
ポ

ー
ト
セ

ン
タ

ー
の

運
営

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

公
民

館
B

 
 

 
 

 
 

○
B

　
5
,6

9
5

3
,2

7
6

0
0

8
,9

7
1

5
,6

9
5

4
,5

0
0

3
2
1
0
1
3
0

成
人

式
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
ス

ポ
ー

ツ
・
青

少
年

課
D

 
 

　
○

 
 

 
C

実
施

主
体

や
式

典
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
編

成
な

ど
新

成
人

や
２

１
歳

（
前

年
出

席
者

）
の

意
見

を
加

味
し

、
事

業
の

あ
り

方
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

2
,5

7
9

9
6
1

0
0

3
,5

4
0

3
,5

4
0

1
,2

5
5

3
2
1
0
1
4
0

公
民

館
図

書
室

の
運

営
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
公

民
館

B
 

 
○

 
 

 
 

B
図

書
館

分
室

に
お

け
る

地
域

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

（
有

償
）
活

用
の

結
果

を
踏

ま
え

、
効

率
性

の
向

上
を

図
っ

て
下

さ
い

。
2
,1

8
1

1
,9

9
8

0
0

4
,1

7
9

4
,1

7
9

1
,8

2
5

3
2
1
0
1
5
0

図
書

館
運

営
事

業
(収

集
整

理
利

用
)

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

図
書

館
B

 
 

 
○

 
 

 
B

分
室

に
お

け
る

地
域

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

（
有

償
）
の

活
用

を
進

め
て

下
さ

い
。

図
書

館
の

運
営

に
つ

い
て

は
全

国
的

に
様

々
な

取
り

組
み

が
行

わ
れ

て
い

ま
す

の
で

、
ベ

ス
ト
プ

ラ
ク

テ
ィ

ス
（
成

功
事

例
）
を

参
考

に
、

効
率

性
の

向
上

を
図

っ
て

下
さ

い
。

9
7
,8

5
7

9
8
,9

9
5

0
2
1
,9

7
0

2
1
8
,8

2
2

2
1
6
,1

9
0

9
4
,9

7
6

3
2
1
0
1
7
0

図
書

館
運

営
事

業
(視

聴
覚

ラ
イ

ブ
ラ

リ
ー

)
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
図

書
館

D
 

 
 

 
○

　
 

D
貴

重
な

フ
ィ

ル
ム

な
ど

の
保

管
方

法
に

つ
い

て
検

討
す

る
こ

と
。

ま
た

、
視

聴
設

備
の

老
朽

化
が

激
し

い
こ

と
か

ら
、

休
止

、
も

し
く

は
積

極
的

拡
大

の
何

れ
か

の
選

択
を

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

4
,4

7
9

2
4
8

0
0

4
,7

2
7

4
,7

2
7

1
8
7

38



１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
廃 止 休 止

総 合 評 価

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

コ
メ

ン
ト

人
件

費
直

　
接

事
業

費
他

部
門

経
　

費
減

　
価

償
却

費
事

業
費

計
一

般
財

源
直

接
事

業
費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
ま

ち
づ

く
り

の
目

標
別

）

市
評

価
・
方

向
性

平
成

１
５

年
度

決
算

人
と

文
化

を
育

て
る

ま
ち

づ
く
り

所
管

課
3

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト

3
2
1
0
1
8
0

図
書

館
運

営
事

業
(読

書
会

・
研

究
会

・
鑑

賞
会

等
の

主
催

)
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
図

書
館

D
 

 
 

 
○

 
 

C
利

用
者

ニ
ー

ズ
に

配
慮

し
て

、
住

民
の

生
涯

学
習

支
援

の
機

会
づ

く
り

と
し

て
取

り
組

ん
で

下
さ

い
。

5
,8

4
6

1
1
5

0
0

5
,9

6
1

5
,9

6
1

1
1
9

3
2
1
0
1
9
0

図
書

館
運

営
事

業
(資

料
発

行
)

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

図
書

館
D

 
 

 
 

 
○

 
C

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
充

実
な

ど
啓

発
媒

体
に

つ
い

て
検

討
し

て
下

さ
い

。
3
,2

2
3

0
0

0
3
,2

2
3

3
,2

2
3

0

3
2
1
0
2
1
0

市
民

セ
ン

タ
ー

管
理

運
営

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

市
民

セ
ン

タ
ー

B
 

 
 

○
 

 
 

C
管

理
委

託
先

（
文

化
振

興
財

団
）
か

ら
の

再
委

託
の

割
合

も
高

く
、

効
率

性
に

課
題

が
あ

る
と

考
え

ま
す

。
指

定
管

理
者

制
度

導
入

も
含

め
て

検
討

し
て

下
さ

い
。

9
,6

8
0

1
3
3
,5

7
2

0
0

1
4
3
,2

5
2

1
4
3
,2

5
2

1
3
9
,8

2
5

3
2
1
0
2
4
0

谷
崎

潤
一

郎
記

念
館

の
管

理
運

営
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
谷

崎
潤

一
郎

記
念

館
D

　
　

　
○

　
　

　
C

美
術

博
物

館
と

合
わ

せ
て

民
間

活
力

の
導

入
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

2
,3

9
6

1
1
,9

5
6

6
7
6

4
,7

9
2

1
9
,8

2
0

1
8
,1

6
4

7
,6

5
3

3
2
1
0
2
6
0

美
術

博
物

館
管

理
運

営
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
美

術
博

物
館

D
 

 
 

○
 

 
 

C
民

間
活

力
の

導
入

の
検

討
が

必
要

で
す

。
7
,7

8
7

2
7
,5

3
7

0
3
2
,6

6
4

6
7
,9

8
8

6
6
,6

3
7

3
3
,1

5
5

3
2
1
0
2
8
0

三
条

分
室

及
び

三
条

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

の
維

持
管

理
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
生

涯
学

習
課

B
 

 
 

○
 

 
 

C
維

持
管

理
業

務
は

専
門

性
、

効
率

性
の

面
か

ら
、

管
財

、
営

繕
部

門
等

に
よ

る
総

合
的

な
管

理
体

制
が

必
要

で
す

。
民

間
活

力
の

導
入

を
含

め
た

方
向

で
検

討
し

て
下

さ
い

。
4
,3

7
4

4
,5

9
0

3
3
8

0
9
,3

0
2

9
,3

0
2

4
,1

5
2

3
2
2

指
導

者
・
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

養
成

3
2
2
0
0
1
0

青
少

年
団

体
及

び
リ

ー
ダ

ー
育

成
事

業
(青

少
年

リ
ー

ダ
ー

の
育

成
)

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
D

 
 

 
○

 
 

 
C

育
成

対
象

の
中

高
校

生
の

参
加

者
数

を
も

っ
と

増
や

す
必

要
が

あ
り

ま
す

。
2
,5

3
1

0
0

0
2
,5

3
1

2
,5

3
1

 

3
2
3

地
域

活
動

と
の

連
携

・
支

援

3
2
3
0
0
1
0

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

・
ス

ク
ー

ル
関

係
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
生

涯
学

習
課

D
 

 
○

 
 

 
 

B
地

域
力

向
上

の
た

め
の

重
要

な
事

業
で

あ
り

、
地

域
の

リ
ー

ダ
ー

養
成

な
ど

の
課

題
を

克
服

で
き

る
よ

う
な

事
業

展
開

を
図

っ
て

下
さ

い
。

6
,0

2
7

4
,5

8
0

0
0

1
0
,6

0
7

1
0
,5

7
4

4
,5

4
3

3
2
4

ス
ポ

ー
ツ

・
レ

ク
リ

エ
ー

シ
ョ
ン

活
動

へ
の

支
援

3
2
4
0
0
1
0

体
育

指
導

委
員

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
B

 
 

○
 

 
 

 
B

 
2
,8

3
9

1
,7

5
0

0
0

4
,5

8
9

4
,5

8
9

2
,1

1
0

3
2
4
0
0
2
0

ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
ﾘｰ

ﾀ
ﾞｰ

認
定

講
習

会
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
ス

ポ
ー

ツ
・
青

少
年

課
D

 
 

 
 

○
 

 
C

受
講

し
た

ス
ポ

ー
ツ

リ
ー

ダ
ー

の
、

そ
の

後
の

活
動

を
フ

ォ
ロ

ー
し

、
事

業
の

あ
り

方
を

再
検

討
し

て
下

さ
い

。
1
,6

1
2

2
3
5

0
0

1
,8

4
7

1
,8

4
7

3
0
0

3
2
4
0
0
3
0

ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
ﾘｰ

ﾀ
ﾞｰ

ﾊ
ﾞﾝ

ｸ
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
ス

ポ
ー

ツ
・
青

少
年

課
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
1
,1

3
4

7
7

0
0

1
,2

1
1

1
,2

1
1

4
1
8

3
2
4
0
0
4
0

体
育

の
日

の
行

事
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
ス

ポ
ー

ツ
・
青

少
年

課
D

 
 

 
○

 
 

 
C

行
事

参
加

者
の

そ
の

後
の

ス
ポ

ー
ツ

へ
の

親
し

み
度

合
い

な
ど

を
把

握
、

検
討

し
、

事
業

の
あ

り
方

を
再

検
討

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

3
,4

9
4

4
2
6

0
0

3
,9

2
0

3
,9

2
0

5
7
0

3
2
4
0
0
5
0

市
民

ゴ
ル

フ
大

会
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
ス

ポ
ー

ツ
・
青

少
年

課
D

 
 

 
 

 
○

 
D

市
関

与
の

妥
当

性
は

あ
り

ま
せ

ん
。

2
,8

3
9

2
8
0

0
0

3
,1

1
9

3
,1

1
9

2
0
0

3
2
4
0
0
6
0

生
活

の
中

に
ひ

と
汗

運
動

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
D

 
 

 
 

 
○

 
D

も
っ

と
参

加
者

を
増

や
す

工
夫

が
で

き
る

か
を

ま
ず

検
討

し
て

く
だ

さ
い

。
参

加
者

が
増

え
な

い
状

況
が

続
け

ば
、

事
業

廃
止

せ
ざ

る
を

得
ま

せ
ん

。
1
,1

3
4

8
1

0
0

1
,2

1
5

1
,2

1
5

7
8

3
2
4
0
0
7
0

ﾆ
ｭ
ｰ

ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
・
ﾚ
ｸ
ﾘｴ

ｰ
ｼ

ｮﾝ
啓

発
事

業
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
ス

ポ
ー

ツ
・
青

少
年

課
D

 
 

 
○

 
 

 
C

参
加

者
数

が
少

な
く

、
市

実
施

の
事

業
と

し
て

の
有

効
性

が
低

い
と

考
え

ら
れ

ま
す

。
も

っ
と

参
加

者
を

増
や

す
工

夫
が

必
要

で
す

。
1
,7

6
2

3
3
7

0
0

2
,0

9
9

2
,0

9
9

3
5
6

39



１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
廃 止 休 止

総 合 評 価

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

コ
メ

ン
ト

人
件

費
直

　
接

事
業

費
他

部
門

経
　

費
減

　
価

償
却

費
事

業
費

計
一

般
財

源
直

接
事

業
費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
ま

ち
づ

く
り

の
目

標
別

）

市
評

価
・
方

向
性

平
成

１
５

年
度

決
算

人
と

文
化

を
育

て
る

ま
ち

づ
く
り

所
管

課
3

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト

3
2
4
0
0
8
0

競
技

ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
推

進
事

業
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
ス

ポ
ー

ツ
・
青

少
年

課
D

 
 

 
　

 
 

○
C

市
関

与
の

妥
当

性
は

低
い

で
す

が
、

重
要

な
競

技
に

つ
い

て
は

、
協

賛
方

式
（
補

助
金

）
で

、
事

業
の

継
続

が
可

能
か

ど
う

か
検

討
し

て
下

さ
い

。
2
,0

9
0

7
2
0

0
0

2
,8

1
0

2
,8

1
0

9
6
2

3
2
4
0
1
1
0

ス
ポ

ー
ツ

・
フ

ォ
ー

・
エ

ブ
リ

ワ
ン

推
進

事
業

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
B

 
 

○
 

 
 

 
B

 
1
,6

1
2

1
9
6

0
0

1
,8

0
8

1
,8

0
8

1
0
7

3
2
4
0
1
6
0

海
浜

公
園

プ
ー

ル
管

理
運

営
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
ス

ポ
ー

ツ
・
青

少
年

課
D

 
 

 
○

 
 

 
C

受
益

者
負

担
の

見
直

し
、

も
し

く
は

指
定

管
理

者
制

度
の

可
否

に
つ

い
て

検
討

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

9
,5

5
7

6
6
,9

2
8

0
9
,2

3
7

8
5
,7

2
2

3
8
,7

3
6

7
0
,5

0
9

3
2
4
0
1
8
0

ス
ポ

ー
ツ

振
興

基
金

事
業

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
D

 
 

 
 

○
　

　
C

表
彰

対
象

は
特

定
市

民
に

限
ら

れ
る

傾
向

に
あ

り
ま

す
。

事
業

の
あ

り
方

の
再

検
討

が
必

要
で

す
。

2
,0

3
3

3
2
7

0
0

2
,3

6
0

2
,3

6
0

3
8
9

3
2
4
0
2
0
0

体
育

館
管

理
運

営
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
ス

ポ
ー

ツ
・
青

少
年

課
D

 
 

 
○

 
 

 
C

受
益

者
負

担
の

見
直

し
、

も
し

く
は

指
定

管
理

者
制

度
の

可
否

に
つ

い
て

検
討

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

3
,4

6
7

5
6
,8

2
7

0
4
9
,0

6
8

1
0
9
,3

6
2

8
1
,5

5
4

5
9
,4

0
6

3
2
4
0
2
1
0

中
央

公
園

野
球

場
，

川
西

運
動

場
，

芝
生

広
場

管
理

運
営

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
D

 
 

 
○

 
 

 
C

他
の

公
の

施
設

と
統

合
し

た
指

定
管

理
者

制
度

の
導

入
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

1
,0

7
7

2
0
,9

8
0

0
0

2
2
,0

5
7

1
6
,4

4
7

2
2
,7

0
7

3
2
4
0
2
2
0

テ
ニ

ス
コ

ー
ト
の

運
営

管
理

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
D

 
 

 
○

 
 

 
C

他
の

公
の

施
設

と
統

合
し

た
指

定
管

理
者

制
度

の
導

入
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

1
,0

7
7

1
,0

6
7

0
0

2
,1

4
4

0
1
,2

4
7

3
2
4
0
2
3
0

市
民

プ
ー

ル
管

理
運

営
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
ス

ポ
ー

ツ
・
青

少
年

課
D

 
 

 
○

 
 

 
D

駐
車

場
が

な
く

、
こ

れ
以

上
の

利
用

者
増

も
見

込
め

ま
せ

ん
。

今
後

の
大

規
模

改
修

の
費

用
等

を
考

え
る

と
、

将
来

の
廃

止
を

含
め

検
討

が
必

要
で

す
。

ま
た

オ
ー

プ
ン

期
間

を
夏

休
み

に
限

定
す

る
な

ど
の

方
策

を
検

討
す

べ
き

で
す

。
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7
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0
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3

2
7
,4
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2
3
,5
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4
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2
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5
2

3
2
4
0
2
9
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ス
ポ

ー
ツ

振
興

基
金

事
業

(市
長

杯
・
教

育
長

杯
事

業
)

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

課
B

 
 

○
 

 
 

 
C

市
長

杯
・
教

育
長

杯
の

贈
呈

は
、

大
会

等
主

催
者

へ
の

名
義

使
用

の
許

可
で

行
う

方
式

と
し

、
費

用
の

削
減

を
図

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
1
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5
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6
8
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1
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2
3

1
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2
3
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3
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4
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3
0
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ス
ポ

ー
ツ

振
興

基
金

事
業

(大
会

出
場

支
援

事
業

)
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
ス

ポ
ー

ツ
・
青

少
年

課
B

 
○

　
　

　
　

　
B

 
4
7
8

0
0

0
4
7
8

4
7
8

9
0

3
2
5

芸
術

・
文

化
活

動
へ

の
支

援

3
2
5
0
0
2
0

市
民

文
化

賞
贈

呈
式

総
務

部
秘

書
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
表

彰
の

意
義

、
市

民
へ

の
認

知
の

仕
方

に
つ

い
て

検
討

し
て

下
さ

い
。

な
お

、
賞

賜
金

に
代

わ
る

有
効

な
方

法
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

9
7
4

2
1
8

0
0

1
,1

9
2

1
,1

9
2

3
0
7

3
2
5
0
0
4
0

芦
屋

市
後

援
名

義
許

可
(文

化
・
ス

ポ
ー

ツ
)

総
務

部
国

際
文

化
担

当
B

 
 

○
 

 
 

 
B

 
1
,9

1
1

0
1
9
6

0
2
,1

0
7

2
,1

0
7

0

3
2
5
0
0
5
0

「
阪

神
芸

術
祭

」
の

開
催

総
務

部
国

際
文

化
担

当
D

 
 

 
 

 
○

 
D

他
市

町
の

動
向

を
待

た
ず

、
離

脱
す

べ
き

は
決

断
し

て
下

さ
い

。
9
2
7

0
7
9

0
1
,0

0
6

1
,0

0
6

0

3
2
5
0
1
1
0

富
田

砕
花

顕
彰

事
業

管
理

委
託

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

美
術

博
物

館
D

 
 

 
○

 
 

 
C

富
田

砕
花

が
社

歌
、

校
歌

、
市

町
歌

を
作

詞
し

た
と

こ
ろ

と
の

連
携

、
県

か
ら

の
支

援
ス

キ
ー

ム
な

ど
、

市
の

財
政

状
況

に
か

か
わ

り
な

く
、

事
業

継
続

で
き

る
ス

キ
ー

ム
づ

く
り

が
必

要
で

す
。

1
2
0

2
,7

5
5

0
0

2
,8

7
5

2
,8

7
5

2
,0

5
0

3
2
5
0
1
7
0

谷
崎

潤
一

郎
賞

受
賞

記
念

文
化

事
業

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

谷
崎

潤
一

郎
記

念
館

D
 

 
 

○
　

　
　

C
単

独
事

業
と

し
て

の
効

果
は

限
定

的
に

な
り

ま
す

の
で

、
市

の
イ

メ
ー

ジ
ア

ッ
プ

や
観

光
政

策
と

の
連

携
を

図
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。
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4
2
3
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1
,0

2
2

1
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2
2

7
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1
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2
5
0
1
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谷
崎

潤
一

郎
に

関
す

る
資

料
の

収
集

・
整

理
・
展

示
事

業
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
谷

崎
潤

一
郎

記
念

館
D

 
 

 
○

　
　

　
C

受
益

者
負

担
を

見
直

し
、

こ
の

事
業

が
市

の
財

政
状

況
に

左
右

さ
れ

な
い

ス
キ

ー
ム

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
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１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
廃 止 休 止

総 合 評 価

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

コ
メ

ン
ト

人
件

費
直

　
接

事
業

費
他

部
門

経
　

費
減

　
価

償
却

費
事

業
費

計
一

般
財

源
直

接
事

業
費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
ま

ち
づ

く
り

の
目

標
別

）

市
評

価
・
方

向
性

平
成

１
５

年
度

決
算

人
と

文
化

を
育

て
る

ま
ち

づ
く
り

所
管

課
3

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト

3
2
5
0
2
1
0

谷
崎

潤
一

郎
及

び
記

念
館

に
関

す
る

資
料

等
の

出
版

事
業

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

谷
崎

潤
一

郎
記

念
館

D
 

 
 

○
　

　
　

C
受

益
者

負
担

を
見

直
し

、
こ

の
事

業
が

市
の

財
政

状
況

に
左

右
さ

れ
な

い
ス

キ
ー

ム
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

5
9
9

5
5
2

0
0

1
,1

5
1

1
,1

5
1

5
8
5

3
2
5
0
2
3
0

美
術

博
物

館
展

示
等

委
託

事
業

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

美
術

博
物

館
D

 
 

 
○

 
 

 
C

民
間

活
力

の
導

入
の

検
討

が
必

要
で

す
。
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,1

4
1

2
5
,9

1
6

0
0

3
2
,0

5
7

2
3
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7
4

2
3
,8

6
3

3
2
5
0
2
5
0

教
育

普
及

活
動

委
託

事
業

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

美
術

博
物

館
D

 
 

 
○

　
　

　
B

学
芸

員
が

公
民

館
の

体
験

学
習

に
参

画
す

る
な

ど
、

既
に

あ
る

両
者

の
連

携
を

深
め

、
市

民
の

芸
術

・
文

化
活

動
へ

の
支

援
の

あ
り

方
に

つ
い

て
検

討
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
3
2
8

2
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8

0
0

3
,3

2
6

3
,2

0
5

3
,2

8
5

3
2
5
0
2
7
0

公
募

展
教

育
委

員
会

社
会

教
育

部
美

術
博

物
館

D
 

 
 

○
 

 
 

C
出

展
者

の
年

齢
そ

の
他

を
加

味
し

た
、

受
益

者
負

担
の

あ
り

方
を

検
討

し
、

市
の

財
政

援
助

が
な

く
と

も
継

続
で

き
る

仕
組

み
を

考
え

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
5
6
8

3
,5

5
8

0
0

4
,1

2
6

2
,6

8
1

2
,8

2
4

3
2
6

文
化

財
等

の
保

存
活

用

3
2
6
0
0
2
0

発
掘

調
査

の
円

滑
化

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

文
化

財
課

B
 

 
○

 
 

 
 

C
対

費
用

効
果

も
考

慮
に

入
れ

、
他

の
調

査
機

関
へ

の
委

託
範

囲
を

拡
大

し
て

く
だ

さ
い

2
1
,6

2
1

3
5
,4

9
8

0
0

5
7
,1

1
9

3
0
,5

1
9

2
5
,0

0
0

3
2
6
0
0
3
0

市
内

文
化

財
の

保
護

教
育

委
員

会
社

会
教

育
部

文
化

財
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
建

築
主

の
経

済
的

な
損

失
を

軽
減

す
る

た
め

に
も

、
試

掘
に

よ
る

見
極

め
向

上
、

発
掘

期
間

の
短

縮
が

課
題

で
す

。
3
,4

0
8

7
,0

0
0

0
0

1
0
,4

0
8

1
0
,4

0
8

7
,2

3
5

3
男

女
共

同
参

画
社

会
の

実
現

3
3
1

男
女

共
同

参
画

行
動

計
画

の
推

進

3
3
1
0
0
2
0

共
生

を
目

指
す

関
係

団
体

の
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

総
務

部
男

女
共

同
参

画
推

進
担

当
C

 
 

○
 

 
 

 
C

関
係

団
体

の
自

立
し

た
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

化
を

目
指

し
、

行
政

の
関

与
は

場
所

や
機

会
の

提
供

に
と

ど
め

る
な

ど
見

直
し

て
い

く
必

要
が

あ
り

ま
す

。
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4
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3
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7
4
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3
3
1
0
0
3
0

男
女

共
同

参
画

社
会

の
実

現
に

向
け

た
啓

発
活

動
等

総
務

部
男

女
共

同
参

画
推

進
担

当
B

 
 

○
 

 
 

 
B

男
女

共
同

参
画

の
進

展
を

測
定

す
る

成
果

指
標

を
設

定
し

て
下

さ
い

。
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0
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1
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6
7

0
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9
,0

6
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8
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1
0

1
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9
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1
0
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4
0

相
談

事
業

(夫
婦

関
係

，
家

族
関

係
，

心
の

悩
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，
暴

力
‐
D
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総
務

部
男
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参

画
推

進
担
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2
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3
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3

3
3
2

参
画

に
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け
て

の
基

盤
整

備

3
3
2
0
0
1
0

男
女

共
生

に
関

す
る

情
報

収
集

，
提

供
と

情
報

コ
ー

ナ
ー

の
活

用
総

務
部

男
女

共
同

参
画

推
進

担
当

B
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C
当

該
事

業
は

、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

､市
民

団
体

等
に

任
せ

る
こ

と
が

必
要

で
す

。
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1
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2
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0

3
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2
3

3
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2
3

1
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3
3
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2
0

女
性

セ
ン

タ
ー

運
営

事
業

総
務

部
男

女
共

同
参

画
推

進
担

当
B

 
 

○
 

 
 

 
C

セ
ン

タ
ー

の
運

営
は

、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

、
市

民
団

体
等

に
任

せ
る

こ
と

が
必

要
で

す
。
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6
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2
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6
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8
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4
市

民
交

流
の

促
進

3
4
1

国
際

交
流

の
促

進

3
4
1
0
0
1
0

海
外

諸
都

市
と

の
交

流
事

業
の

促
進

総
務

部
国

際
文

化
担

当
C

 
 

○
 

 
 

 
D

国
際

交
流

に
つ

い
て

、
ど

こ
ま

で
市

が
関

与
す

る
の

か
を

検
討

し
、

そ
れ

ぞ
れ

の
事

業
に

つ
い

て
抜

本
的

な
見

直
し

を
し

て
下

さ
い

。
1
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8
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4
8
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1
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3
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3
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2

国
内

交
流

の
促

進

3
4
2
0
0
1
0

し
そ

う
森

林
王

国
協

会
と

の
国

内
交

流
事

業
総

務
部

企
画

課
D

 
 

 
 

○
 

 
D

廃
止

と
い

う
こ

と
で

す
が

、
市

民
の

満
足

度
な

ど
事

業
効

果
を

測
定

し
て

、
今

後
の

あ
り

方
を

検
討

し
て

下
さ

い
。

1
,6

7
6

3
4
6

0
0

2
,0

2
2

1
,9

7
2

2
2

小
計

9
1

4
8
1
,3

2
5

1
,0

0
7
,8

1
3

1
1
,9

8
3

1
2
3
,2

3
4

1
,6

2
4
,3

5
5

1
,4

1
6
,3

9
3

9
1
8
,5

2
2

41



１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
廃 止 休 止

総 合 評 価

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

コ
メ

ン
ト

人
件

費
直

　
接

事
業

費
他

部
門

経
　

費
減

　
価

償
却

費
事

業
費

計
一

般
財

源
直

接
事

業
費

1
暮

ら
し

や
す

く
質

の
高

い
市

街
地

の
形

成

4
1
1

市
民

と
描

く
ま

ち
の

設
計

4
1
1
0
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6
0

芦
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市
住

み
よ

い
ま

ち
づ

く
り
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例

に
よ
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住

環
境

の
保

全
及

び
育

成
に

係
る

事
務

建
設

部
開

発
指

導
課

B
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B
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Q
（
よ

く
あ

る
質

問
）
な

ど
を

提
供

す
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検
業

務
と

統
合

の
う

え
整

理
を

検
討

し
て

く
だ

さ
い

0
2
,9

1
2

0
0

2
,9

1
2

2
,9

1
2

0

4
4
2
0
6
7
0

公
園

維
持

管
理

事
務

所
清

掃
・
点

検
業

務
建

設
部

公
園

緑
地

課
B

 
 

 
 

 
○

 
B

芦
屋

浜
公

園
緑

地
等

維
持

管
理

業
務

と
統

合
の

う
え

整
理

を
検

討
し

て
く

だ
さ

い
。

0
2
1

0
0

2
1

2
1

0

4
4
2
0
6
8
0

公
園

設
備

・
物

品
等

補
修

事
務

建
設

部
公

園
緑

地
課

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

0
8
1
8

0
0

8
1
8

8
1
8

　

4
4
3

親
し

み
の

あ
る

水
辺

環
境

の
整

備

4
4
3
0
0
1
0

河
川

・
海

岸
環

境
整

備
事

業
建

設
部

下
水

道
課

B
 

○
 

 
 

 
 

B
 

2
,7

5
2

1
4
,7

7
7

0
0

1
7
,5

2
9

8
,3

3
4

1
8
,0

5
8

小
計

6
8

6
5
1
,6

4
0

5
,8

4
9
,8

4
8

8
8
,5

4
6

6
,1

1
6

6
,5

9
6
,1

5
0

1
,4

3
7
,3

5
6

8
0
4
,6

9
1
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１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
廃 止 休 止

総 合 評 価

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

コ
メ

ン
ト

人
件

費
直

　
接

事
業

費
他

部
門

経
　

費
減

　
価

償
却

費
事

業
費

計
一

般
財

源
直

接
事

業
費

1
市

民
と

行
政

の
協

働
シ

ス
テ

ム
の

実
現

5
1
1

情
報

公
開

の
推

進

5
1
1
0
0
1
0

広
報

紙
発

行
総

務
部

広
報

課
A

　
○

 
 

 
 

 
B

広
報

媒
体

（
広

報
紙

、
パ

ン
フ

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
、

Ｃ
Ａ

Ｔ
Ｖ

等
）
に

つ
い

て
、

市
民

の
利

用
度

（
閲

読
率

、
利

用
率

、
視

聴
率

）
を

把
握

す
る

こ
と

、
よ

り
効

果
的

な
広

報
と

な
る

よ
う

、
そ

れ
ぞ

れ
の

特
性

に
応

じ
た

媒
体

選
択

を
検

討
し

て
下

さ
い

。

1
5
,1

3
0

1
3
,9

0
2

0
0

2
9
,0

3
2

2
9
,0

3
2

1
6
,9

8
2

5
1
1
0
0
2
0

広
報

刊
行

物
発

行
総

務
部

広
報

課
B

 
 

○
　

　
　

 
C

市
勢

要
覧

の
必

要
性

に
は

疑
問

が
あ

り
ま

す
。

ガ
イ

ド
マ

ッ
プ

と
の

統
合

、
廃

止
を

含
め

て
検

討
し

て
く

だ
さ

い
。

ガ
イ

ド
マ

ッ
プ

に
つ

い
て

は
転

入
者

へ
の

無
償

配
布

は
継

続
し

、
駅

、
公

共
施

設
等

で
の

有
償

頒
布

を
検

討
し

て
く

だ
さ

い
。

2
,5

6
8

3
,1

8
4

0
0

5
,7

5
2

5
,7

5
2

1
,7

0
0

5
1
1
0
0
3
0

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
制

作
総

務
部

広
報

課
B

 
 

○
 

 
 

 
B

成
果

満
足

度
の

評
価

を
行

い
、

質
的

改
善

が
で

き
る

よ
う

に
し

て
下

さ
い

。
3
,5

5
0

1
,6

4
7

0
0

5
,1

9
7

5
,1

9
7

2
,5

4
0

5
1
1
0
0
4
0

記
者

ク
ラ

ブ
等

報
道

機
関

へ
の

対
応

総
務

部
広

報
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
市

政
の

現
状

を
積

極
的

に
伝

え
て

い
く

｢戦
略

的
広

報
｣が

求
め

ら
れ

る
時

代
で

す
。

報
道

機
関

と
の

密
接

・
良

好
な

関
係

づ
く

り
に

努
め

て
下

さ
い

。
1
0
,9

2
4

0
0

0
1
0
,9

2
4

1
0
,9

2
4

0

5
1
1
0
0
6
0

ア
シ

ヤ
ニ

ュ
ー

ズ
レ

タ
ー

の
発

行
総

務
部

国
際

文
化

担
当

B
 

 
○

 
 

 
 

C
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
な

ど
他

の
媒

体
の

利
活

用
、

配
布

手
段

（
郵

送
）
の

見
直

し
を

検
討

し
て

く
だ

い
。

2
,5

1
0

1
,4

8
3

2
3
5

0
4
,2

2
8

4
,2

2
8

1
,1

6
7

5
1
1
0
0
7
0

情
報

公
開

及
び

個
人

情
報

保
護

事
務

総
務

部
総

務
課

（
文

書
・

行
政

担
当

）
B

 
 

○
 

 
 

 
B

 
1
0
,5

8
4

3
,2

7
2

0
0

1
3
,8

5
6

1
3
,8

3
8

2
,1

6
1

5
1
1
0
0
8
0

例
規

等
管

理
事

務
総

務
部

総
務

課
（
文

書
・

行
政

担
当

）
A

 
 

○
 

 
 

 
A

利
用

者
ニ

ー
ズ

に
あ

っ
た

情
報

提
供

方
法

を
検

討
す

る
た

め
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
の

ア
ク

セ
ス

内
訳

を
分

析
す

る
こ

と
が

必
要

で
す

。
例

規
デ

ー
タ

の
追

加
や

更
新

が
あ

っ
た

場
合

に
、

利
用

者
が

容
易

に
ア

ク
セ

ス
で

き
る

よ
う

に
、

一
目

で
更

新
箇

所
が

わ
か

る
よ

う
に

し
て

下
さ

い
。

2
,0

6
0

2
,6

9
9

0
0

4
,7

5
9

4
,7

5
9

2
,6

9
9

5
1
1
0
1
5
0

Ｃ
Ａ

Ｔ
Ｖ

広
報

チ
ャ

ン
ネ

ル
制

作
総

務
部

広
報

課
D

 
 

○
 

 
 

 
D

視
聴

率
な

ど
成

果
の

把
握

が
出

来
な

い
限

り
、

廃
止

も
視

野
に

入
れ

た
検

討
を

し
て

下
さ

い
。

1
7
,6

7
6

3
7
,1

5
5

0
0

5
4
,8

3
1

5
4
,8

3
1

1
0
,0

0
0

5
1
2

市
民

参
画

の
推

進

5
1
2
0
0
1
0

広
聴

業
務

総
務

部
お

困
り

で
す

課
B

 
 

○
 

 
 

 
B

業
務

の
性

格
を

考
え

る
と

、
市

民
・
庁

内
へ

の
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

が
重

要
で

す
。

広
報

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
で

の
情

報
提

供
、

苦
情

・
要

望
へ

の
対

応
状

況
の

検
証

な
ど

、
改

善
に

む
け

て
の

仕
組

み
づ

く
り

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
ま

た
、

広
報

の
充

実
に

加
え

て
、

お
困

り
で

す
課

の
Ｐ

Ｒ
効

果
も

期
待

で
き

ま
す

の
で

、
認

知
度

に
つ

い
て

の
ア

ン
ケ

ー
ト
調

査
も

検
討

し
て

下
さ

い
。

1
2
,9

3
6

4
1

0
0

1
2
,9

7
7

1
2
,9

7
7

1
0
2

5
1
2
0
0
2
0

市
長

と
市

民
の

懇
談

会
(ま

ち
づ

く
り

懇
談

会
)

総
務

部
市

民
参

画
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
開

催
の

時
間

等
を

工
夫

し
て

よ
り

参
加

し
や

す
い

よ
う

工
夫

が
必

要
で

す
。

2
,6

2
9

7
6
6

0
0

3
,3

9
5

3
,3

9
5

2
8
0

2
効

率
的

な
市

役
所

シ
ス

テ
ム

の
確

立

5
2
1

時
代

に
対

応
し

た
組

織
運

営

5
2
2

効
果

的
な

職
員

配
置

と
活

力
を

生
む

人
事

管
理

5
2
3

事
務

事
業

の
効

率
化

5
2
3
0
1
7
0

市
県

民
税

賦
課

事
務

総
務

部
課

税
課

A
 

 
○

 
 

 
 

A
適

正
・
公

平
な

課
税

に
努

め
て

下
さ

い
。

課
税

コ
ス

ト
の

削
減

に
向

け
て

取
り

組
み

を
進

め
て

下
さ

い
。

6
8
,6

8
3

1
8
,7

6
4

2
3
,7

5
7

0
1
1
1
,2

0
4

1
5
,6

2
4

1
9
,1

5
6

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
ま

ち
づ

く
り

の
目

標
別

）

5

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト
平

成
１

５
年

度
決

算

市
民

と
協

働
し

て
つ

く
る

･自
立

し
た

行
政

基
盤

づ
く
り

市
評

価
・
方

向
性

所
管

課

47



１
６

年
度

予
算

総 合 評 価

拡 大 充 実

現 状 維 持

方 法 改 善

民 間 委 託

縮 小
廃 止 休 止

総 合 評 価

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

コ
メ

ン
ト

人
件

費
直

　
接

事
業

費
他

部
門

経
　

費
減

　
価

償
却

費
事

業
費

計
一

般
財

源
直

接
事

業
費

事
務

事
業

評
価

結
果

一
覧

　
（
ま

ち
づ

く
り

の
目

標
別

）

5

芦
屋

市
行

政
評

価
委

員
会

評
価

・
コ

メ
ン

ト
平

成
１

５
年

度
決

算

市
民

と
協

働
し

て
つ

く
る

･自
立

し
た

行
政

基
盤

づ
く
り

市
評

価
・
方

向
性

所
管

課

5
2
3
0
1
8
0

固
定

資
産

税
・
都

市
計

画
税

，
特

別
土

地
保

有
税

等
賦

課
事

務
総

務
部

課
税

課
A

 
 

○
 

 
 

 
A

適
正

・
公

平
な

課
税

に
努

め
て

下
さ

い
。

課
税

コ
ス

ト
の

削
減

に
向

け
て

取
り

組
み

を
進

め
て

下
さ

い
。

7
5
,6

2
0

1
8
,1

9
6

2
7
,2

7
1

0
1
2
1
,0

8
7

1
2
1
,0

8
7

2
1
,2

1
0

5
2
3
0
2
0
0

諸
税

の
賦

課
等

，
譲

与
税

・
交

付
金

事
務

，
県

民
税

払
込

事
務

総
務

部
課

税
課

B
 

 
○

 
 

 
 

B
 

1
7
,6

4
1

1
,8

3
1

1
,7

6
5

0
2
1
,2

3
7

3
,1

2
3

1
5
,8

8
7

5
2
3
0
2
1
0

税
証

明
事

務
総

務
部

課
税

課
B

 
 

○
 

 
 

 
B

窓
口

に
来

ら
れ

た
市

民
等

に
ラ

ポ
ル

テ
市

民
サ

ー
ビ

ス
コ

ー
ナ

ー
で

も
交

付
で

き
る

こ
と

を
Ｐ

Ｒ
し

、
今

後
の

利
用

を
ラ

ポ
ル

テ
に

誘
導

、
窓

口
の

混
雑

緩
和

を
図

っ
て

下
さ

い
。

1
4
,8

4
6

1
,0

1
1

1
1
,4

3
3

0
2
7
,2

9
0

9
,8

1
5

1
,7

7
4

5
2
3
0
2
4
0

市
税

等
納

付
督

励
事

務
総

務
部

収
税

課
A

 
 

○
 

 
 

 
B

督
促

・
催

告
書

は
納

入
通

知
書

の
色

を
よ

く
目

立
つ

黄
色

に
す

る
な

ど
、

う
っ

か
り

納
付

忘
れ

を
な

く
す

工
夫

を
し

て
下

さ
い

。
納

付
督

励
事

務
に

よ
り

納
付

さ
れ

た
額

を
把

握
し

て
、

成
果

の
測

定
、

事
務

の
改

善
を

図
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

5
3
,3

9
2

9
,2

6
5

2
,0

6
0

0
6
4
,7

1
7

1
4
,6

8
2

9
,9

6
6

5
2
3
0
2
5
0

市
税

等
滞

納
処

分
事

務
総

務
部

収
税

課
A

 
 

○
 

 
 

 
B

高
額

滞
納

へ
の

対
策

強
化

が
必

要
で

す
。

外
部

人
材

の
専

門
的

ス
キ

ル
の

活
用

を
検

討
し

て
下

さ
い

。
2
0
,0

2
4

1
,4

9
5

0
0

2
1
,5

1
9

2
0

1
,6

5
9

5
2
3
0
2
6
0

市
税

等
納

税
猶

予
事

務
総

務
部

収
税

課
B

 
 

○
 

 
 

 
B

分
割

納
付

状
況

を
把

握
し

、
不

履
行

者
に

対
す

る
速

や
か

な
通

知
、

指
導

に
務

め
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

3
,9

3
4

1
2
1

0
0

4
,0

5
5

2
,9

5
3

1
3
4

5
2
3
0
2
7
0

市
税

等
不

納
欠

損
処

分
事

務
総

務
部

収
税

課
B

 
○

 
 

 
 

 
B

正
確

･迅
速

な
実

態
把

握
に

よ
り

適
正

な
処

分
（
債

権
保

全
を

含
む

)を
行

っ
て

下
さ

い
。

3
,9

3
4

1
5
8

0
0

4
,0

9
2

2
,2

6
6

1
7
6

5
2
3
0
4
4
0

土
木

積
算

シ
ス

テ
ム

の
運

用
及

び
管

理
建

設
部

道
路

・
交

通
安

全
担

当
B

 
○

 
 

 
 

 
B

 
1
,5

3
9

3
,6

1
0

0
0

5
,1

4
9

4
,3

8
2

3
,5

5
7

5
2
3
0
4
9
0

都
市

計
画

情
報

管
理

シ
ス

テ
ム

の
維

持
管

理
建

設
部

都
市

計
画

課
B

 
○

 
 

 
 

 
B

利
用

者
の

利
便

性
を

高
め

る
こ

と
、

嘱
託

職
員

等
の

活
用

に
よ

り
効

率
化

に
努

め
て

下
さ

い
。

4
,5

4
9

4
7
3

0
0

5
,0

2
2

4
,6

5
3

 

5
2
3
0
5
3
0

庁
舎

管
理

事
務

総
務

部
管

財
課

A
 

 
○

 
 

 
 

B
ト
ー

タ
ル

コ
ス

ト
の

削
減

に
つ

い
て

、
客

観
的

な
デ

ー
タ

に
よ

る
比

較
検

討
を

し
、

民
間

委
託

等
の

可
能

性
を

探
っ
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   芦屋市行政評価委員会設置要綱 

 

 

 （設置） 

第１条 芦屋市が実施する行政評価の客観性と透明性を確保するとともに，簡素で効 

 率的な行政運営の推進について，外部の意見を求めるため，芦屋市行政評価委員会

（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は，次に掲げる事務を所掌する。 

 (1)  市が実施した事務事業について，外部の視点から評価を行い，市長に評価結果 

  を報告すること。 

 (2) 行政評価システムの構築及び運営について必要な事項を審議し，市長に意見を 

  述べること。 

 （構成） 

第３条 委員会は，行政運営，行政評価について優れた見識を有する者の中から，市 

 長が委嘱する８人以内の委員をもって構成する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は，委嘱した日の属する年度の末日までとする。 

 （運営） 

第５条 委員会には，委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は，委員の互選により定める。 

３ 副委員長は，委員長の指名により定める。 

４ 委員長は，委員会の進行をつかさどり，委員会を代表する。 

５ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があったとき，又は欠けたときは， 

 その職務を代理する。 

６ 委員会は，必要に応じて委員長が招集する。 

７ 委員会は，審議のため必要があるときは，関係者の出席を求め意見を聴取するほ 

 か，資料の提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第６条 委員会の庶務は，事務事業評価に関する事務を所管する課が処理する。 

   附 則 

１ この要綱は，平成１５年１０月１日から施行する。 

２ 最初の委員会は，第５条第６項の規定にかかわらず，市長が招集する。 
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